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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２４年３月１２日（月）午前１０時１分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　５時６分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 森西　正  副委員長 柴田繁勝  委　　員 大澤千恵子

委　　員 渡辺慎吾  委　　員 安藤　薫 

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛

教育次長兼次世代育成部長　馬場　博　　　　

教育総務部長　登阪　弘　　総務課長　岩見賢一郎　　子育て支援課長　大橋徹之

次世代育成部次長兼教育センター所長　前馬晋策　　　教育政策課長　若狭孝太郎　

こども教育課長　小林寿弘　教育推進課長　撰田裕美　児童相談課長　北橋ひとみ

教育政策課長代理　野本憲宏

生涯学習部長　宮部善隆　　同部次長兼文化スポーツ課長　布川博

同部参事兼生涯学習課長　池上敦実　同課長代理　岡本　治

　　　　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局総括主査　湯原正治

１．審査案件

議案第　１号　平成２４年度摂津市一般会計予算所管分

議案第　９号　平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分

議案第２２号　障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正に伴う関係条例の整備に

関する条例制定の件所管分

議案第３０号　摂津市立公民館条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前１０時１分　開会）

○森西正委員長　おはようございます。

　ただいまから、文教常任委員会を開会

します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　きょうは３月１２日、奈良のお水取り

最終日でございますが、クライマックス

ということで大変冷え込みます中、委員

会をお持ちいただきまして、大変ご苦労

さまでございます。

　本日は、過日の本会議で当委員会に付

託されました案件についてご審査を賜り

ますが、何とぞ、慎重審査の上、ご可決

いただきますよう、よろしくお願いいた

します。

○森西正委員長　あいさつが終わりまし

た。

　本日の委員会記録署名委員は、安藤委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　異議なしと認め、その

ように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　馬場教育次長。

○馬場教育次長　おはようございます。

　それでは、議案第１号、平成２４年度

摂津市一般会計予算のうち、次世代育成

部が所管しております事項につきまして、

予算書に従い、その主なものについて補

足説明を申し上げます。

　まず歳入でございますが、予算書の２

８ページをお開きください。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目２、民生使用料、節１、児童福

祉施設使用料は、市内保育所敷地内の関

西電力電柱及び支線の用地占用料でござ

います。

　次に３６ページ、款１４、国庫支出金、

項２、国庫補助金、目１、民生費国庫補

助金、節１、児童福祉費補助金は、つど

いの広場を開催する地域子育て支援運営

事業や、養育支援訪問事業等に対する子

育て支援交付金でございます。

　次に４２ページ、款１５、府支出金、

項２、府補助金、目１、総務費府補助金、

節１、総合相談事業交付金は進路選択支

援事業に対する補助金でございます。

　次に同ページ、目２、民生費府補助金、

節４、児童福祉費補助金は、市立第１児

童センター運営に対する補助金、大阪府

のこども・未来プラン後期計画や、摂津

市次世代育成支援後期行動計画の目標達

成に向け取り組む事業に対する地域福祉・

子育て支援交付金（特別枠）、公立保育

所職員研修や、児童虐待防止対策の強化

に対する大阪府安心こども基金特別対策

事業費補助金などでございます。

　次に４６ページ、款１５、府支出金、

項２、府補助金、目８、教育費府補助金

の主なものは、節２で小学校の通学路の

安全指導を行うスクールガード・リーダー

配置に対する補助金、節３では市内１０

小学校で開催しております放課後子ども

教室（わくわく広場）の運営等に対する

教育コミュニティづくり推進事業費補助

金、節４では自分の考えや意見を英語で

伝えられる生徒の育成を目指す使える英

語プロジェクト事業の補助金などでござ

います。
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　次に５４ページからの款１９、諸収入、

項４、雑入、目２、雑入、節１、雑収入

の主なものは、５７ページ、こども教育

課といたしまして、保育所職員給食費負

担金、チャレンジャークラブ参加負担金、

児童相談課といたしまして家庭児童相談

室バス借上料保護者負担金などでござい

ます。

　続きまして、歳出についてご説明申し

上げます。

　まず１０４ページをお開きください。

　１０４ページからの款３、民生費、項

２、児童福祉費、目１、児童福祉総務費

の主なものは、家庭児童相談室の児童相

談嘱託員の賃金、児童相談支援員の報償

費など家庭児童相談室運営に係る経費、

保護者の病気等で一時的に家庭で養育が

困難な場合に対応する子育て支援短期利

用事業の委託料、オレンジリボンキャン

ペーン事業に係る経費、次世代育成支援

後期行動計画策定委員会開催に関する経

費、摂津市社会福祉事業団への市立第１

児童センター指定管理料などでございま

す。

　次に１０８ページからの目３、児童福

祉施設費の主なものは市立保育所の管理

運営に係る経費のほか、地域子育て支援

センター、べふこども園つどいの広場に

勤務する嘱託員賃金、民間保育所、ＮＰ

Ｏ法人で開催するつどいの広場の委託料、

市立保育所の遊具、教材備品購入に係る

経費などでございます。

　次に１６０ページ、款９、教育費、項

１、教育総務費、目２、事務局費の主な

ものは、障害児介助員や障害児等支援員

の賃金などでございます。

　次に１６２ページからの目３、教育セ

ンター費の主なものは、不登校や教育相

談に対応する教育指導嘱託員や、小学校

スクールカウンセラー等の報酬、不登校

傾向にある児童生徒への支援を行うさわ

やかフレンドの報償費、教育センターの

維持管理に伴う光熱水費や委託料、小中

学校でのインターネットを活用した教育

の推進とホームページを活用した情報発

信に関わる通信運搬費などでございます。

　次に　１６４ページからの目４、教育

指導費の主なものは、中学校の部活動を

推進するために配置する中学校部活動振

興相談員や、経験の浅い教職員の巡回指

導を行う学校教育相談員に対する教育指

導嘱託員報酬、小中学校で配置いたして

おります学級補助員や学校読書活動推進

サポーター、家庭教育相談員の賃金、学

習サポーターやスクールソーシャルワー

カーの報償費、小中学校の英語指導助手

派遣や小中一貫教育実践の手引き作成及

び小学校２年生を対象に実施するシュア・

スタート確認調査の実施、児童生徒の安

心できる居場所づくりのための学校安心

サポーター派遣などに係る委託料、研究

学校園及び教育関係団体等への補助金な

どでございます。

　次に１６６ページ、目５、教育推進費

の主なものは、中国帰国子女等への日本

語指導や土曜つながり推進事業における

指導員の配置に要する報償費などでござ

います。同ページ、目６、人権教育指導

費の主なものは、教育研究会負担金など

でございます。

　次に同ページからの項２、小学校費、

目１、学校管理費の主なものは、パソコ

ン付属部品及び教育用ソフト購入に要す

る消耗品費、コンピューター教室に設置

いたしておりますパソコン等への修繕料

などでございます。

　次に１７２ページからの項３、中学校

費、目１、学校管理費の主なものは小学

校と同様に、パソコン付属部品及び教育

用ソフト購入に要する消耗品費、コンピュー
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ター教室に設置いたしておりますパソコ

ン等の修繕料などでございます。

　次に１７６ページからの項４、幼稚園

費、目１、幼稚園管理費の主なものは市

立幼稚園及びべふこども園の管理運営に

係る経費、就学前教育推進に係る経費、

市立幼稚園及びべふこども園の遊具、教

材備品購入に係る経費などでございます。

　次に１８２ページからの項５、社会教

育費、目３、青少年対策費の主なものは、

社会教育指導嘱託員、青少年指導員の報

酬、こどもフェスティバル、成人祭、青

少年リーダー養成、放課後子ども教室、

こども１１０番運動など、青少年の健全

育成に係る経費、青少年関係団体への活

動補助金などでございます。

　以上、次世代育成部に関わります平成

２４年度摂津市一般会計予算の補足説明

とさせていただきます。

　続きまして、議案第９号、平成２３年

度摂津市一般会計補正予算（第４号）の

うち、次世代育成部が所管しております

事項につきまして、予算書に従い補足説

明をいたします。

　歳入は該当する項目はございません。

　歳出につきまして、ご説明申し上げま

す。　

　補正予算書の５０ページをお開きくだ

さい。款３、民生費、項２、児童福祉費、

目１、児童福祉総務費につきましては、

家庭児童相談室運営事業のうち、児童相

談システム再構築委託料が確定したため

減額するものでございます。

　次に７２ページ、款９、教育費、項１、

教育総務費、目３、教育研究所費は事業

の精査や確定に伴い、減額するものでご

ざいます。同ページ、目４、教育指導費

の減額は、同じく事業の精査や確定に伴

う執行差金によるものでございます。

　次に目６、人権教育指導費の減額につ

きましても、事業の精査に伴う不用額で

ございます。次に７６ページ、項４、幼

稚園費、目１、幼稚園管理費の減額につ

きましては、こども園開設に向けたべふ

幼稚園改修工事監理委託料の精査及び改

修工事入札差金に伴う不用額でございま

す。

　以上、次世代育成部に関わります平成

２３年度摂津市一般会計補正予算（第４

号）の補足説明とさせていただきます。

○森西正委員長　登阪教育総務部長。

○登阪教育総務部長　議案第１号、平成

２４年度摂津市一般会計当初予算のうち、

教育総務部総務課、及び子育て支援課が

所管しております事項につきまして予算

書に従い、その主なものについて補足説

明をさせていただきます。

　まず歳入でございますが、２８ページ

をお開きください。款１２、分担金及び

負担金、項１、負担金、目１、民生費負

担金の主なものといたしましては、市立

保育所及び私立保育園の保育料などでご

ざいます。

　次に３０ページから３２ページにわた

ります、款１３、使用料及び手数料、項

１、使用料、目６、教育使用料の主なも

のといたしましては、幼稚園の入園金及

び保育料等でございます。

　次に３４ページ、款１４、国庫支出金、

項１、国庫負担金、目１、民生費国庫負

担金の主なものは、保育所運営費に係る

児童福祉費負担金や子ども手当等負担金

などでございます。

　３６ページ、項２、国庫補助金、目１、

民生費国庫補助金は、母子家庭自立支援

給付金事業補助金でございます。

　次に３８ページ、目５、教育費国庫補

助金の主なものといたしましては、小中

学校の理科教育等設備整備費補助金、幼

稚園の就園に係る保護者の経済的負担の
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軽減を図る奨励費補助金などでございま

す。同ページ項３、委託金、目２、民生

費委託金は子ども手当の事務に係る委託

金でございます。次に４０ページ、款１

５、府支出金、項１、府負担金、目１、

民生費府負担金の主なものは、保育所運

営に対する児童福祉費負担金や子ども手

当等負担金などでございます。

　次に４２ページから４４ページにわた

ります項２、府補助金、民生費府補助金

の主なものは、保育所運営費補助金、民

間保育所施設整備費や子ども手当のシス

テム改造等に係る大阪府安心こども基金

特別対策事業費補助金、乳幼児医療、ひ

とり親家庭医療に対する医療費補助金な

どでございます。

　次に４６ページ、目８、教育費府補助

金の主なものは、学童保育室運営に対す

る放課後児童健全育成事業費補助金でご

ざいます。

　次に５２ページ、款１９、諸収入、項

３、貸付金元利収入、目１、奨学資金貸

付金元金収入は、経済的理由により高等

学校等への修学が困難な生徒に対し、貸

し付けいたしました奨学資金の償還金と

なっております。

　次に、５４ページからの項４、雑入、

目２、雑入のうち主なものといたしまし

ては、５７ページに記載いたしておりま

す教委総務課分で、小学校の給食物資購

入に係ります学校給食費負担金、学校等

における事故に備える日本スポーツ振興

センター掛金など、また子育て支援課分

では、児童主食費負担金やべふこども園

で実施いたします幼稚園給食等負担金な

どでございます。

　引き続きまして、歳出についてご説明

申し上げます。１０４ページをお開きく

ださい。款３、民生費、項２、児童福祉

費、目１、児童福祉総務費の主なものは、

１０６ページからの民間保育所に対する

障害児保育補助金や、正雀愛育園の建て

替えを対象とした児童福祉施設整備費補

助金、保育所運営費負担金などでござい

ます。同ページから１０８ページの目２、

児童措置費の主なものは子ども手当のシ

ステム改造等にかかる委託料や、児童扶

養手当、子ども手当などの扶助費でござ

います。同ページから１１０ページの目

３、児童福祉施設費は、市立４保育所の

管理運営に係る経費で、その主なものと

いたしましては、非常勤の給食調理員賃

金、給食に係る賄材料費、また維持管理

に必要な修繕料や委託料などでございま

す。同ページ目４、母子福祉費は、母子

家庭の自立支援に係る経費などで、その

主なものといたしましては、母子自立支

援嘱託員賃金、母子生活支援施設運営費

負担金や、母子家庭高等技能訓練促進費

などでございます。同ページ目５、乳幼

児等医療助成費は、乳幼児等に対する医

療費助成、目６、ひとり親家庭医療助成

費は、ひとり親家庭に対する医療費助成

でございます。

　次に１６０ページをお開きください。

款９、教育費、項１、教育総務費、目１、

教育委員会費は、教育委員に関わる経費

となっております。

　目２、事務局費は教育委員会事務局の

運営全般に関わる経費で、職員の人件費

を除くその主なものといたしまして、校

務補助嘱託員等の賃金、報償費は新入学

児童に対するランドセルの購入や、個人

登録をしていただいている小学校や幼稚

園の来訪者受付員等の経費となっており

ます。同じく需用費は、小学新１年生に

貸与する防犯ブザーの購入費や、受付員

の制服など安全対策事業に係る経費等と

なっております。

　１６２ページからの委託料は、児童の
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登下校時の通学路における交通安全を確

保する交通専従員業務委託料、安全対策

事業として、団体登録をしていただいて

いる小学校及び幼稚園での来訪者受付員

等の委託料などでございます。使用料及

び賃借料の主なものは、支援学校などへ

通学する肢体不自由な児童・生徒を対象

に、自宅から通学のバス亭などまでのタ

クシーによる送迎経費等でございます。

負担金、補助及び交付金の主なものは、

教職員厚生会補助金や、経済的理由によ

り私立高等学校等への修学が困難な生徒

へ支給する私立高等学校等奨学補助金な

どとなっております。貸付金は、経済的

理由により高等学校等への修学が困難な

生徒への奨学資金で、平成２２年度及び

平成２３年度に貸し付けをした方々に対

して、引き続き奨学資金の貸し付けを行

う経費でございます。次に１６６ページ

から１６８ページの項２、小学校費、目

１、学校管理費は、小学校１０校の学校

運営のための消耗品費、光熱水費、備品

購入費等の経費や、施設の維持管理のた

めの委託点検経費、また、施設や設備の

維持補修のための経費及び摂津小学校旧

給食調理場等改修工事に係る経費などと

なっております。同ページ、目２、教育

振興費は、卒業記念品の購入に係る報償

費や、国庫補助の対象となります理科、

算数教材器具購入のための備品購入費、

それと経済的理由により就学困難な児童

に対する扶助費などでございます。同ペー

ジから１７０ページにわたります目３、

保健衛生費は、学校保健安全法に基づき

委嘱いたしております学校医等に対する

報酬や、児童、教職員に対する各種健康

診断委託料、学校管理下における児童の

災害に対応するための日本スポーツ振興

センター負担金、要保護及び準要保護児

童に対する医療費扶助等の経費でござい

ます。続きまして同ページの目４、学校

給食費は、小学校給食に要する経費で、

主なものといたしましては、非常勤の給

食調理員に係る賃金、給食食材の材料費、

給食調理業務に係る委託料、コンベクショ

ン・オーブン購入に係る備品購入費や経

済的理由により就学困難な児童の給食費

に対する扶助費等でございます。同ペー

ジ、目５、支援学級費は、小学校の支援

学級の運営経費でございます。次に同ペー

ジから１７２ページの目６、建設事業費

は別府小学校体育館、味生小学校、鳥飼

西小学校、千里丘小学校の校舎に係る耐

震補強等工事の実施設計に係る経費でご

ざいます。

　続きまして、１７２ページから１７４

ページの項３、中学校費、目１、学校管

理費は、小学校と同様、中学校５校の管

理運営のための消耗品費、光熱水費、備

品購入費等の経費、施設の維持管理のた

めの委託点検経費及び施設や設備の補修

のための経費でございます。次に同ペー

ジからの目２、教育振興費は、これも小

学校と同様に、卒業記念品の購入に係る

報償費や、国庫補助対象となる教育に必

要な備品購入に要する経費、経済的理由

により就学困難な生徒に対する扶助費な

どとなっております。同ページ目３、保

健衛生費は小学校と同様に学校医等に対

する報酬、生徒・教職員に対する各種健

康診断委託料。日本スポーツ振興センター

負担金、要保護及び準要保護児童に対す

る医療費扶助等の経費でございます。目

４、支援学級費は中学校の支援学級の運

営経費等でございます。同ページから１

７６ページの目５、建設事業費は、第二

中学校校舎３棟分の耐震補強等工事の実

施設計、第三中学校校舎２棟分の耐震二

次診断に係る経費でございます。同ペー

ジの項４、幼稚園費、目１、幼稚園管理
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費は、幼稚園３園の施設維持管理などに

係る修繕や保守点検等に要する経費、ま

た１７８ページの備品購入費は、せっつ

幼稚園、とりかい幼稚園の保育室にする

エアコン購入に係る経費などとなってお

ります。同ページ目２、教育振興費は、

幼稚園教育の振興を図るための私立幼稚

園就園奨励費補助金などでございます。

目３、保健衛生費は小学校、中学校と同

様に、園医等に対する報酬及び各種健康

診断などの経費となっております。

　次に１８２ページ、項５、社会教育費、

目３、青少年対策費は、学童保育室の運

営に係る経費や、千里丘小学校及び味舌

小学校学童保育室整備設計委託料などと

なっております。

　以上、総務課及び子育て支援課が所管

しております平成２４年度一般会計歳入

歳出予算についての補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第９号、平成２３年

度摂津市一般会計補正予算（第４号）の

うち、教育総務部が所管しております事

項につきまして、その主なものについて

補足説明をさせていただきます。まず６

ページの第３表、繰越明許費についてご

説明させていただきます。款９、教育費、

項２、小学校費、小学校施設改修事業は、

施設の経年劣化による庇や壁など、剥落

等危険性のある箇所を重点に応急補修を

行う経費と、新耐震基準で最初に建設さ

れました鳥飼北小学校の校舎における外

壁などの大規模改修に係るものでござい

ます。次に中学校施設改修事業は、小学

校と同様に、施設の経年劣化による剥落

等、危険性のある箇所を重点に応急補修

を行う経費でございます。小学校、中学

校の改修事業はいずれも緊急の必要性が

高いことから、間断なく補修ができるよ

う補正をお願いし、翌年度に繰り越しを

行うものでございます。

　次に、中学校耐震補強等事業は第二中

学校体育館の耐震工事等に係る経費でご

ざいます。これは平成２３年度、国の第

３次補正によるもので、学校施設環境改

善交付金も対象となりますことから、国

費採択の申請を行い、平成２３年１２月

２６日付で内定通知をいただき、今回の

補正において計上し、全額を繰り越して

執行いたすものでございます。以上、繰

越明許費のご説明とさせていただきます。

　次に１１ページから、その主なものに

ついて、ご説明させていただきます。

　まず歳入でございますが、款１４、国

庫支出金、項１、国庫負担金、目１、民

生費国庫負担金の主な減額は、保育所運

営に係る児童福祉費負担金につきまして

は、入園園児数の精査、子ども手当負担

金につきましては、当初想定されており

ました支給額の変更等によるもの、その

他各種負担金の事業精査などによる減額

となっております。

　次に１８ページ、款１４、国庫支出金、

項２、国庫補助金、目４、教育費国庫補

助金は、先ほどの繰越明許費でご説明さ

せていただきました第二中学校体育館の

耐震補強等工事に係る学校施設環境改善

交付金となっております。同ページ、款

１５、府支出金、項１、府負担金、目１、

民生費府負担金の主な減額は、保育所運

営に係る児童福祉費負担金の事業精査に

よるものでございます。

　次に歳出についてご説明を申し上げま

す。５０ページをお開きください。款３、

民生費、項２、児童福祉費、目１、児童

福祉総務費の減額は、保育所入所幼児数

の精査や、事務事業精査によるものでご

ざいます。同じく目２、児童措置費の減

額は子ども手当等の事務事業精査による

ものでございます。同じく目４、母子福
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祉費につきましても、事務事業精査によ

るものでございます。

　続いて７０ページをお開きください。

款９、教育費、項１、教育総務費、目２、

事務局費の主な減額は、肢体不自由児童

送迎に係る自動車借上料の減少など、事

務事業精査によるものでございます。

　次に７２ページから７４ページの項２、

小学校費のうち、目１、学校管理費の増

額は、歳入でもご説明させていただきま

した施設の経年劣化による剥落等、危険

性のある箇所を重点に応急補修を行う経

費と、新耐震基準で最初に建設されまし

た鳥飼北小学校の校舎における外壁など

の大規模改修工事に係るもので、全額を

繰り越して平成２４年度に執行するもの

でございます。目３、保健衛生費、目４、

学校給食費の減額はともに事業確定や事

務事業精査によるものでございます。同

じく７４ページ、項３、中学校費、目１、

学校管理費の増額は小学校費同様に、施

設の経年劣化による応急補修を行う経費

で、全額繰り越して平成２４年度に執行

するものでございます。

　次に７６ページ、目５、建設事業費は、

第二中学校体育館の耐震補強等工事に係

るもので、全額繰り越して平成２４年度

に執行するものでございます。次に同ペー

ジの項４、幼稚園費の減額につきまして

は、委託料など事業確定や事業精査によ

るものでございます。

　次に７８ページ、項５、社会教育費、

目３、青少年対策費の主な減額は、学童

保育室補助指導員の配置人数減にともな

う賃金の減額でございます。

　以上、平成２３年度摂津市一般会計補

正予算のうち、教育総務部に係ります補

正予算の補足説明とさせていただきます。

○森西正委員長　宮部生涯学習部長。

○宮部生涯学習部長　おはようございま

す。

　議案第１号、平成２４年度一般会計当

初予算のうち、生涯学習部に関わります

部分につきまして、目を追って主なもの

について補足説明をさせていただきます。

　まず歳入でございますが、３０ページ

をお開きください。款１３、使用料及び

手数料、項１、使用料、目６、教育使用

料は、青少年運動広場、温水プール、体

育館などの市立体育施設や学校体育施設、

公民館などの使用料でございます。

　次に３８ページをお開きください。款

１４、国庫支出金、項２、国庫補助金、

目３、土木費国庫補助金の社会資本整備

総合交付金は、千里丘・別府・新鳥飼３

公民館及び三宅・味舌両スポーツセンター

の耐震診断に係る国庫補助金でございま

す。

　次、５６ページをお開きください。款

１９、諸収入、項４、雑入、目２、雑入

は、生涯学習課に係るせっつ生涯学習大

学受講料や、文化スポーツ課に係る水泳

教室、体育館など各種教室の参加費及び

摂津音楽祭などの審査料等でございます。

　続きましては、歳出でございますが、

１７８ページをお開きください。款９、

教育費、項５、社会教育費、目１、社会

教育総務費は、社会教育委員報酬など社

会教育の一般的事務に係る経費でござい

ます。

　次に１８０ページ、目２、文化振興費

は、せっつ生涯学習大学講師報償金や市

美術展、演劇祭、摂津音楽祭、生涯学習

フェスティバルなど各種文化振興事業に

係る経費でございます。

　次に、１８４ページ、目４、公民教育

費は、生涯学習まちづくり推進市民会議

に係る報償金や、家庭教育学級の開催な

どに係る経費でございます。次に同ペー

ジからの目５、公民館費は、市立公民館
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５館の館長報酬、各公民館に配置されて

いる社会教育指導嘱託員報酬や各種講座、

公民館まつりの開催など公民館の管理運

営に係る経費でございます。

　１８５ページの耐震診断委託料は、千

里丘、別府、新鳥飼公民館に係る耐震診

断に係る経費でございます。

　次に１８６ページの目６、文化財保護

費は、文化財保護審議会の開催など文化

財の調査、保存、啓発に係る経費でござ

います。修繕料は市指定有形文化財とし

て指定いたしました市立第６集会所を文

化財として適切に保存するための経費で

ございます。次に同ページの項６、図書

館費、目１、図書館総務費は、市民図書

館等協議会運営に係る経費でございます。

次に同ページからの目２、図書館管理費

は、市民図書館及び鳥飼図書センターの

指定管理料のほか、複数年契約等で市が

直接契約する建物維持管理料や、図書館

電算システムなど市民図書館などの管理

運営に係る経費でございます。

　次に１８８ページからの項７、保健体

育費、目１、保健体育総務費は、スポー

ツ推進委員報酬や大阪府体育連合など、

各種社会体育団体に対する負担金などに

係る経費でございます。

　次に１９０ページ、目２、体育振興費

は、市長杯総合スポーツ大会など市主催

スポーツ事業や体育協会など、社会体育

団体が実施するスポーツ事業及び地区市

民体育祭実施に係る経費でございます。

次に同ページの目３、体育施設費は、温

水プール、市立体育館等の社会体育施設

の指定管理料や、三宅及び味舌スポーツ

センターの管理委託料など、体育施設の

管理運営に係る経費のほか、両スポーツ

センターの耐震診断委託料を計上いたし

ております。

　以上、生涯学習部に関わります平成２

４年度一般会計当初予算の補足説明とさ

せていただきます。

　続きまして、議案第９号、平成２３年

度摂津市一般会計補正予算（第４号）で

ございますが、７８ページからの生涯学

習部に関わります部分につきましては項

５、社会教育費、項６、図書館費、項７、

保健体育費について、決算見込みにあた

り、事業を精査し、不用額を減額いたす

ものでございます。

　以上、生涯学習部に関わります平成２

３年度一般会計補正予算（第４号）の補

足説明とさせていただきます。

○森西正委員長　説明が終わり、質疑に

入ります。

　安藤委員。

○安藤薫委員　おはようございます。

　それでは質問に入らせていただきたい

と思いますが、昨年の文教常任委員会の

予算の審査、昨日、１１日にちょうど私

が立って、質問しているさなかに大きな

揺れがありました。東日本大震災、福島

第１原発の事故ということで、きのうは

全国各地で追悼集会であったり、反原発

の集会が行われたりしました。まだまだ

復興には、それから原発事故の問題、終

息宣言は政府はされてますけども、まだ

まだ道半ばというところでありまして、

私どもも、この震災の復興を祈りつつ教

訓にして、摂津で子どもたちや地域の皆

さんの命、安全を守るという立場で質問

をさせていただきたいと思います。

　とりわけきのうは、ＮＨＫの教育テレ

ビを見ていますと最近は本当に市長であっ

たり、教育長であったり多くの皆さんが

よく口にされる、釜石の奇跡、防災教育

をされていた先生の授業をテレビでやっ

ていまして、私も見ていました。避難教

育の３原則ですとか、改めて大事なこと

だと思いました。防災教育の面について
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は日ごろからいろいろとご尽力いただい

ているかと思いますけども、ぜひそういっ

た教訓も生かしていただいて取り組んで

いただけたらなあということを、最初に

申し上げて始めたいと思います。

　主に予算概要で、ページ数がわかる部

分についてはページ数を言いながら質問

させていただきたいと思います。

　最初に、扶助費、補助金の関係で４点

ほどお聞きしたいと思っています。

　今回、教育費全体でいきますと２９億

６，０００万円ですか、前年度と比べる

と、約２億５，０００万円ほど減ですか

ね。耐震補強工事の分が減っている部分

に相当するのかなというふうに思います。

　それから民生費の分でいくと、児童福

祉費が中心だと思いますけども、約５０

億弱ぐらいの予算になっておりますが、

こうした経済情勢の下で、子育て世代の

経済的な状況も厳しくなっているという

ことで、扶助費というのは非常に重要な

役割を占めているのかなと思っています。

前年に比べまして扶助費は１，３００万

ほど減になっています。今の経済情勢の

下で１，３００万円の減というのは、個々

を個別に見ていかないとわかりませんが、

ふえる可能性を想像しているんですけど

も、減っているという点についてもその

辺の予算の姿勢があらわれているのかな

と思ったりもしてますが、まず１点目で

すが概要の５６ページにあります乳幼児

等医療助成費です。昨年度、当初比に比

べますと、こちらは１，６１６万８，０

００円ふえておりまして、１億５，８５

５万円ということです。乳幼児等医療費

助成制度につきましては、代表質問でも

質問いたしましたが、本来、国でしっか

りとした制度を構築すべきものですけど

も、国の制度としてお金は入っていませ

ん。都道府県と市町村の独自努力によっ

て行われているもので、摂津市でも所得

制限を撤廃して、通院では小学校入学前

まで、入院では中学校卒業までというこ

とで、大阪府内でも非常にすぐれた制度

ということで頑張っていただいていると

思いますが、いろいろな自治体でさらに

進んで、通院でも小学校卒業までとか、

中学校卒業までということで、いろいろ

子どもたちの健康に関わることで経済的

な援助をしていこうという動きが続いて

います。

　摂津市の場合は、昨年度と比べまして

も対象年齢については拡大されずにその

まま据え置きになっていますけども、予

算が増になっている、その辺の理由、根

拠についてお示しいただけたらなと思い

ます。

　あわせて同じ５６ページにひとり親家

庭医療費助成費がございます。こちらは

ほぼ前年と横ばいになっているのかなと

いうふうに思いますが、これらのひとり

親家庭の援助ということでありますけど

も、今回、上下水道料金の減免制度、基

本料金の部分の半分が今まで減免されて

いた部分、ひとり親家庭についても対象

となっていましたが、その分が廃止とい

うことで、負担がふえます。これはひと

り親家庭と直接的ではないかもしれませ

んけども、こういう横ばいの医療費助成

の状況はどのように、医療費予算が横ば

いというふうに見ておられる点、対象者

が余り変わらないのか、その点について

お聞かせいただきたいのと、水道料金の

減免で負担増になっているひとり親家庭

について、どのぐらいの世帯が影響を受

けるのか、どのぐらいの世帯でどのぐら

いの負担がふえていくのか、その点につ

いて関連してお聞きしたいと思います。

　３つ目に就学援助金の制度ですが、予

算概要でいくと１１２ページから１１６
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ページまで、小学校・中学校費それぞれ

に扶助費、医療扶助、小学校であれば給

食の扶助等がございます。就学援助金の

制度につきましては、この間も何度もる

る議論をしてまいりました。摂津市の就

学援助金制度も、乳幼児等医療費助成制

度と同じように、摂津市独自でお金を入

れて頑張ってきた部分というのが非常に

あるということでは、私たちは大変評価

をしてきた制度です。もともと、法律に

基づいて行われている制度でありますが、

三位一体改革の中で国庫負担がばっさり

と廃止された後、いろんな自治体が国が

廃止した補助金の分、どんどんと切り下

げていった中で、摂津市は就学援助金と

いうのは子育て支援の大きな柱だという

ことで、独自に年間一億数千万の単費を

入れて守ってきた制度です。義務教育は

無償だという原則により近づけていくと

いう点でも非常に重要な制度であります。

　それが今回、いよいよ所得制限、認定

基準の引き下げを行っていこうというよ

うなことになってきまして、具体案が示

されてきました。

　当初の説明をいただいていた中では、

文教常任委員協議会でも資料をいただい

てご説明いただいておりましたが、４人

家族世帯で認定基準が３７３万８，００

０円から３１０万６，０００円と約６３

万円基準が引き下げられるということで

す。ですから、認定基準を引き下げると

いうことは、それだけ今まで受けておら

れた方が受けられなくなると。大体、５

００人ぐらいの影響が出るのではないか

というようなご説明もいただいてきまし

た。

　同時に、この就学援助金制度の見直し

については、子育て世代の低所得化が進

んできたということで、低所得化が進ん

だこととあわせて子育て世代の学校や教

育に係る負担が非常にふえてきたという

点で、低所得者に対する厚い援助をして

いくんだということで、扶助項目をふや

すというような見直しも加えられていま

して、生徒会費やＰＴＡ会費を追加する

ということでありました。認定基準を引

き下げて、就学援助金制度を受けられな

い子どもたちが出るということは摂津市

の負担が減るということで、ご説明では

２，３００万円から２，７００万円ほど

が市の負担が減るんだと。

　一方で低所得者への厚い扶助という点、

シフトの部分ですね。所得の比較的高い

所から引き続き受けられる方々へより扶

助費をふやしていこうという部分につい

ては約１，１００万円の負担増がふえま

すと。差し引きでいうと１，５００万円、

市の持ち出しが減るというようなご説明

をいただいてきました。

　こういった議論の到達の上で、今回、

この就学援助金制度の見直しが２年にか

けて見直しをすると、２段階に分けてや

るということが示されました。改めてこ

の２段階に分けるということで、今年度、

それから来年度、市の負担の増減の見通

しはどういうふうになるのか、お聞かせ

をいただきたいと思います。

　あわせて、扶助項目がふえている部分

について、市長の市政方針の中でも述べ

られていますが、低所得者への手厚い扶

助というのが大きな見直しの柱のように

思います。

　市政方針演説では、認定基準の引き下

げはほとんど一言もふれられずに、手厚

い扶助ということを強調されておりまし

たので、手厚い扶助についてどのぐらい

の扶助額がふえるのかということについ

てお聞きしておきたいと思います。

　就学援助金制度は、１回目はそのぐら

いにしておきます。
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　それから、予算概要の１０４ページ、

私立高等学校等奨学補助金支給事業につ

いて、これは、今までの貸付制度を返済

不要の給付型の制度ということで、制度

そのものについては異を唱えるものでは

ありません。給付型の制度というのは本

来、国のほうでも設けていくと公約が掲

げられていましたが、いまだ実現できて

いないという点は非常に残念なことであ

りますが、摂津市でこういった事業がこ

の４月からスタートするということであ

ります。

　一方で、この補助金制度をつくる上で、

今までの貸付金制度そのものは廃止になっ

てしまいました。

　まさに２月に私立高校はほぼ進学先が

決まり、もうすぐ公立の後期の試験が行

われて、ほぼ進路がこれから決まってい

くかと思いますが、この奨学補助金支給

制度について手続きをどのようにしてい

くのか、周知の問題ですね。

　それから、現役、既にもう高校に通っ

ている人たちは対象になるのかどうか。

　あわせて、今、予算組みされているの

が１６８万円だったでしょうか。当初の

ご説明をいただいていた中では約３５０

万円程度を財源として見ているというこ

とでありましたが、１６８万円というの

は大体何人ぐらいを目途にしているのか。

申請がふえて予算が上回るような状況に

なったときにもきちんと対応ができるの

かどうか、その点をお聞かせをいただき

たいと思います。

　扶助費、補助金関係については、この

４点を教えてください。

　続いて、次に保育所、幼稚園の関係で、

就学前児童への施策について、７つほど

聞きたいと思います。

　まず最初、保育所の今回定員増があり

ますね。第二とりかい保育園とせっつ保

育園がそれぞれ１０名ずつ定員がふえま

すと。さらに正雀愛育園で増築をして来

年度に向けての定員増というようなご説

明をいただいております。

　一方でこの間、摂津市でも待機児が急

速にふえてきていると。代表質問でも多

くの方が質問されて、その対策について

のご答弁もいただきましたが、改めて今

回の２園の定員増１０名とそれから現状

での待機児の状況、その定員増によって

待機児がどのぐらい解消できるのか。ま

た今後の待機児の多い阪急新駅、摂津市

駅近隣の待機児の多い地域での待機児の

解消、動向についてどう見ているのか。

それから、年度途中の保育を受けたいと

いう保育需要についてどのぐらい応えて

いくことができるのかという見通しをお

聞きしたいと思います。

　次に、べふこども園についてお聞きし

ます。

　今回初めて幼稚園と保育所という全く

異なった機能を持っている就学前の施設

が一つの敷地の中に入って一人の施設長

の園長さんの下で同じ空間に同じ時間を

子どもたちが共有していくということで、

摂津市としては非常に新しい取り組みだ

と思います。

　この間、幼保連携であったり、それか

らこども園の開設であったりと、現場の

先生たちを中心に準備をされてこられた

かと思いますが、４月から、もう間もな

く開園ですね、改めてべふこども園の特

色について、最初にお聞きしておきたい

と思います。

　続いて、保護者会について、お聞きし

ておきたいなと思うんですね。

　学校に行けばＰＴＡということで保護

者、それから学校の先生とが一体になっ

て子どもたちや学校の運営についていろ

んな立場で援助をしていったり、応援を
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していったり、考えたりというようなこ

とであると思うんですけども、とりわけ

就学前の保育所、幼稚園での保護者会に

ついて、園との関係はどういうものなの

か。教育委員会としてどういう位置づけ

で見ておられるのかについて聞いておき

たいなと思います。

　続いて、予算概要５４ページに地域子

育て支援運営事業があります。

　今回のつどいの広場が新しく新設され

る市立のべふこども園、それから今回定

員増となります、改装されて今度はとり

かいひがし保育園という名前になるんで

しょうか、第二とりかい保育園でつどい

の広場が新たにスタートすると。それか

ら、せっつ保育園も今までのつどいの広

場が回数がふえるという、週５回になる

んでしょうか、週４回ですか、拡大され

るというふうにお聞きをしております。

　今回、つどいの広場が新たに開設して

いく所がふえていっている中で、市全体

としてこういったつどいの広場の開催の

状況というのはどうなっていくのか。ま

た現状で行われているつどいの広場への

参加状況であるとか、それからつどいの

広場への期待であるとか、今回、つどい

の広場をふやすことによる効果というの

をどういうふうに考えておられるのかお

聞かせください。

　続いて、幼稚園管理運営事業で預かり

保育、こちらもつどいの広場と同じよう

に預かり保育についてもふえていくとい

うことでございます。

　せっつ幼稚園では、既に試行が終わっ

て週４日だったでしょうか、もう既に実

施されておるということなんですが、と

りかい幼稚園が今度、週４日にふやすん

でしょうか。それからべふこども園でも

この預かり保育を実施していくというこ

とで、公立の幼稚園ではすべて預かり保

育をこれから行っていくということであ

ります。

　この間の実施状況とそれから今回の拡

大されていく中での期待される効果、そ

れから預かり保育がふえることによるそ

の人件費であるとか、費用、予算がどの

ぐらいふえるのか、影響額についてお聞

かせください。

　続いて、幼稚園施設運営事業でエアコ

ンがとりかいとせっつ幼稚園に設置をさ

れるということであります。これも小学

校・中学校に続いて、昨今、猛暑が続い

ている中で子どもたちの熱中症対策であっ

たり、それから幼稚園であればお弁当の

問題であったり、ほんとに保育の環境を

整える点では、非常に評価できるものだ

というふうに思います。

　１点お聞きしておきたいのは予算概要

の幼稚園器具費が１，３６５万円がエア

コンに相当するものなのかなと思います

が、同時に事前に配られている主要事業

表では１，８６５万円とありまして、５

００万円の差がありますが、この点、私

の見方、見る技術的な問題なのか、そこ

を確認しておきたいと思います。

　同時に、今度のエアコンの設置につい

て、小学校でも中学校でもそうですけど

も、子どもたちがいる園で工事をどのよ

うにやっていくのか、準備をどうしてい

くのか工事の日程とそれから供用開始が

いつごろになるのか、その見込み、スケ

ジュールについてお聞かせください。

　保育、幼稚園、就学前の問題について

の最後ですが、これもこの間、議論され

てきましたが、就学前教育推進事業が予

算概要１２０ページにあります。

　平成２３年度に就学前教育の実践の手

引きをつくっていくと策定の予算が組ま

れておりまして、間もなくそれが完成す

るということでありますが、改めてこの
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手引きの内容、配付の時期、配布対象、

そしてこの手引きの位置づけ、あわせて

活用方法、どんなふうな活用をしていく

のか、どんなふうに考えているのか、こ

の点をお聞かせいただきたいと思います。

　続いて、子どもたちが豊かな環境で日々

の学習であったり、クラブ活動であった

り、生活を営んでいく中で、豊かな環境

のためには大事なことはもちろん施設の

ことも大事だと思うんですが、ある意味

やっぱり人員的な保障というのは非常に

重要なことだなというふうに思っていま

すので、その点についてお聞かせをいた

だきたいと思います。

　こちらも５つほどに分けておりますが、

１つは教育相談事業、概要１０６ページ

にあります教育指導嘱託員１名増員とい

うことですが、従来の活動状況とか、そ

れから今回１名増ということでどのよう

なことが期待されているのか、何を期待

しての１名増なのか、聞いておきたいと

思います。

　１０８ページにあります安心できる学

校の居場所づくり推進事業、これも新規

事業ですが、主要事業表を見ますと不登

校生徒などの実態把握を行う学校安心サ

ポーターを１０人配置するということで

あります。具体的な仕事の内容やどうい

う人、どんな団体に委託されるのか。こ

れは委託料になっておりますのでお聞き

したいと。

　同時に、これは継続的に実施可能な事

業なのかどうかということもお聞きして

おきたいと思います。

　それから１１０ページ、スクールソー

シャルワーカーについてです。スクール

ソーシャルワーカーも全国的にも非常に

進んだ配置の状況が進んでいると。先進

的にスクールソーシャルワーカーを配置

し、今や全中学校区ごとに配置して、先

生や子どもや地域とコーディネートしな

がら子どもを支援されているという活動

で、非常に大事なお仕事をされているな

と思っておりますが、現状の活動状況と、

それから今回、派遣回数をふやすという

ことでありますがその中身についてお聞

かせいただきたいと思います。

　それから１０６ページの部活動のこと

ですが、部活動の助成で今度新たにここ

にも１人入りますね。中学校の部活動の

問題については、これもやっぱり長年、

先輩たちも議論をされてこられましたし、

多くの保護者の方々からも中学校の部活

動、顧問の先生の担い手の問題であった

り、学校の規模の問題であったり、さま

ざまな問題で十分に子どもたちの思いや

保護者の思いに応えられてこなかったと

いう中で、今回、一歩踏み込んで中学部

活動の実態等を調査をするということで

１人配置されるということでありますが、

この中身についてどんな方がどのような

ことを行っていこうとしているのかにつ

いてをお聞かせください。

　主要事業一覧のほうに事業内容が説明

されているんですけども、部活動の実態

把握と部活動に指針作成のため、顧問経

験を有する教員ＯＢを（仮称）中学校部

活動振興相談員として教育政策課に配置

しますということでございます。中身は

こういうことなんでしょうけども、具体

的に部活動の指針の作成というのはどう

いったものを考えておられるのか、どの

ような活動をしていくのか、その点を教

えてください。

　人的保障の件でいきますと、次は教職

員の配置と勤務実態についてお聞かせい

ただきたいというふうに思います。

　昨今、先生、学校現場、教職員の多忙

化の問題、それから講師不足の問題、そ

れから正規職員さんとは別の１年ごとに
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交代する講師の方、定数を講師の方で補

うという定数内講師という言い方でした

ですかね、そういった問題というのが盛

んに新聞でも報道されています。正規採

用の教員を抑制してきたことによって退

職される教員さんの穴を全部埋めきれず

に講師で、もともとのスタートは先生も

非正規雇用でいつでもクビにできるよう

に安上がりでやっていこうというような

考え、思想が非常に感じると私は思って

いるんですけども、そういう方向で講師

の方を定数の中に入れて現在、大阪では

運用されているということでありますが、

その影響によって病欠であったり、産休

であったり、先生がお休みなられたとき

の欠員のための非常勤の講師の方が非常

に不足していて埋まらないと、欠員が埋

まらないというような状況がこの間、摂

津でも起きてきました。昨年も、４月も

当初、授業に穴があいてしまうというよ

うな状況もありました。今回、現状、現

段階で欠員補充の目途というのはついて

いるのかどうか、お聞かせいただきたい

と思います。

　それから、大阪府の正規教職員の採用

試験を受かった方の中から、とりわけ今

回は辞退された方が１２．６％もいらっ

しゃったということで、もともと退職者

を補うほどの採用をしていないのに辞退

者もふえたということでますます正規の

教職員の数が減っていって、講師の方々

に頼らなければいけないような状況が生

まれてきていますが、摂津市の学校の現

場で退職者の方とそれから新規採用の方

の数というのはマッチできるのかどうか、

そこを聞かせていただきたいと。

　同時に定数内講師の方々は、大体どの

ぐらいになるのかについて、お聞かせを

いただけたらと思います。

　次に、施設の問題について３点伺いま

す。

　これも耐震補強であったり、それから、

経年劣化が進んできた学校施設、教育施

設、または社会教育施設含めてですけど

も劣化対策の問題。それから、日常的な

維持管理の問題。これら３点なんですけ

ども、１つは耐震の問題ですが、今年度

は平成２３年度の補正予算で二中の体育

館が組まれて、繰越しで平成２４年度に

工事がされるということですね。同時に

実施設計が幾つかの学校で行われていく

ということで、少なくとも５年の間に小

中学校、幼稚園、保育園あわせてでしょ

うか、耐震化率１００％という目標を立

てておられるということで、一日も早い

そういう耐震化を望むところですが、今

年度の二中の体育館が耐震工事をされま

すと、残る耐震化が済んでいない所につ

いては１０校、２２棟の施設になるのか

なというふうに思います。２０１２年に

ついて実施設計を行った後、２０１３年

度から工事をやっていくということです

が、２０１３年、２０１４年、２０１５

年といきますと、３年間の中で２２棟と

いうと単純計算で割ると１年で約７棟の

工事をやっていくというようなことにな

ると思いますが、その点の見通し、それ

から、どこをどういう順番でやっていく

のかという計画がもう既に立っているの

かどうか、お聞かせをいただきたいとい

うことです。

　それから劣化対策でも、補正予算で小

学校・中学校で３，９００万円の修繕料

が組まれ、鳥飼北小学校については大規

模改修で７，０００万円ほどの予算が組

まれて平成２４年度に進められていくと

いうことでありますが、先般の教育施設

の緊急点検で協議会で示された資料から

見ますと小学校・中学校の建物が６６棟

の中で４８棟がＤランクと。一刻も早く
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ということで、修繕が必要だとされてい

るものがたくさんあります。それをどう

対応していくのかということについては

この間、何度もご説明をいただいており

ますが、改めて耐震補強工事と一緒にや

れる部分、それからその耐震補強や大規

模改修までの間のその緊急対策、この３，

９００万円でＤランクの部分については

どのぐらい補っていくことが可能なのか

どうか、見通しはどうなのか、さらに大

規模改修や耐震補強と一緒に行う外壁の

塗りかえというような抜本的な対策に至

るまでの修繕料として３，９００万円と

いう約４，０００万円弱という今回の補

正のお金以外にどのぐらいまだ必要になっ

てくると考えているのか、お聞かせいた

だきたいと思います。

　それから維持管理体制につきましては、

これも施設管理者が一義的には日常的に

点検をしていくんだということでござい

ました。

　私は、図書館のまぐさが落ちた後に緊

急に教育委員会の皆さんが各学校施設に

目視で点検しなさいと言って指示を出さ

れましたけども、目視の点検した後に小

学校・中学校でまた落ちているというこ

とからいって、目の届かない場所のチェッ

クであるとか、目視だけで日常、学校の

運営で忙しい施設管理者の方々がどのぐ

らいチェックできるのかなということで

非常に不安を感じているわけですが、そ

れでも市の体制が人がいないということ

で体制が取れないということで、建築課

による施設管理の手引き、ガイドライン

というのが示されてチェックをしていく

という学習会が２月の初めだったでしょ

うか実施されたというふうに聞いており

ます。実際問題、その学習会を受けてほ

んとに管理が可能になっていくのか、そ

の点のお考えをお聞かせいただきたいの

と、この１年の中で修繕料が組まれてい

ますがどのように活用していくのか、そ

れをきちんと一元的に教育施設として一

元的に学校長や学校管理者任せにしない

で教育委員会が一元的にきちんと管理を

していくということが必要だと思います

が、そういった体制は取れるのかどうか、

お聞かせいただきたいと思います。

　次に、給食に移ります。

　給食については、３つの項目で聞きた

いと思いますが、１つ目は学校給食の中

で子どもたちの中にアレルギーの疾患を

抱えている方がどんどんふえているとい

うふうに聞いています。そういったアレ

ルギーを持っているお子さんに対応した

給食がどのように今、実施されているの

か。また、こども園が今度開園されます

から、今まで給食のなかった幼稚園の子

が、べふ幼稚園の子たちが今度給食を食

べることになってきます。より小さな子

どもたちが新たに給食に関わるような形

になってくると思うんですけども、保育

園やこども園、それから小学校の給食の

アレルギー、除去食であったり代替食で

あったり、その対応について今の現状と

今年度の対応について聞かせていただき

たいと思います。

　それから、器具ではスチームコンベク

ションオーブンが新たに数校で設置され

ることになりましたが、このオーブンに

ついての既に何校かに設置されてきたと

思いますが、未設置校がまだ残っている

のかどうか、今後の考え方についてお聞

かせをいただきたいと思います。

　３つ目は、これは中学校給食のことで

す。これも代表質問等で何度かご質問さ

せていただきました。

　いよいよ大阪府のほうが、この中学校

給食に対しての補助を採択をしていくと

いう上で、今年度末に一定の実施計画を
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示した上で進めていくということになっ

ております。

　この間、検討されてきたということで

ありますが、なかなかその検討の中身が

見えません。考えられるのは自校直営、

それから直営だけども親子で小学校・中

学校近隣の中で１か所でつくる、または

直営で給食センターでやるとか民間委託

で給食センターでやってもらう、もしく

は民間から弁当を運んでもらう。全員に

給食を配るのかそれとも選択制にするの

か。たくさん選択項目はあるかと思いま

す。もちろん学校給食は学校教育の中で

も教育の一環として位置づけられている

ものでありますし、学習指導要領の中で

も実施努力義務と位置づけられているも

のであります。とりわけ大阪というのは

実施率が非常に全国的にも低いという問

題もあります。ですから、きちんとした

教育の観点からの中学校給食の実施に向

けた検討というのが当然行われるべきだ

と思いますし、そこには現場の方々や保

護者の声、どんなものをつくっていくの

か、積み上げていくのかということがそ

ういった段階を取る必要があると思いま

すが、現段階で中学校給食の検討の到達、

それからどんな検討をして、どんなとこ

ろまできて３月末には大阪府にこういう

実施計画を出しますよと。その後、いろ

いろまたそれを元に皆とどんな形で積み

上げていって、どのような時期で何をし

ていくのかというロードマップというも

のを示していただけたらと思います。

　続いて、学力テストについて聞きます。

　予算概要には学力定着度調査が載って

いるわけですけども、ことしの学力テス

ト、去年は全国の学力テストは行われず

に大阪府の学力テストに参加しました。

そして定着度テストは中３と小６以外の

もう少し低学年の子たちを、２年生でし

たかね、対象にしたテストを行われたと

いうことですけども、ことしはどうなの

か、ことしの学力テスト、統一テストで

すけども参加の状況、実施の状況、それ

から結果の活用をどうしていくのか、こ

れまでの経過とあわせてこの学力テスト

でやった、やって出てきた結果をどう生

かしていくのか、あわせてその留意点に

ついてお聞きしておきたいと思います。

　次に、これも、もう既に多くの議員が

代表質問等でも質問されておりますが、

中学校課程においての武道の必修化がい

よいよ目前に迫ってきておりますが、摂

津の状況について、何度もご答弁いただ

いている部分かもしれませんが、改めて

お聞かせいただきたいと思います。

　次に、これはいよいよ卒業式も間近に

なってきました。４月には入学式がござ

います。これも何度も見解を述べさせて

いただいておりますが、入学式、卒業式

の国旗・国歌の問題であります。

　入学式、卒業式での会場内の国旗掲揚・

国歌斉唱についての今年度どう考えてい

るのか。また、それを実施するに当たっ

ての根拠とその意義についてお聞きして

おきたいと思います。

　それから、図書館に関わってですけど

も、昨年４月から市民図書館と鳥飼図書

センターが指定管理者の運営となりまし

た。指定管理者に対するチェックをしっ

かりとやっていくということでご答弁も

いただいていて、利用者目線、それから

行政側の目線とあわせて第三者機関での

チェックを事業評価をしっかり行った上

で公表していくというようなことであり

ますが、この間、市民図書館等協議会が、

何度か、３回ほどもう、既に実施されて

きているんでしょうか。その中には、８

月には平成２３年度の事業計画が示され

て、それについての意見を論議されたと
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思います。その後の協議会では、利用者

のアンケートをとられた結果についてで

あるとか、それから事業評価についてだ

とか、それぞれの議案で議論をされてき

たかと思いますけども、その中身につい

てお聞かせいただきたい。

　また、きちんとした報告というのは大

体いつに、どのぐらいになるのか。

　同時に、そういった中身を経て、今、

平成２４年度の予算審査ですので、平成

２４年度について、図書館において事業

をどのような展開をしていくのか、新た

な展開があるのかどうか、お聞きしてお

きたいと思います。

　それから、公民館のことでございます

が、先ほどの劣化、維持管理のこととあ

わせて公民館についても聞いておきたい

と思います。

　今回、耐震診断で３つの公民館で診断

が行われます。建て替え問題も出てきて

いる別府でも耐震診断を行っていくとい

うことですが、その辺の長期的な考え方

とあわせてですね、しかし、いつ地震が

起きるかわからないという点でいえば耐

震というのは大事な問題であります。同

時に、しかし長期的な問題としてどうお

考えなのか、お聞かせをいただきたい。

　それから、毎年、春と秋でそれぞれの

公民館で登録のクラブの方々や地域の方々

が寄って、まさにほんと地域のお祭りと

いう点で発展してきている公民館まつり

についてもお聞きしたいと思うんですが、

予算を見ますと、これは毎年なんでしょ

うけども２３万円の予算が組まれていま

す。公民館まつりを見ますと、実施主体

そのものが登録クラブの方々、主体的な

運営ということではありますが、いろい

ろな器具であるとか、いろいろな材料で

あるとか、運営する上ではやっぱりさま

ざまな費用がかかってくると。公民館と

いうのはやっぱり社会教育の大事な拠点

でもありますし、市としてもこういった

地域での協働による社会教育を発展させ

ていこうと。まさに今度、市民活動、公

益活動に対しての指針までつくられてい

くという中で、先行して成功させてきて

いる公民館まつりに対しての財政的な援

助という部分についてどうお考えなのか。

２３万円というのが、これは消耗品費と

いうことなんですけども、その点どうな

のか聞かせていただきたいと思います。

　最後ですが、文化財についてです。

　第６集会所につきましては既に何度も

お聞きしておりますので、旧教育研究所

のほうの活用について、今年度どうなの

か。明和池遺跡から出土された遺物・埋

蔵品、それから古くから摂津の地域で活

躍していた民具などなどを保管したり展

示したりするような所に使うというよう

なご説明もいただいていたわけですが、

今年度、旧教育研究所につきましては、

五中校区の地域福祉拠点としても整備さ

れていくということであります。展示資

料という関係と地域福祉拠点という、こ

のすみ分けというのはどういうふうにな

るのか、その辺のお考えについてお聞き

しておきたいと思います。

　多岐にわたりましたが、よろしくお願

いいたします。

○森西正委員長　それでは答弁を求めま

す。

　大橋課長。

○大橋子育て支援課長　安藤委員のご質

問の中で子育て支援課に係わります部分

について順次ご答弁申し上げます。

　まず、乳幼児医療でございますが、約

１，６００万円の予算増の理由というこ

とでございますが、乳幼児医療につきま

しては平成２１年度決算が１億３，８０

０万円、平成２２年度決算が１億５，２
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００万円、平成２３年度予算が１億４，

２００万円で平成２３年度につきまして

はこの予算の範囲内でおさまるというふ

うに見ております。

　したがいまして、この平成２２年度、

急に増加になったわけなんですけれども、

この部分をやはり見る必要がございます。

扶助費、特に医療費の推計については非

常に難しい部分がございますので、この

平成２２年度の決算額をもとに若干余裕

を持った数字ということで１億５，８０

０万円ということで予算を組まさせてい

ただいております。

　次にひとり親医療についてでございま

すが、こちらの予算は横ばいということ

なんですけども、こちらのほうは児童扶

養手当の対象となられる方というのは年々

増加の傾向にはございます。ただ、平成

２１年度決算、平成２２年度決算と、こ

のひとり親家庭の医療費助成の部分につ

きましては扶助額が横ばい。平成２３年

度予算についても平成２２年度決算から

２００万円ほどの増でこの範囲内で決算

ができるものというふうに考えておりま

すので、平成２３年度と同額程度を見込

んでいるということでございます。

　次に就学援助制度でございますが、以

前からも答弁させていただいておりまし

て、今、安藤委員からもご質問の中で趣

旨をいただきましたが、おっしゃってい

ただいているとおり、現下の社会経済情

勢を踏まえて、より低所得の方へ配慮し

た形で見直しをさせていただきたいとい

うことでございます。２か年をかけて２

段階でということになった部分につきま

しては、見直しの議論の中で議員の皆さ

んからご意見をいただいたり、市民団体

の方との懇談等、そのような中での意見

を踏まえまして、少しでも影響を和らげ

ると、激変緩和的な考え方の下で２段階

という設定をさせていただいております。

　この手厚い部分の新たな扶助金額なん

ですけれども、これは以前にも答弁させ

ていただいたかと思いますが、国の補助

単価、これを基準にしておりまして、小

学校は生徒会費の徴収がございませんの

でＰＴＡ会費のみ年額で３，２９０円、

中学校のほうは生徒会費が年額５，３０

０円、ＰＴＡが４，０７０円と、この額

を新たに補助させていただくと。激変緩

和の部分につきましては、平成２４年度

当初はこのそれぞれ半額を負担をさせて

いただいて、平成２５年度から満額の負

担ということで考えております。これら

に伴います市の影響額ということでござ

いますが、これも安藤委員のご質問の中

でございましたが、削減効果額、これに

つきましても、平成２２年度決算が前年

を大幅に上回った推移ということになり

ましたので、少し推計が難しかった部分

はあるんですけれども、おおむね２，３

００万円から２，７００万円の削減効果

でプラス部分が１，１００万円程度で１，

５００万円程度の削減効果額というふう

に全体で見ておりまして、激変緩和の初

年度の平成２４年度につきましてはこれ

のおおむね半分、ひょっとしたら半分い

かない、半分いかないというのは認定基

準額が３４７万円ほどを想定させていた

だいておるんですけども、昨今の低所得

化によってその影響を受けられる方がひょっ

とすると少ない、半分よりも少なくなる

というふうには考えております。

　次に、新しい制度の奨学補助金でござ

いますが、手続き関連周知の状況でござ

いますが、平成２３年９月に旧の貸付型

の奨学金の廃止とともに新たな制度の創

設の案内ということで、全生徒、中学生

の全生徒さんの保護者を対象に周知をさ

せていただきました。その後、新たな制

－19－



度の内容が固まってきましたので、平成

２４年になりまして、現在中学３年生の

全生徒さんすべてに募集の案内をさせて

いただいて、また最終、卒業式の前に、

きょう、明日でまた最終の案内をさせて

いただくということで考えております。

　既に高校に通っておられる方という部

分につきましては、旧来型の貸付型の奨

学補助金を引き続き支給をさせていただ

くということになりますので、併用はで

きないということで考えております。

　金額なんですけども、当初、３５０万

円という予算額というお話なんですけれ

ども、今年度予算１６８万円計上させて

いただいておりますが、これについては

３，５００円が１２月の４０人で１６８

万円。これは、新高校１年生の方のみと

いうことでございます。単純に３年たっ

たらこの１６８万円の３倍という考え方

もできるんですけれども、この推計とい

うか、どれぐらいの方が応募されるか、

対象になられるかということが推計する

のが難しい部分がありますので、ことし

は少し余裕を持った形で計上させていた

だいているということでご理解をいただ

きたいと思います。

　次に保育園の関係の定員と待機のご質

問でございますが、定員につきましては

今年度、せっつ保育園、第２とりかい保

育園で各１０名、２０名増ということで

対応させていただく予定にしております。

それと年度内に勝久寺保育園とも状況に

よっては１０名程度増ということのお話

をさせていただいておるところでござい

ます。また、正雀愛育園につきましては

今年度、工事の補助の予算を計上させて

いただいておりますが、平成２５年度か

らは２０名程度の増ということで対応さ

せていただく予定にはなっております。

この定員増の部分につきましては、平成

１７年度以降、平成２４年度で２６０名

の定員増を実施してきておりますが、な

おやはり待機の状況については減るどこ

ろか増加の傾向にあるということでござ

います。この状況については摂津市だけ

の状況ということではございません。府

内各市、北摂でも同じような状況にある

わけなんですけれども、やはりこの待機

児童の解消については早期に何らかの対

策を打つ必要があるということで考えて

おりますので、この特に摂津市駅を中心

とした圏域につきましては、代表質問で

も議員からご提案いただいておったよう

なこともございますし、それ以外にもあ

らゆる対応策を検討してまいりたいとい

うふうには考えております。ただ、今後

の児童数推計等を踏まえますと新たに新

設というのは非常に難しいというふうに

考えておりますので、現在の法人等の協

力を得ながら分園であったりということ

になるのかなというふうには思っており

ます。

○森西正委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　こども教育課に

係わります数点につきましてご答弁申し

上げます。

　まず１点目、べふこども園の特色でご

ざいますけれども、べふこども園はべふ

幼稚園と別府保育所が互いに連携し合い

まして、就学前の子どもに対する教育と

保育を一体的に実施するとともに、地域

の子育て家庭を支援する環境を充実させ

る、こういったことを目的に４月に開園

いたします。

　新たに、別府保育所では施設の関係上、

実施できておりませんでしたゼロ歳児保

育を実施することや、幼稚園児に対しま

しては給食の提供。また、幼稚園教育終

了後の２時から４時の間、預かり保育を

実施していきたいと思っております。ま
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た、地域の就学前の子どもと保護者の方

を対象につどいの広場も開催いたしたい

と考えております。

　幼稚園、保育所を一体的に運営します

こういったメリットを生かしまして、幼

稚園児が在籍します主に午前９時から２

時までの間については必要に応じた合同

保育も実施してまいりたいと考えており

ます。

　次に保育所、幼稚園の保護者会のあり

方、活動の内容、また園との関わりでご

ざいますけれども、幼稚園、保育所、そ

れぞれ保護者会を結成されて活動してい

ただいております。別府保育所、べふ幼

稚園においてもそれぞれの保護者会を結

成していただく中で、例えば保育所側で

あれば子どもたちに夕涼み会であったり

卒園記念品をプレゼントしていただいた

りしております。べふ幼稚園のほうでは

バザーをされたり、夏祭りをされたり、

そういったことを主催行事として取り組

んでいただいております。また、幼稚園

のほうでは協力行事ということで幼稚園

の運動会なんかにもスタッフの一員とし

て加わっていただくこともしていただい

ております。

　常日頃から、園長、所長を中心ではご

ざいますけれども、それぞれの行事や園

の行事、保育所の行事、こういったもの

に子どもたちにとってどのようなものが

いいのか、また行事のあり方については

どういったものがいいのか、進行の仕方

についてもどういった形がいいのか、連

携を密にしながら園と保護者会と取り組

んでおるところでございます。

　次に地域子育て支援拠点、つどいの広

場でございますけれども、乳幼児を持つ

親御さんとその子どもさんが気軽に身近

な所へ集っていただいて、またうちとけ

た雰囲気の中で話をしていただいたり交

流を図っていただく、そういった場とし

てつどいの広場を平成２３年度は市内６

か所で実施をしております。平成２４年

度は、べふこども園、またとりかいひが

し保育園で新たに実施いたします。また、

せっつ保育園での開催日数を週３日から

５日間に拡充いたします。そういったこ

とによりまして、市内で合計８か所の実

施となります。民間が６か所、公立が２

か所となります。

　参加状況につきましては、各園ともそ

れぞれさまざまな講座、親子教室とか子

育て相談等といろいろなメニューを組ん

でいただいて、子どもさんたち、親御さ

んのよりどころとなる場所として開催し

ていただいておりますので、若干前後は

ありますけれども１回当たり１５名から

２０名程度の参加があると聞いておりま

す。

　今後も、身近な地域での子育て支援拠

点、また子育てをバックアップするといっ

た観点からも次世代育成計画にも掲げて

おりますように小学校区単位での整備が

進むように、私どもも取り組んでまいり

たいと考えております。

　次に幼稚園での預かり保育でございま

すけれども、預かり保育については家庭

的な雰囲気の中で先生や友達と楽しく遊

んだり好きな遊びを見つける、また幼稚

園の教育課程内の保育の続きを楽しむ、

こういったことを目的に全国的に取り組

まれておる事業でございます。

　私ども、せっつ幼稚園、とりかい幼稚

園におきましても毎月ごとにねらいであっ

たりテーマを決めて、４歳児、５歳児合

同で一緒に楽しく預かり保育を実施して

おるところでございます。平成２２年度

は、せっつ幼稚園で実施しております。

平成２３年度はせっつ幼稚園と、とりか

い幼稚園で実施し、平成２４年度からは
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べふこども園が加わりまして市内３園全

園での預かり保育を実施することとなり

ます。

　預かり保育の開催に当たっての体制で

ございますけれども、それぞれの園には

臨時職員１名を雇用いたしまして、その

１名プラス各園の職員が互いに輪番で入

りまして複数体制で対応をしておるとこ

ろでございます。

　最後に就学前教育実践の手引きでござ

いますけれども、手引きにつきましては

公私立の保育園、幼稚園の代表、また小

学校の代表、学識経験者、保護者をメン

バーといたします就学前教育実践の手引

き策定懇談会において策定をいたしまし

た。素案につきましては、公立の幼稚園、

保育所、小学校の先生で構成します就学

前教育推進検討委員会の中で素案を作成

し策定懇談会に諮っております。そういっ

た中で摂津市内の保育・教育関係者が就

学前教育の充実と就学前教育から義務教

育への円滑な接続を図るための指針とし

て活用してまいりたいと考えております。

配付につきましては、完成後、すみやか

に市内の公私立の保育所、幼稚園、また

は小学校の関係者に配布し、活用してま

いりたいと考えております。手引きには

年齢ごとの子どもの発達の姿や、保育や

教育内容、こういったものを記載するほ

か、ゼロ歳から小学校１年生までの子ど

もの育ちとそれに関わります大人の関わ

りを確認する。また、年齢に応じた具体

的な実践例、こういったものも盛り込み

まして、就学前教育から義務教育へスムー

ズな接続ができるような内容としておる

ところでございます。

○森西正委員長　大橋課長。

○大橋子育て支援課長　申しわけござい

ません。

　１点、答弁漏れがございましたので、

答弁させていただきます。

　ひとり親医療のところの水道減免の影

響の人数等のご質問でございますが、平

成２２年度の３月末で７５３世帯、５２

９万円ということになっております。

○森西正委員長　北橋課長。

○北橋児童相談課長　教育指導嘱託員の

１名の増員についてご説明申し上げます。

　教育指導嘱託員は現在、小学校に配置

をしておりますスクールカウンセラー、

教育センター連携支援係の臨床心理士、

適応指導教室指導担当者として活用をい

たしております。

　平成２４年度増員をお願いするのは、

適応指導教室の担当者でございます。現

在、市費の教育指導嘱託員と府費の非常

勤講師の２名がこの業務を担当しており

ますが、府費非常勤講師は３月末をもち

まして任期終了のため退職となります。

そのため、市費教育指導嘱託員を１名増

員していただくものでございます。

　適応指導教室の活動につきましては、

不登校児童生徒の状況に応じて多様な支

援プログラムで対応するなど、またソー

シャルスキルトレーニングなどを実施し、

不登校児童生徒の抱えるコミュニケーショ

ンの課題などにも今後、対応してまいり

ます。

　また、適応指導教室への児童生徒の通

室につきましては、本人やその保護者の

希望を尊重してできるだけ柔軟に受け入

れをしていけるよう、この教育指導嘱託

員が学校とそれから保護者とのさまざま

なケース会議等を通しまして児童生徒た

ちの受け入れをさらに広げていくよう考

えております。

　続きまして、スクールソーシャルワー

カーの回数の増につきましてご説明を申

し上げます。

　スクールソーシャルワーカーは教育・
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福祉の視点を生かして、子どもの課題の

原因を見立て、ケース会議等を通して学

校の教職員の役割をコーディネートして

チームで対応するための支援を学校組織

に働きかける役割をしております。

　今回、回数の増をお願いいたしますの

は、まずスクールソーシャルワーカーに

はチーフスクールソーシャルワーカーと

いう役割をする者を１名配置しておりま

す。その活動の回数を今年度は、市費で

配置しております４名の年間３５回分の

中から持ち出しをして活動をお願いして

おりました。となりますと、ＳＳＷの回

数が１回減ってくるわけです。それにつ

きまして、学校としては１日でも多く派

遣してほしいというふうに希望されまし

ても、そのチーフＳＳＷの派遣のために

回数を減らさざる得なかったところがご

ざいます。チーフＳＳＷはこのＳＳＷへ

のスーパーヴァイズや教職員研修の講師

などを務めておりまして、非常に重要な

役割をしております。

　また、府費スクールソーシャルワーカー

を１名配置しておりますが、この府費ス

クールソーシャルワーカーは５月より派

遣されるということで、学校にとりまし

ては、４月の新学期、一番大事なときに

派遣されないという現状がございます。

そのため、この４月の派遣を市より支出

していただきたいということで、回数で

ご説明いたしますと、まずチーフスクー

ルソーシャルワーカーが年間１５回、そ

れから市費スクールソーシャルワーカー

が４名おりますが各３５回、それから府

費スクールソーシャルワーカーが４月分

の４回を市より予算化していただくこと

をお願いしているものでございます。

○森西正委員長　若狭課長。

○若狭教育政策課長　１点目、安心でき

る居場所づくり推進事業について、その

内容についてご答弁いたします。

　まず本事業でございますが、本事業は

大阪府の緊急雇用創出基金事業補助金、

これを利用するものでございます。特に、

震災等緊急雇用対応事業のジャンルになっ

ております。本事業の趣旨から民間派遣

企業に業務委託し、派遣される者の研修

もあわせて行うものでございます。

　事業内容でございますが、学校安心サ

ポーターを小中学校、それぞれ５校に配

置いたしまして、不登校児童・生徒など

の実態把握を行いまして児童生徒にとっ

て安心できる居場所を学校につくるため

の取り組みを行います。

　具体的な活動内容でございますが、小

学校では特に行き渋り児童の登校支援。

これは既に事業展開しております家庭教

育相談員の未配置校５校に配置すること

で、家庭教育相談員の事業を補完するも

のと考えております。特に押し出しの弱

いご家庭の保護者への支援、話し相手、

これを中心に考えております。

　中学校に配置いたしますサポーターは、

登校してきてます生徒のうち、特に教室

に入れない、授業についていけない、集

団での結びつきをつくれない、そういっ

た生徒の話し相手、これを中心に考えて

おります。

　また、小中学校を通してそうでござい

ますが、教員とは違った立場で保護者へ

の支援、あるいは子どもたちへの話し相

手、こういった活動が中心になってくる

と考えております。

　同時に本事業の特性から、１年間の実

施という限定ではございますが、その事

業の中で後の再就職になるそういった力、

子どもたちの支援、そういったものを中

心にした研修を重ねてまいりたいと考え

ております。

　２点目、中学校部活動の振興相談員の
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配置についてご答弁いたします。

　以前よりご指摘ございますが、中学校

の部活動につきましては、生徒数の減少

に伴う学校の小規模化等によりまして、

必ずしも現在の部活動の編成・運営が生

徒や保護者の期待、ニーズに沿ったもの

でない状況は把握しております。

　また、同時に経験のない種目を担当す

ることで、部活動の指導そのものについ

て悩みを抱えている教員が少なくない状

況もございます。

　そうした課題を解決するために学校教

育活動の重要な柱の一つとして学校の努

力で運営してきました部活動、このあり

方について改めて考えて振興を図る中学

校部活動振興相談員、教育指導嘱託員を

委嘱することで配置したいと思っており

ます。

　活動内容でございますが、中学校を実

際に巡回訪問をいたす、あるいは保護者

や小学生の意識調査を行う、直接、顧問

の教諭からの聞き取りを行う、そういっ

たことでの各校の部活動の活動実態及び

課題を把握したいと考えております。

　これは仮称でございますが、そうした

ものをまとめながら部活動懇談会あるい

は検討会、これを定期的に開催いたしま

して本市全体の部活動の方向性、改廃の

ルール、あるいは合同や拠点校の部活動

運営への指針的なものを作成できるよう

努めたいと考えております。

　最後、３点目、学力調査については３

点、ご質問がございましたので、３点に

ついて回答いたします。

　１点目、来年度、２４年度の参加につ

いてでございますが、全国学力・学習状

況調査については４月１７日に実施され

ますが、これは抽出校による参加が決定

しております。本市も抽出校が参加いた

します。

　大阪府学力・学習状況調査につきまし

ては、今年度中に一部、実施要領が改定

されました関係で、最終参加決定はまだ

いたしておりません。期限まで検討を続

けてまいるところでございます。ただ、

今年度、実施しました実施要領同様、小

学校６年生、中学３年生対象の悉皆調査

であることと、それから学校別の結果一

覧表は公表しないという点については変

わっておりませんので、この点について

は意義を認め参加する方向で考えており

ますが、一部改定されました児童生徒へ

の個票の記載事項については、引き続き

その内容の改良についての提案を続けて

まいるところでございます。ぎりぎりま

で参加については検討をしているところ

でございます。

　それから、本市の摂津市シュアスター

ト確認調査でございますが、これは５月

下旬を予定しております。対象は小学校

２年生。教科は国語、算数で、義務教育

スタート時点、小学校１年生の学習内容

が定着しているかどうかの確認調査でご

ざいます。

　ご質問の２点目、結果をどう生かすか。

三つの学力調査とも目的にうたっており

ますが、目的のとおり結果を生かしたい

なと考えております。１点目は、児童生

徒がみずからの課題を知ることで主体的

に学ぶ意欲を高めるということでござい

ます。子どもたちが自身の結果を見つめ

ることで何を学ぶか、何が足りないか、

それをしっかり把握して、より主体的に

学ぶ姿勢をつくるということでございま

す。２点目が学校の指導改善に生かすと

いうことでございます。授業の形態、進

め方といった授業改善、このために行い

ます。３点目が、教育委員会の施策に生

かすといったところでございます。

　三つの学力調査とも結果をこのように
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生かしたいと考えております。

　３点目、留意点でございますが、２３

年度に実施いたしました大阪府学力・学

習状況調査、この結果につきましても課

題を市民、保護者と共有するために市全

体の結果については公表してまいりまし

た。ただ、点数がひとり歩きするであり

ますとか、学校間あるいは市町村ごとの

結果がそのままランクづけになる、そう

いった過度な競争になることは望んでお

りません。このようなことに結びつかな

いような留意が必要だと考えております。

ましてや、学校別の平均点、これの一覧

表の公表などは教育的意義はないものだ

と考えておりますので、こういったもの

によって子どもたちの誤った優越感や劣

等感、こうしたものが生じるのではない

かなと考えておりますので、十分、留意

したいと考えております。

○森西正委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、総務課に係

りますご質問について、お答えさせてい

ただきます。

　まず、幼稚園のエアコンの設置でござ

いますけれども、委員ご指摘のとおり、

備品購入費といたしまして１，３６５万

円、それとせっつ幼稚園につきましては

台数の関係上、受変電設備、キュービク

ルの増設が必要になるかもわからないと

いうことでの業者から指摘をいただいて

おりましたので、その分、修繕料で５０

０万円、上乗せをさせていただいたもの

でございます。空調機につきましては、

当初、実施設計、工事監理、また工事請

負費ということで予算を要求させていた

だいたところでございますけれども、幼

稚園につきましてはせっつ幼稚園も二階

建てということもございまして、また市

内の業者等で工事ができないかというこ

とで検討した結果、市内での電気店等で

も設置はできるという結果を踏まえまし

て、再度、見積もりを徴しまして１，３

６５万円に抑えさせていただいたところ

でございます。

　続きまして、施設の耐震等と学校の劣

化の対応、また日常点検等々のご質問で

ございますけれども、耐震工事につきま

しては、今現在、２３年度末で残ってお

りますのが１０校、２２棟でございます。

これを平成２７年度までに終了するよう

計画を進めておるところでございます。

　先ほどもご質問の中にございました、

２４年度につきましては第二中学校の体

育館、２５年度につきましては２４年度

に実施設計をいたします別府小学校の体

育館と味生小学校の校舎２棟、それと鳥

飼西小学校の校舎１棟、千里丘小学校の

校舎２棟、第二中学校の校舎３棟、合計

５校の９棟を予定では工事を進めていき

たいということでございます。

　あと、２６、２７年度ということでの

予定でございますけれども、まだはっき

りとした計画を述べることができません

けども、予定といたしましては２６年度

に４校、７棟、２７年度には３校、５棟

を進めていきたいというふうに考えてお

るところでございます。

　それと劣化の状況ということでの６６

棟中４８棟のＤランクをどのように対応

していくかということでございますけれ

ども、今まで２４年に入りまして既に着

手させていただいた所は、第二中学校、

別府小学校、味生小学校、鳥飼小学校、

そして今後、３月末まで千里丘小学校と

鳥飼西小学校のほうを緊急対応してまい

りたいと考えております。それで、小中

学校３，９００万円でどのぐらいのもの

なのかということでございますけど、こ

の辺もその都度の見積もり、また学校の

形状等によりまして足場が必要なところ、
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そうでないところ、いろいろございます。

見積もり等をあわせまして進めていく関

係上、どれだけのボリュームができるか

というのがちょっとつかみ切れないとこ

ろがございますので、ご了承願いたいと

思います。

　また、補正以外でどのぐらい必要かと

いうことでございますけれども、これも

平成２４年度中に進めていきます修繕に

おいて、万が一、足らないということに

なればまた予備費を充当させていただく、

また年度の途中での補正予算をお願いす

るということになろうかと思いますので、

ご理解をいただきたいと思います。

　続きまして、学校給食のアレルギーの

対応でございます。現在、小学校のほう

で食物アレルギーを持つ子どもさんにつ

きましては、できるだけみんなと同じ食

事ができるようにということから、お医

者さんのほうから診断書を提出いただき

まして保護者と学校、そして教育委員会、

また調理員と協議をいたしまして、調理

工程の中で可能な限り除去できるものは

除去し、また除去できない献立につきま

しては保護者の方々にそれにかわる物を

代替食として、いわゆるお弁当というこ

とになってしまいますけれども、ご持参

していただいてるということでございま

す。

　それと、保育所とべふこども園での給

食でのアレルギーの対応でございますけ

れども、保育所につきましても同様に保

護者の方々から医師からいただいており

ます指示書をもとに所長、担任、調理員

等が協議をいたしまして、アレルギーと

なっている食品を除去して代替食品を使

用した給食内容とさせていただいており

ます。小学校は給食食数がかなり多くご

ざいますが、保育所につきましては食数

が限られておりますので、その分アレル

ギーの食材につきましては代替の食材を

使って給食をつくるというようなことで

対応をさせていただいております。ただ、

代替食も不可能な場合もございますので、

そういった場合にはご自宅からお弁当を

持参いただいているところでございます。

　こども園のほうでございますけれども、

こども園も保育所と同様に代替食を行い

たいと考えております。３月２３日に入

園の説明会がございますので、そのとき

にアレルギーをお持ちのお子様は、保護

者の方と話を進めていきたいと考えてい

るところでございます。

　続きまして、スチームコンベクション

オーブンの配置の状況ということでござ

います。現在、鳥飼北小学校、鳥飼西小

学校、そして味舌小学校、味生小学校、

鳥飼小学校に設置がございます。そして、

現在、進めております摂津小学校の給食

調理場にも設置をされます。この春休み

に別府小学校に配置するという予定でご

ざいますので、平成２４年度から小学校

７校でのスチームコンベクションの稼働

が可能となります。残りあと３校、千里

丘小学校、三宅柳田小学校、鳥飼東小学

校につきましては２４年度予算で予算を

要求させていただいておるところでござ

います。

　続いて、中学校給食でございますけれ

ども、先の代表質問でのご答弁の繰り返

しになってしまうかもわかりませんが、

自校方式、センター方式、親子方式、ス

クールランチ方式等々の方式をもって、

メリット・デメリットまたイニシャルコ

スト・ランニングコストなどを比較、検

討をしておるということでご答弁させて

いただいておるところでございます。我々

といたしましても学校給食は全員喫食の

完全給食で実施することがやはり栄養面、

教育面、食育等の関係から、また負担の
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公平性なども考えまして完全給食で全員

喫食が適切であるというふうには考えて

おりますけれども、方式につきましては

この３月末までに大阪府に実施計画を提

出しなければなりませんけれども、それ

までにどういった方式で提出するのかと

いうことが決まりましたらご報告をさせ

ていただきたいと考えておりますので、

よろしくご理解をお願いいたします。

　施設の管理につきまして、日常点検に

つきましては、今までは目視点検という

ことだけで進めてまいりました。２月に

建築課が実施していただきました日常の

点検の項目ということで、建築課よりチェッ

クシート等が手渡されております。それ

をもちまして日常の点検をしてまいりた

いというふうに考えており、また建築課

とも連携をして劣化の改修を進めていき

たいと考えております。また、ご指摘の

ように、一元的に管理するということが

最善の策かというふうには考えておりま

す。今後、先に行いました学校の劣化の

一次調査の結果をもとに、改修した部分

の管理、また今後、必要な改修の部分、

また定期的な改修ができますよう資料を

作成し、適正な施設の管理を進めていき

たいと考えておりますので、よろしくお

願いをいたします。

○森西正委員長　暫時休憩します。

（午後０時２分　休憩）

（午後１時　　　再開）

○森西正委員長　再開します。

　野本課長代理。

○野本教育政策課長代理　講師の配置の

件につきましてご答弁申し上げます。今

年度、本市におきまして定数内講師４０

名を含む常勤講師７４名、非常勤講師１

６名の合計９０名の講師が必要となる状

況の中、府内や近隣府県の講師不足によ

り本市でも２週間以上、配置できなかっ

た常勤講師が８名、非常勤講師が３名出

てしまう状況がございました。しかし、

すべて配置できるように努め、現時点で

は穴が開くという状況は解消できており

ます。現在、来年度当初に向けて講師任

用の手続きを進めております。今年度末

の退職教職員１９名に対し、来年度の新

規採用者が２２名という中で必要講師数

は今年度より減りまして、来年度は定数

内講師３１名を含む５２名の講師が必要

でありますが、現時点ではすべて配置で

きる見込みでございます。

　講師が多いという状況はベテランで指

導力のある講師もおりますが、もちろん

経験の浅い講師もおりますので、管理職

の指導等がふえることにもなります。教

育委員会といたしましては、今後も他市

からの異動希望者や新規採用者を積極的

に受け入れるとともに、学校と連携して

講師の指導や育成にも努めていきたいと

考えております。

○森西正委員長　撰田課長。

○撰田教育推進課長　教育推進課に関わ

りますご質問にご答弁申し上げます。

　まず、武道必修化に向けてのご質問で

すが、学習指導要領の保健体育では生涯

にわたって運動に親しむことができるよ

うにという目標のもと、体育分野では多

くの領域を体系的にまた系統的に学習す

るように定められており、今回、武道と

ダンスが中学１年生と２年生で必修化さ

れました。これまで本市では男子が柔道

及び剣道を履修し、女子はダンスを履修

してまいりました。来年度は、男子はこ

れまでどおり柔道及び剣道、女子は全校

で剣道を履修する予定でございます。

　必修化に向けて研修及び保健体育科教

員と協議を何度も繰り返し行っていると

ころでございます。協議の内容といたし

ましては実施の時期、それから指導計画、
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授業形態等、協議を重ねているところで

ございます。研修の内容といたしまして

は、教育課程における武道のあり方とい

うことで大学の先生をお招きしての研修、

それから大阪府の中学校武道必修化に向

けた地域連携指導の実践に伴う研修や先

進実践校に学んでいるところでございま

す。今後は実技研修及び実践研修等も行っ

ていく予定でございます。より安全に実

施できますよう、今後も研修を行ってま

いります。

　卒業式、入学式の国旗掲揚、国歌斉唱

についてお答えいたします。卒業式、入

学式の国旗掲揚、国歌斉唱につきまして

は、学習指導要領に基づき厳粛な雰囲気

の中、適切に指導していくものと考えて

おります。学習指導要領は教育課程の基

準として定められているものであり、内

容に関しましては児童生徒に指導し、習

得させる必要があるというふうにとらえ

ております。尊重する態度、正しい認識

を持たせることは重要であるととらえて

おります。

○森西正委員長　池上参事。

○池上生涯学習部参事　それでは、生涯

学習課に係ります４点のご質問にご答弁

申し上げます。

　１点目でございます。市民図書館等協

議会の関係で、評価・モニタリングと図

書館等協議会の開催状況等のご質問だと

思います。

　図書館等協議会の１回目でございます

けども、まず図書館等協議会の役割とし

ましては、指定管理者の運営管理に対し、

第三者的な立場から評価・モニタリング

を実施していただくということで、市民

公募の２名を含む１０名の委員からいろ

んな角度から意見、評価をいただくとい

うところで、第１回目につきましては８

月に開催させていただいて、１回目はモ

ニタリングの考え方についてご説明申し

上げました。あと、平成２３年度の市民

図書館等の実施計画案についてのご説明、

あと利用者アンケート実施の調査内容に

ついて図書館流通センターよりご説明が

ありました。

　あと、２回目は１１月に開催させてい

ただいて、８月に実施しました利用者ア

ンケートの実施結果について報告をいた

しました。

　あと、モニタリングについてでござい

ますけども、第１四半期、４月から６月

分、第２四半期の７月から９月分を評価

をしていただきました。この評価につき

ましては、図書館業務の点検評価という

ところで大きく７項目、５点満点で評価

をいただいたというところでございます。

１点目につきましては、事業、業務の履

行状況、あと施設の維持管理状況、運営

の基本的事項としまして職員の状況とい

うことと広報の実施状況、あと運営業務

としましては利用者の満足度、あと講座

やイベントの状況、クレームへの対応状

況、この７項目の５点満点の３５点。１

０人で３５０点満点の評価をいただきま

して、あとは行政評価ということで、同

じ項目とプラス３項目の行政分で評価で

きる３項目を加えました５０点満点とし

た４００点満点で評価をいただきまして、

その結果、６０％以上、Ｃ評価、適切で

あるという評価を第三者評価という形で

はいただいております。

　これは評価の得点割合ですね。８５％

以上であればＡ評価、特に優れていると

いうことです。Ｂ評価につきましては７

５％以上、優れていると。今、言いまし

た６０％につきましてはＣ評価、適切で

あると。あと、それ以下につきましての

４０％以上であればＤ評価、努力が必要

であると。あと、それ以下の４０％未満
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であればＥ評価という形で、改善すべき

であるということで、市のほうから行政

の改善指導というのを命令として出すこ

とになります。そういったことを第１、

第２四半期分を評価いただいております。

　あと、３回目につきましては２月に開

催をさせていただいて、第１、第２評価

の結果を皆さんにご意見をいただいたと

いうところでございます。あと、２４年

度の主要事業計画案も審議をいただいて

おります。

　あと、評価のホームページ等への公開

の時期でございますけども、今年度、も

う今月末にはなるんですけども、第１、

第２四半期の評価につきましては今年度

中。アンケートの実施結果と協議会の第

２回目の議事録等についてもホームペー

ジでアップさせていただきます。今、アッ

プさせていただいているのが第１回の図

書館等協議会の議事録をアップさせてい

ただいております。あと、第３四半期と

第３回目の議事録につきましては、ホー

ムページ掲載に向けて今現在、取り組ん

でおる状況でございます。

　３点目の２４年度の事業の展開という

か、新しい事業等があるかどうかの報告

でございます。２４年度につきましても

継続的な事業はもとより、あと新しい催

しというか、事業につきましては新規テー

マとしまして季節や行事に合わせたテー

マの展示を行っていただきます。これは

通年という形で行うとの報告をいただい

てます。

　あと、７月１日になるんですけども、

図書館の開館記念日に当たりますことか

ら、新規のリニューアル記念イベントと

しまして、摂津市には鉄道という関連の

土壌がございますので、鉄道企画という

ことで鉄道の模型、パネル等の展示を６

月１５日から７月１１日を予定と、それ

と文化講演会を行っていただくというこ

とでございます。

　あと、新規事業としまして、１１月に

ございます文字・活字文化の日、読書週

間にあわせましてもイベントを企画して

るという報告がございます。

　もう１点、新しい取り組みとしまして

はブックスタートというところで、４か

月健診時に本を配布してるんですけども、

それをブックスタート用という冊子を新

たにカラー印刷等ですべてをリニューア

ルしまして、初めてであろう絵本という

ことで作成を計画されております。これ

は鳥飼図書センターにおいても共同の作

成ということで事業展開されます。

　あと、新規としましてはブックリスト

の作成ということで、スタッフのおすす

めの本ということで、これも本の紹介と

いうことで配布予定されております。

　あと、文化財の関係でご質問がありま

す。旧教育研究所の郷土資料室と２４年

度に整備されます地域福祉活動拠点の関

係でございますけども、福祉活動拠点に

つきましては本館を整備されます。そち

らを外観はそのままにバリアフリー工事

とか駐車、駐輪等の周辺整備を行うとい

うことでございます。

　文化財の関係としましては、本館の１

階に今現在、郷土資料室的に展示をして

るわけなんですが、民具・農具。これに

ついては、引き続いて今、整備をしてお

る民具・農具をもう一度、整理させてい

ただいて郷土資料室という形で展開を予

定しております。

　あと、横に２階建てのプレハブがござ

いますけども、そこに明和池遺跡の遺物

等の土器類を集積させていただいている

関係上、引き続いて、プレハブについて

は郷土資料室の部分と、今後、明和池遺

跡から引き上げられる土器類の保管場所
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として今後も展開してまいると、このよ

うには考えております。

○森西正委員長　岡本課長代理。

○岡本生涯学習課長代理　公民館に関わ

ります２点の問題につきまして、ご答弁

申し上げます。

　１点目でございます。公民館まつり事

業の２３万円の内訳でございますけども、

私どもとしましてはスーパーボールの購

入資金及び啓発用チラシの紙代、この２

点を計上させていただいて２３万円となっ

ております。

　次に、公民館の耐震問題でございます

けども、市内６公民館がございます。そ

のうち別府公民館、昭和４７年５月１０

日建築、千里丘公民館、昭和４９年５月

１４日建築、新鳥飼公民館、昭和５６年

４月１５日建築ということで、いわゆる

建築基準法が改正されましたのは昭和５

６年５月だと伺っております。これ以前

に建った建物としてこの３館を今回、耐

震診断をするということで、平成２４年

度予算に計上させてもらったところでご

ざいます。

○森西正委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　扶助費、補助金の関係で

いきますと乳幼児医療助成、それから就

学援助にしても平成２２年度の決算ベー

スですとかなり大きくなっているという

ところで、２３年度の当初予算よりも大

きく膨らんでいる２２年度決算を基準に

ということで乳幼児医療費の予算の増額

ということのご説明でした。今後、乳幼

児医療についても各市、やはり充実に向

けた取り組みも進んできます。基本的に

は国に対して国の制度として、これだけ

地方自治体で、ほとんどの自治体でこう

いう制度がつくられていて、自治体の財

政状況によって優れているところと劣っ

ているところの差がつくというのはそも

そもおかしな話で、本来、国がしっかり

とした責任を持つべきものであるという

ことから、国のほうにきちんとした予算

措置を、制度をつくるようなことは今ま

でも述べていただいてるかと思いますけ

ども、申し入れをしていっていただきた

いなと。あわせて、自治体としても拡充

に向けて検討、工夫をしていただきたい

と思うんです。

　例えば、通院で、堺市のほうですか、

南のほうでいくと、中学校卒業までとか

ということでかなり拡大されております。

以前は摂津市でも３歳未満児で所得制限

ありという時代が十数年前ありましたけ

ども、所得制限も撤廃をしどんどん拡大

がされてきたと。近隣も同じように競う

ようにしてよくなってきてるということ

なんですけども、さらなる拡大が必要だ

と思います。参考に、小学校卒業まで通

院を引き上げた場合とか、中学校卒業ま

で拡大した場合、大阪府もそれなりの応

分の負担をしていただければいいんです

が、大阪府がそうしない場合、市が単独

で引き上げた場合というのは大体どのぐ

らいの金額になるのか。参考までにお聞

きしたいと思います。

　ひとり親の医療費助成については理解

できました。水道減免の廃止によって７

５３世帯が経済的な負担を受けることに

なるわけですね。５２９万円ということ

であります。水道の減免については建設

常任委員会の所管ですけども、実質的に

は中身というのは福祉的な意味合いが非

常に強くて、減免をなくした分、いろん

な事業にシフトしてるんだというような

お話だったと思いますが、ひとり親家庭

に対しては大体、措置としてどんなこと

を、ひとり親の援助をしている子育て支

援課としてどんなものを見込んでいたの

か、それをお聞かせいただいて、それの
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かかる予算についてもお聞かせください。

　就学援助金制度についてであります。

２段階で進めるということですけども、

２年間で１，５００万円ぐらいの費用が

浮くということが２年になるので、その

半分強ぐらいの節減効果だというような

ことになるんではないかというようなご

答弁ではありました。扶助費のほうも、

これ、また半分になるということだと思

うんですけども、手厚い扶助ということ

についてみると、本当にこれが手厚い扶

助と言えるのかどうか。クラブ活動費に

ついては見送りにもなっておりますし、

その点のお考えをお聞かせをいただきた

いなと思います。

　奨学金の支給の制度については、当初、

協議会の資料でいただいていた３５０万

円というのは３年生全部そろったらとい

うことのお話なのかなというふうに思う

んですが、この制度は新１年生だけが対

象ということになるんでしょうか。公立

とか他の制度との併用はできないという

ことですか。基本的にはそうなるのかな

とは思いますけど、それについて、確認

をしておきたいなというふうに思います。

　予算を上回ったような申請があった場

合、これは所得制限があって今までの貸

付金制度よりもうんと所得制限は引き下

げられて、いただいた資料では、４人世

帯で３２７万７，０００円が所得制限の

認定基準だと。そこよりも低い、４人家

族であれば低いところについて対象にな

るということでありましたが、３２７万

７，０００円というのは就学援助金制度

で引き下げ後の基準よりは高いわけです

ので、摂津の場合、就学援助金制度の認

定率も高いですし、同時に低所得化が進

んでいるので、より低い所得階層の方々

の割合がふえてるというようなご説明も

あったわけですが、見直し後の就学援助

の認定基準よりも高い認定基準で４０人

ということで事足りるのか、これから予

算が膨れあがっていく可能性があるのか、

補正で追加をする必要があるのかですね。

もちろん、すべてが私学に進学するとい

うわけでもありませんのでその辺の動向

はわかりませんが、最近の状況を見てみ

ますと私学の授業料無償化の影響も受け

て、公立進学よりも私学専願の子どもた

ちもふえてるというふうにも聞いている

わけで、その点がちゃんと受け入れがで

きるのかどうか。仮に予算オーバーとなっ

てもきちんと基準の中でどの子にも給付

ができるような体制になってるのか、そ

の辺について聞かせてください。

　保育所関係ですけども、最初に待機児

の問題、これは本当に頭の痛い問題です

けども、少なくとも保育を実施する義務

というのは自治体にあるわけで、全国、

どこの自治体でもたくさんの待機児を抱

えていますが、待機児がいるという状態

はやっぱり異常だというような認識のも

とで対応をとる必要があると思うんです

ね。対応する上に立って、安かろう悪か

ろうで駅前のベビーホテルに走ってしまっ

たり、もしくはもうけを追求する株式会

社のほうに走っていっていろんな問題が

起きるということがこれまでもありまし

た。定数の弾力化という問題、１１５％、

１２５％ということも、先般の代表質問

の他の議員への答弁の中でもあったんで

すけども、保育の環境を押し込むような

形での弾力化ということも、これは緊急

避難的にというのはあるのかもしれない

んですけども、基本的にはやはりきちん

とした保育の環境を整える必要があると

思うんです。そういう点で摂津市の場合、

民間の保育所の協力を得て、定員増を図っ

てこられたわけですが、今なお地域的に

は待機児を抱えているということであれ
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ば、やはり公立保育所、正雀の保育所に

ついても定員増とか、建て替えの問題も

含めて議論の俎上にのせて進めていく必

要があるのではないかというふうに思い

ますが、その点についてお聞かせをいた

だきたいなと思います。定員の弾力化に

ついてもどう考えているのか、もう一回、

聞かせていただきたいと思います。

　べふこども園についてです。こども園

の特色、いろいろお話をいただいており

ます。二つの異なった機能のものが一つ

になってやっていくということですから、

いろんな想定をして議論をされてきたと

は思うんですけども、やはりオープン間

際になっていろいろな矛盾とか、それか

ら解決できずに先送りにしてるような問

題とか、長期的にじっくりと考えていく

べき問題とか整理されているのかなとい

うふうに思うんですね。

　長時間保育と短時間保育の子どもたち

が一つの施設内にいてる状況で、そこに

預かり保育も入るということでいえば、

子どもたちの生活のリズムがどうなのか。

クラス分けは混合のクラスをするという

ような、当初はお話をいただいてたんで

すけども、その辺のクラス分けはどうな

のか。給食の有無もこれまであったとこ

ろとないところとありますし、給食代は

短時間保育の幼稚園の園児は月額３，５

００円ですか、これは小学校の低学年よ

りも高い水準になっているんですけども、

その点についてもお考えをお示しいただ

きたいですし、保育所の経済的な給食費

とは、やっぱりそこは当然、違って当た

り前なんですけども、違っています。同

じ施設で同じ物を食べるということにつ

いて、きちんとした説明と理解、合意、

納得というのがないと、やはり保護者間

の中での分断が進むということも心配さ

れるわけで、その点の合意形成というの

はどうなのか。

　保育所のお母さんと幼稚園のお母さん

では、おのずと生活のリズムも違います。

保護者会の持ち方であったり、それから

園の行事の日程のつくり方であったり、

それから費用負担の考え方にも大きな差

があると思うんですね。

　就学前教育の手引きというのが、これ

から出されるということなんですけども、

その手引きそのものが、どんな中身かちょっ

とわかりませんが、こうあるべきという

ものが先走りすることによって、例えば、

そのとおりできない保護者が、自分の子

育てに自信をなくすというようなことに

なりはしないかというような心配も、実

際、保護者の中から、自分はできるんや

ろうかというような心配も出てきている

わけで、その辺の配慮も本当に懇切丁寧

にやらないと、こども園をつくったとい

う意味が、ないんではないかなと思いま

すが、その関わりについて、お聞かせを

いただきたいと思います。

　それから、今度２４日ですかね、オー

プンのお披露目会があるということなん

ですけども、二つの園が一緒になりまし

たから、当然、その定員もふえるわけで

す。

　幼稚園や保育所にも、それぞれみんな

が集まって、発表会をやる遊戯室という

のがあるんですが、べふこども園の遊戯

室が、ちょっと狭いんじゃないかという

ような指摘もあるんです。私、まだ中を

見てないので何とも言えないんですけど、

そういう声があるんですね。ほかの幼稚

園の面積との差ですとか、安全上の問題

とか見た点で、遊戯室の問題、みんなが

集まるような場所。

　当然、保護者もふえますので、運動会

にしても発表会にしても、そういった収

容できるだけのゆとりがあるのかどうか、
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お聞かせください。

　給食費も、小学校の低学年の給食費よ

りも高い設定ということについても、何

でか教えてください。

　それから細かな話なんですけど、こど

も園の壁面に「Ｂｅｆｕｋｏｄｏｍｏｅ

ｎ」とあるんですね。子どもの施設なの

で、平仮名で書くのが常識的かなと思う

んですけど、ローマ字で出てるんです。

デザインの問題なのかもしれませんけど

も、あえてローマ字にされているという

のは、何か意味があるのか、ちょっと違

和感を感じて、地域の方からも、そうい

う声も聞いておりますので、その辺のロー

マ字のことですね。まずは日本語をしっ

かりというようなことではないかなと思

いますが、その点を聞かせていただけた

らなと、小さなことで申しわけないです。

　それから保護者会についてです。

　今お話にありましたように、就学前の

子どもたちの保育や幼児教育というのは、

やっぱり保護者と、それから園との協力

関係というのは、もう欠かせないことだ

と思います。やはり保護者会と先生たち、

園と一緒になって、いろんなことに取り

組んでいくことで、子どもたちも、また

豊かに育っていくのかなというふうに思っ

ているんですが、保護者会の会議の場所

として、今まで保育所の施設を使ってい

たのが、ことしになってからですか、５

時以降、使えないということで、そこの

園の保護者にも関わらず、保育所から出

て、外の施設で会議をしなきゃいけない

というような状況になっているというふ

うに聞いています。

　やはり、もちろん管理上の問題はある

かと思いますが、そこの保育所の中の保

護者会。特に、保育園の親というのは、

お仕事をしてはりますから、集まる時間

というのは、もう夜になります。一生懸

命いろんなことを考えれば考えるほど、

時間が遅くなっていきますので、場所を

確保するというのも大変だと思いますし、

どこかの喫茶店を借りようと思えば、経

済的な負担もかかると思いますが、そう

いった園の運営で一緒にやっている保護

者会の人たちが、園の中で会議が持てな

いという状況について、やはりちょっと

僕は改善すべき、工夫すべきではないか

なというふうに思うんですが、その点に

ついてお聞かせください。

　つどいの広場については、状況を教え

ていただきました。現段階では、市内８

か所ということでございます。こちらも

民間の保育所が、いろいろ協力をしてい

ただいているようなんですけども、公立

の保育所でも、それを取り組む必要があ

るのではないか。

　それから市内８か所というのは、市内

で満遍なく８か所なのか、小学校区で１

か所というような目標を立ててやってい

るのかどうか。まだ実施のできてないよ

うな地域というのは、どこになって、今

後の計画についてどうなのか、見通しに

ついて聞かせてください。

　預かり保育についても、拡大をされた

ということであります。かなり活用され

ているということでありますが、定員が

オーバーするような機会もあるかと思う

んですけども、そういった場合の対応と

いうのは、どういうふうにされているの

か。預かり保育を拡大することによって、

予算がどれだけ拡大されるか、人の体制

がどれだけ充実されるのか、そこも確認

したいと思います。

　それからエアコン設置については、わ

かりました。工事請負費から備品購入費

ということで、地元の中小企業にもやっ

てもらえるように、分割でやれるような

ことだということだと思いますが、これ
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は直接的に教育的な問題とは離れますけ

ども、地域の仕事おこしという点でも、

市の大事な仕事だと思いますし、とりわ

け修繕費が、これからいろいろかかって

くる中で、地元の業者を活用して仕事お

こしをすることが、今度は地域の業者と

学校や園との関わりをふやしていくこと

で、今度はまた協力体制もつくっていけ

るんではないかなという思いがあります

ので、その点の活用を、ぜひ工夫をして

いただきたいと思います。

　エアコンについては、今後の保育園の

設置の状況であるとか、それから学校で

も普通教室すべてもう設置していただい

て、本当に暑い夏でも、いい環境で勉強

ができるような体制を整えていただいた、

本当にありがたいことだなというように

思っています。

　ただ、お聞きすると、中学校では少人

数授業で、学校の教室をフルに活用され

ていると。普通教室以外の特別教室も活

用して、二つに分かれて英語や数学を勉

強する。そうすると、エアコンのある教

室に当たった生徒と当たらない生徒で、

やっぱり教育環境は大きく異なってくる

わけですね。特別教室等を含めて、学校、

それから幼稚園、保育園で、エアコンの

ついてない教室、それから今後、ついて

ないところについて、どういうふうに整

備を進めていこうとされているのかにつ

いて、聞かせてください。

　就学前教育の手引きについては、先ほ

ども触れましたけども、その位置づけ、

活用方法について、それが一体どんな活

用なのか。聞いてもなかなか、実物も見

れないので、まだわからないんですけど

も、あるべき姿、バイブルというような

活用方法なのか。あくまで、人それぞれ、

やっぱり育ちのスピードもありますし、

それぞれの家庭の環境もありますでしょ

うし、教育方針もあると思うんですけど

も、どんなところの視点に立ったものな

のか。

　もう最近、手引きというのが盛んにあ

るんです、いろんな手引きが多いですよ

ね。公共施設のチェックの手引きという

のは、まさにこれはもう統一的な中身で、

こうあるべきというもので統一したマニュ

アルとして、きちっとしたものが必要だ

と思うんですけども、今度は、こと子ど

もの育ちであるとか、人間の生き方であ

るとか、内面に関わるような中身につい

ての手引きとなると、やはり扱いという

のは、よく考えないといけないんではな

いかなというふうに思うんですが、その

辺のお考えはどうなのか、聞かせてくだ

さい。

　あわせて小中一貫教育の手引きについ

ても、本年度の事業となっています。こ

れも議論をされております。

　さきの教育改革フォーラムでも、小中

一貫教育をテーマにして講演もされまし

て、小学校、中学校の連携ですとか、先

生同士の交流とかいろんなことで、ああ、

なるほどなというふうに思うんですけど

も、全国的に小中一貫教育、もしくは小

中一貫校という動きが出てきていますよ

ね。

　施設一体型の小中一貫校というのは、

小学校と中学校、複数の小中学校を一つ

にまとめて、９年制でぼんとやるという

ような中身で、メリット・デメリットと

いうのは、本当にきちんと議論をしない

といけないものだというふうに思ってい

るんですけども。

　今、例えば東京都の品川区であるとか、

京都市東山区であるとか、最近では箕面

市、それから池田市でも小中一貫校。吹

田市でも、そういった小中を一つのもの

にしてしまうという、幼保一元ではない
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ですけども、縦でくっつけて一つの施設

にしていくという、９年のスパンでの教

育を進めていくということが盛んに報道

されたり、目にするわけですけども、摂

津の進められているこの小中一貫教育と、

施設一体型の小中一貫校というのは、つ

ながっているのかどうか。将来目指すべ

きものは、その一貫校にあるのか。その

辺、教えていただけたらなと思います。

　それから教育相談事業、それから安心

できる学校の居場所づくり推進事業につ

いては、ご説明をいただきまして理解で

きました。

　教育指導嘱託員については、府費の方

がいなくなった分の穴埋め的に、市が頑

張って入れていただくということなんで

すね、増員ということではないんですね。

それでも市で穴埋めをしていただいて、

欠員にしないというところでは、ありが

たいこと、いいことではないかなという

ふうに思います。

　学校安心サポーターについても、緊急

雇用の制度を活用することですから、研

修を受けていただいて、その方が、また

摂津のこういった教育に関わっていただ

けるということを、期待するという事業

なのかなと。同時に、子どもたちとの関

係を、学校に援助をするということなの

かなということだとは思いますので、そ

の辺、運用のほうについては、注意深く

見守っていきたいなというふうに思って

います。

　スクールソーシャルワーカーについて

もご説明をいただきました。学校と子ど

もたちが、本当に苦労されている中での

人的な保障ということで、しかも、それ

をきちんと科学的な勉強をされた方が、

携わっていただくということは、ありが

たい、いいことではないかなというふう

に思いますので、この充実について、引

き続き図っていただきたいなと思います。

　同時に、スクールカウンセラーについ

ての増員という点についてはどうなのか、

聞かせていただけたらなと思います。

　部活動のほうですね、聞き取り調査、

お一人の方が実態調査をして、懇談会等

をやっていっての方向性を決めていくと

いうことでありますが、この方は大体ど

のぐらいの期間で、懇談会までもってい

くとか、そういった日程的な期日を設け

た形でのお仕事になるのか。

　これは一朝一夕に解決できる中身でな

いとして、恒常的にみんなと議論しなが

ら進めていくという立場でのコーディネー

ター的な役割なのか、その点をお聞かせ

いただきたいと思います。

　教職員の配置、勤務実態の調査につい

ては、ご説明をいただいてわかりました。

　正規の教職員、正規での定数を埋める

ということはできないけども、定数内講

師を含めて、今のところ補充がされてい

るということで、去年のようなことはな

いということで考えればいいのかなとい

うふうに思って、少し安心をしたところ

であります。

　ただ、学校現場でのいろいろな仕事が

ふえている中で、先生たちの勤務の状況

というのも本当に大変だと思います。

　私もＰＴＡの活動をしていますと、管

理職の教頭先生がもう何から何まで、対

外的なことも含めて請け負って仕事をし

ていらっしゃる。夜遅くまで職員室に先

生たちが残っていて、いろんな準備もさ

れているという姿を見ます。

　前回も取り上げたんですけど、文部科

学省が勤務実態調査というのをやられて、

その結果の中に、授業の準備時間が足り

ないと答えている先生が、９割いらっしゃ

いますね。保護者、地域住民への対応が

ふえてきたという方が、８割近くいらっ
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しゃる。教員が行うべき仕事が多過ぎる

という人が、９割強いらっしゃる結果が

出ているんですけども、摂津の教職員の

皆さん、学校現場での皆さんの勤務実態

について、どのように把握をしていらっ

しゃるのか。

　残業手当というものは、ないんだと思

うんですけども、実質勤務時間を調べた

ところ、過労死ラインにほとんどが達し

ているというような調査結果もあるわけ

なんですが、その点のお考え、実態把握

について、お聞かせをいただきたいと思

います。

　次に、設備面についてですけども、耐

震補強、それから劣化安全対策や維持管

理体制については、この間、要望もして

きましたし、議論もしてまいりました。

順次スピードを上げてやってきていただ

いておりますので、工事の安全であると

か、それから地域への配慮であるとか、

それから緊急的な対応であるとかという

ことについては十分留意していただいて、

頑張っていただきたいなというふうに思

います。

　公民館についてもそうですね、古くなっ

ている建物ということでありますけども、

例えば建て替えが議論に上っているよう

な別府公民館のような施設についても、

耐震診断をやって耐震工事をやると。そ

の後、建て替えということになるのかど

うか。その辺の議論というのは、できて

いるのかどうか、地元との関係等もある

と思うんですけども、その辺ありました

ら、教えていただきたいと思います。

　それから給食です。アレルギーのこと

で、ご報告をいただきました。私も事前

に無理を言って、資料をいただきました。

　小学校の食べ物アレルギーですね、１

０校で４０人を超しておられまして、除

去食品、アレルゲンというのは、いろん

な種類があると。挙げていただいただけ

でも３０種類ぐらいあって、お聞きしま

すと、１人の子に一つのアレルゲンだけ

ではなくて、複数アレルゲンを抱えてい

るお子さんもいらっしゃると。

　あんまりこれもだめ、あれもだめになっ

てくると、除去してしまえば給食そのも

のが、なくなってしまうということもあっ

て、お弁当をお願いせざるを得ないとい

う状況だというのも今お話をいただいた

んですが、しかし、基本的には除去食で

対応していただいているということは、

これはやっぱり自校直営の給食だからこ

その対応じゃないか。これはもう現場の

ほうは、ほんまに大変だと思うんですね。

　夏場、暑い中、衛生面も気をつけなが

らも、それから作業工程もある中、その

アレルギーの子どもに、やっぱり給食を

食べてもらおうという思いで、頑張って

いただいているということについては、

今回質問をさせていただく上で資料をい

ただいたんですけども、改めて敬意を表

したいというふうに思いますし、保育所

につきましても、これは２２人の幼児の

方が対象になっておられて、除去して、

基本的には保育所のほうは代替食品を入

れて、できるだけ同じようなものを食べ

てもらうという努力をしていただいてい

るという点では、非常に大事なことだな

というふうに思います。

　その点、給食調理を、最近は二つの学

校が民間委託されましたけども、民間委

託された後も摂津市の栄養士で、同じ工

程でやっておられるということなんです

けども、民間委託されている二つの小学

校でも、同じような対応がされているの

かどうか、その点、確認をさせていただ

きたいなというふうに思います。

　それから、スチームコンベクションオー

ブンについては、ご説明いただきました
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が、２４年度、３校に入って、１０校す

べてに整うということで、学校によって

スチームコンベクションオーブンでつくっ

た、おいしいものがあるかないかという

差は、なくなるということだと思います。

理解をしました。

　中学校給食については、３月末に一定

の方向性を出すということなんですけど

も、今、３月のもう中旬に入っておりま

すが、いきなりドンと、これでいきます

といって出てきても、ちょっと違和感を

感じますね。いろんな選択肢がある中で、

教育委員会としては、あるべき中学校給

食というのをきちっとやっぱり掲げた上

で、その上で、メリット・デメリット、

財政的な制約、いろんなものをきちんと

整理した上で、示していただく必要があ

るんじゃないかなというふうに思うんで

すけども、そういった工程はどこでとら

れるのか、とるお考えはあるのか。もう

これでいきますわって、ポンと出されて

しまうというのは、非常によくないこと

だというふうに思っています。

　とりわけ大阪府が、わざわざ１校当た

り１億５００万円の補助を出すと。先行

で中学校給食に取り組んだところには、

それはなかったわけで、ない中で、ラン

チ方式という苦肉の策で実施してる市町

村もありますけども、聞くところによる

と、もうちょっと待てば、ちゃんとした

給食ができたんじゃないかというような

ことを、おっしゃるようなところもある

とも聞きますので、やっぱり子どもたち

には最善のものをという基本に立って、

あるべき姿を考えてほしいんですが、摂

津市教育委員会として考えている、ある

べき中学校給食についてお知らせくださ

い。

　それから学力テストについてでありま

す。結果の活用の意義と、留意点につい

てお聞きしました。これまでも同じよう

に議論をしてきたと思います。

　ちょっとお聞きしますが、私もそう思

うんですけども、留意点で示されている

過度な競争、それからランクづけという

のは、よくないと私は思います。ですか

ら、それにつながるような学力テストと

いうのは、もうそもそも参加すること自

体が、教育的に問題があるんじゃないか

なというのが私の考えです。

　それでも今後、府の学力テストについ

て、まだ結論を出しておられないという

ことでありますので、しっかり考えてい

ただきたいと思うんですが、ランクづけ、

それから過度の競争が教育的によくない

と、もう断言できるその理由というのは

一体どこにあるのか、その辺をお聞かせ

いただけないでしょうか。

　それから、府の学力テストの実施要領

では、一覧表は出さないということです

けども、一覧表がなくても個票ですね、

個人に返ってくる学力テストの結果です

ね。それに小学校の平均点、平均正答率、

摂津市の平均正答率、それから大阪府の

平均正答率、それで自分の点数というこ

とが出てきますから、当然こういった資

料をかき集めれば、市町村のランクとい

うのは簡単につけることができますね。

　場所によっては、学力テストの点数が

不動産の価値にも関わると、不動産屋の

広告に学力テストで何位の地域とか、人

気地域というような宣伝の仕方につながっ

てきてるところもありまして、それも懸

念しているところになるのかなと思いま

す。ですから個票の問題の解決なくして

は、やっぱり参加はあり得ないというふ

うに思うんですけども、その点も教えて

ください。

　武道の必修化の問題です。この点につ

いては、さきの委員会でも渡辺委員も剣
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道の専門的にお話をされていて、本当に

私も危惧するところです。

　文部科学省の外郭団体で日本スポーツ

振興センター、予算書の中にも出てきま

すけども、学校管理下の死亡障害事例と

事故防止の留意点、過去２８年間分を、

名古屋大学の内田教授という方が分析し

たところ、柔道で１１４人の方が死んで

いると、２７５人が重い障害の事故が続

いてきたということがわかっているそう

ですね。

　今までも柔道、剣道を、男子はやって

こられたということでありますが、事故

がなかったというのは、かえって幸運で

あったんではないかなと感じているとこ

ろなんですが、改めて柔道と剣道の、科

学的にきちんとした指導が負えるような

研修がされているということですけども、

例えば柔道をやる中で、ついつい乱取り

をするときに、むきになって投げれば、

上手な人が投げれば、きれいに投げられ

て受け身も取れます。しかし、下手な者

同士が力任せにやることによって、骨折

をしたり、または頭への振動を大きくす

ることによって、脳の重大な事故につな

がるということも十分考えられるわけで

あって、その乱取りの問題であるとか、

乱取りを柔道の授業の中に取り入れるこ

とに対して、どのぐらいの人が、きちん

と見ていてあげられるのかどうか。そう

いったところまでの配慮というのは必要

だと思うんですけど、その辺だけ、教え

ていただけたらなと思います。

　入学式、卒業式の国旗掲揚・国歌の斉

唱について、なかなかこれはあんまり一

致するようなことでもないし、内心の中

身ですから、一致する必要はないのかな

というふうに思いますけども、少なくと

も二分されている考え方があるわけで、

きちんと納得と合意の上で、民主的に運

用していただくことを要望しておきたい

と思います。

　この間、大阪府でも君が代起立条例と

いうのができました。大阪市議会のほう

でも通りました。非常に強制的な中身に

なっているというのが、私の見解です。

　こういった動きがある中で、教育基本

条例、職員基本条例ということで、それ

から思想調査とも言える、職員アンケー

トというのにつながってきています。

　民主的なルールに基づいてできた市政

や政権が、民主的なルールに基づいても

のが言えない、強制で物事を動かしてい

くというのは、これまで日本でも世界の

各国でもいろいろな過ちを犯してきた、

それは事実です。

　その事実の反省に立って、教育の分野

への政治的な介入を慎もう、やるべきで

はないということで、教育委員会制度も

つくられてきたわけで、それをしっかり

と、やっぱり市の教育委員会として存在

感、それから自主性を発揮していただき

たいと思っておりますので、要望してお

きたいと思います。

　それから日の丸・国旗についてであり

ますけども、この間、教育施設の校門に

祝日には掲揚されるようになっておりま

すが、先般ファクスでも通知がありまし

たが、卒業式、入学式にも校門のところ

に立てられるということでありますが、

この点の意義ですね。

　それから卒業式、入学式の会場内につ

いては何度も議論していて、学習指導要

領という根拠があるんだということでおっ

しゃっているんですけども、校門の外の

ところに立てる、あれは祝意をあらわす

のが国旗だという、その意思形成とか社

会的な合意というのが、どうなのか疑問

なんですが、その辺のお考えをお聞かせ

ください。
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　図書館については、ご説明をいただき

ました。指定管理者、１年目ということ

であります。行政評価や住民目線でのア

ンケートも、やられているということで

あります。

　ホームページ上へのアップが、まだ第

１回目の分しか手元にないので何ともわ

かりませんが、やはり開かれた形でのモ

ニタリング、そして適正な事業評価をし

て、指定管理者であってもやっぱり市の

大事な施設、公の施設でもありますし、

社会教育の大事な拠点でもありますので、

チェックをしていただきたいですし、で

きるだけ早く公開をしていただいて、広

く市民の中で、その評価について改めて

もう１回、みんなで見て評価ができるよ

うな体制をつくってほしいと要望したい

と思います。

　公民館まつりについては、２３万円で

スーパーボールということであります。

それぞれの登録団体が、自分たちの力で

独自性ですとか、創意工夫を発揮し合っ

て、お祭りを成功させるというのも、そ

れぞれの公民館のカラーでありますし、

地域性でもあると思いますけども、やっ

ぱり財政的な援助というのも、人的な援

助というのは、もう職員さんがお休みの

日、前日から雨の日、片づけから本当に

頑張っていただいているんだと思うんで

すけども、一定やっぱりどういったもの

が必要なのかというのをきちんとまとめ

て、充実する必要があるのではないかな

というふうに思いますので、その点、特

に地域の皆さんとの協働でまちをつくろ

うというのは、公民館まつりで寄ってき

ていただく方、企画構成していただいて

いる方が、本当に力強いパートナーとい

う形になりますので、そういった方々の

声を聞いていただいて、やっていただけ

たらと思いますので、要望したいと思い

ます。

　旧教育研究所の中身についてですけど

も、民具であるとか遺跡の出土品、土器

について、郷土資料室というような形な

んですけども、ここでの展示資料館的な

位置づけというのは、あるのかなという

ような思いがあります。

　特に、鳥飼の教育研究所というのは、

歴史的にもあの鳥飼の地域での位置づけ、

価値のある施設だというふうに聞いてお

りますし、民具を展示して、広く市民の

皆さん、子どもたちに見ていただくとい

う点では、なかなかいい、適切な場所で

もあるのかなというふうに思うんですけ

ども、地域福祉拠点として活用される。

人が寄ってくるということと、資料室と

して上手に共存できれば、波及効果も生

むのかなという、いい面ではとれるかな

と思うんですが、その辺の教育委員会と

しての資料展示、それから資料館的な位

置づけでの検討、それから地域福祉拠点

との共存での話し合いということについ

ては、どうお考えなのか聞かせていただ

いて、２回目を終わります。

○森西正委員長　それでは答弁をお願い

します。

　大橋課長。

○大橋子育て支援課長　安藤委員の２回

目のご質問に、順次ご答弁申し上げます。

　まず、乳幼児医療における拡大の推計

ということでございますが、小学校卒業

まで本市単独の経費を持って拡大した場

合には、およそ６，０００万円から７，

５００万円ということで考えております。

これを中学卒業まで拡大いたしますと、

８，０００万円から９，０００万円とい

うことで考えております。

　これは厚生労働省の国民医療費統計か

ら推計をした粗い推計ということで、ご

理解をいただきたいと思います。
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　次に、ひとり親の水道減免のシフト事

業等の関連でございますが、ひとり親家

庭に対しましては、この社会経済情勢の

中で、やはり安心して暮らしていただけ

るよう少しでも支援していくことが、自

治体としての役割であるというふうに考

えております。

　確かに、この月々の水道料金の基本料

の免除というものは、日常生活上の経済

的負担を少しは軽減するものとは考えて

おりますが、子どもの成長とともに将来

にわたって安心して、ひとり親の家庭が

生活していける、暮らしていけるという

ことに結びつける、そのことを考えます

と、やはりしっかりとした就業に結びつ

けるということが、真の意味での自立を

していただくということで、その部分が

やはり最重要であるというふうには考え

ております。

　したがいまして、摂津市の母子福祉会

とも相談をさせていただきながら、この

就業に結びつけるための各種の相談等の

ための母子自立支援員を１名増員をさせ

ていただくということで、対応してまい

りたいと。予算的には、非常勤職員の人

件費ということで、２６０万円程度を計

上させていただいているということでご

ざいます。

　次に、就学援助のご質問でございます

が、この就学援助制度によって扶助させ

ていただく金額、これが経済的理由によ

り就学困難とされる世帯の援助額として

適切なのかどうかというところは、確か

に議論のあるところでございます。

　例えば子どものための手当ですと、月

１万円ということになりますので、就学

援助では、小学校は給食を含めても年間

で６万円程度ということもございます。

　ただ、我々としましては、この扶助す

る品目、額につきましては国の補助単価、

これを大前提に考えさせていただいて、

決定させていただいておりますので、そ

の辺は、ご理解をいただきたいと思いま

す。

　クラブ活動の部分につきましては、ク

ラブに入っておられる、入っておられな

い、あと各クラブでかかる経費等もかな

り違ってきますので、そのあたりもあり

まして、今回は見送りということでさせ

ていただいております。

　次に、奨学補助金の制度でございます

が、今回計上させていただいている部分

につきましては、新１年生のみの金額と

なっておりまして、新１年生につきまし

ては、当然、他の奨学金、大阪府の育英

会等の奨学金との併用は可能となってお

りますが、現在１年生、２年生で、次に

２年生、３年生になられる方につきまし

ては新しい補助金と、以前、市が実施し

ておりました貸与型の奨学金の併用とい

うのは、認めない方向で考えております。

　この予算上の４０人の根拠につきまし

ては、これまでの貸与型の奨学金の申し

込み、申請をされていた方の中で、この

基準額の範囲におられる方を想定して、

少し余裕を持って４０人ということを設

定させていただいております。

　この３２７万円につきましては、就学

援助の見直し後の額よりも、少し大きい

額になっておりますが、これは生活世帯

構成を高校生がいるものとして、生活保

護の基準表の中から、その額を持ってき

て計算をしておるので、若干高くなって

いるということでございます。

　予算を上回ったときということでござ

いますが、現時点では非常に、どれぐら

いの方が申請されるかというのは難しい

んですけども、一応、余裕は持って計上

はさせていただいてるつもりではおるん

ですけども、そうなったときには財政的
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な観点も踏まえて、財政方とも議論しな

がら、適切に対応してまいりたいという

ふうには考えております。

　次に、保育所関係の待機の観点でござ

います。

　新たな枠組みといいますか、考え方の

部分につきましては、国における保育の

基準を遵守した形の中でというふうには

当然考えておりますし、そのためには社

会福祉法人等が前提になるとは、今の段

階では考えております。

　弾力化の問題でございますが、１１５

％から１２０％、本会議の代表質問でも

答弁がありましたが、確かに年度内に待

機の状況が、かなり今以上にということ

があれば１２０％ということも考えては

おりますが、地域間のやはり需給の違い

であるとか、この１１５を１２０にした

ときの実際に増加できる定員の問題、こ

のあたりを踏まえますと、なかなか抜本

的には解決にはならないのかなというふ

うには考えておりますので、この状況を

見ながら、適切に判断していきたいとい

うふうには考えております。

○森西正委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　こども教育課に

関わります部分につきまして、ご答弁さ

せていただきます。

　まず、こども園に関することでござい

ますけれども、こども園の開設に向けま

しては、べふ幼稚園、別府保育所の職員

を中心に、子どもたちの１日の過ごし方

であったり行事のあり方、また、保護者

会の方々との関係づくり等についても議

論してまいりました。

　また、保護者の方とも、こども園の運

営に関しまして、２３年度も話し合いの

場を持ってまいりました。別府保育所の

保護者の方とは６回、べふ幼稚園の保護

者の方とは７回、また、両方の保護者の

方が一堂に集まっていただいて、べふこ

ども園つながり会議と言っておりますけ

ども、それも現在までに６回開催してま

いりました。

　その中で、保護者の方々の保護者会の

活動内容、また、諸費の徴収方法、教職

員の行事の関わり方等々、いろんなこと

をお話を聞かせていただく中で、また、

職員との話の中でも違いが見えてまいり

ました。

　そういった中、２４年４月に向けて、

例えば諸費の徴収方法であったり、卒園

アルバムの購入方法、また、参観日の土

曜日開催、こういった点につきましては、

一定、保育所、幼稚園の保護者の方のご

理解といいますか、承認を得まして、実

際、確定していったところでございます。

　ただ、混合クラスにつきましては、今

申しましたように、今まで保育所、幼稚

園が歩んできました歴史、また、経過も

ございまして、２４年４月につきまして

は１年間、お互いの保育所、幼稚園が、

同じべふ幼稚園の敷地の中で、こども園

の敷地の中で生活する中で、お互いを知っ

て、また、保護者同士、教職員同士が共

通理解をする中で、来年、２５年４月の

混合クラスに向けて、いろいろな面につ

いて検討していこうということで、今現

在、到達しておるところでございます。

　同じ地域の子どもが、一つの園に来て

いただいております。保育所、幼稚園、

保護者の就労の形態に関わらず、同じク

ラスで運営していきたいという理念は、

市としては持っておるところでございま

す。

　次に、給食でございますけれども、給

食費３，５００円ということで設定させ

ていただいております。

　この３，５００円の設定につきまして

は、市立の保育所のほうで、現在、給食
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を提供しておりますけれども、給食を提

供するには食材にかかります賄材料費、

また、光熱水費、人件費等がかかってま

いりますけれども、その中で人件費と光

熱水費は別といたしまして、賄材料費を

１年間の食数で割りました１食当たりの

単価、ざっと２５０円程度になったんで

すけれども、その１食当たりの単価に、

年間食べていただく食数、１７０食程度

でございますけれども、それを掛けさせ

ていただいて、１２か月で割った金額が

３，５００円という設定をさせていただ

きました。

　この３，５００円の設定につきまして

は、幼稚園の保護者はもとより、別府保

育所の保護者の方につきましても、幼稚

園のほうで給食を提供させていただきま

すよと。費用につきましても、こういっ

た金額を徴収させていただくということ

で、同じ昼食の時間には保育所、幼稚園

の方、どちらのほうにも給食を食べてい

ただいて、食育なりを推進していきたい

という考え方をご説明させていただいて、

ご理解いただいているところでございま

す。

　それと、べふこども園の３，５００円

の給食費が、小学校の低学年に比べて高

いんじゃないかといったご指摘でござい

ますけれども、確かに保護者会の話し合

いの中でも、そういったことも言ってお

られました。これは保育所、こども園と

小学校との食材の納入方法の違いも大き

なものがあります。それと、また食数の

問題もあります。

　小学校では、個々の品物を業者の方々

が、数がそれぞれが多いので、別々に納

品していただいているんですけれども、

保育所では一つの業者が、例えば大根半

分とか、人参半分とか、いろんな細かい

部分が保育所では必要になってきますの

で、そういったそれぞれの園に応じた、

半分ずつとか４分の１とか、そういった

ものを集めていただいて、一つの業者に

納めていただくといった形式をとってお

ります。

　そういったことから金額の設定、経費

にかかる金額というのが変わってきてお

るところでございます。そういった部分

につきましても幼稚園の保護者の方には、

幾度となくご説明をさせていただいて、

３，５００円の金額設定については、ご

理解をいただいているところでございま

す。

　それと、遊戯室の面積の話なんですけ

れども、私もべふこども園の２階にござ

います、おひさまルームを見させていた

だきました。平米数でいきますと、ざっ

と１０４平米ほどございます。従来のべ

ふ幼稚園の遊戯室が１００平米でしたの

で、そのべふ幼稚園の従来の遊戯室より

かは、若干広くなっています。

　ほかの幼稚園については、とりかい幼

稚園、せっつ幼稚園は１２０平米ほどご

ざいますので、若干、べふこども園のほ

うが少ない平米数となっております。

　ただ、奥につどいの広場をする場所が

あるんですけれども、そこに行く通路が

ございます。その通路と遊戯室を結ぶ扉

がございますけれども、その扉を外しま

すと、廊下も巻き込んだ一体的な運営も

できるかなと思っております。その廊下

については２５平米ほどございますので、

園のほうとも協議しながら、その廊下部

分も含めて一体的な、また、効率的な活

用ができるように、努めてまいりたいと

思っております。

　それと、べふこども園の外壁、南面に

ローマ字表記がされているという件でご

ざいますけれども、私どものほうも監理

設計のほうから提案をいただいた中で、
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ローマ字表記、今現在取りつけておりま

すけれども、検討いたしました。

　あくまでも建物の外観の一部として、

また、べふこども園が南面から見たとき

のサインの一つとして、設置できないか

ということで検討する中で、あくまでも

その建物のデザインの一部として設置し

ているところでございます。

　ただ、こども園の正門のほうには、漢

字、平仮名表記で、きっちりと摂津市べ

ふこども園、市立べふ幼稚園、別府保育

所ということを表記しておりますので、

そちらのほうで正式には、表示はさせて

いただいているところでございます。

　それと、保育所の保護者会の活動場所

の件でございますけれども、５時以降、

使えないということで、私もこちらのほ

うの課に来まして、保護者会の方から夜

ですね、保育所のほうを使わせてもらえ

ないかというお話を聞かせていただきま

した。

　どのような形で貸しているのかという

現状を聞かせていただきますと、夜７時

まで保育所はございますけれども、園の

職員がおる間は、その間は当然使ってい

ただいて結構なんですけれども、７時以

降にも保護者会を、７時半から開催させ

ていただきたいと。そういったときには

慣例で、オートロックの最後の戸締まり

のキーと部屋の鍵を保護者会のほうに貸

していたということでございました。

　保護者の方を信頼しないわけではござ

いませんけれども、やはりそういった保

護者会の活動をされているときに、また

何かあればということと、また、土曜日

の開催ですと日曜日を挟んで、園のかぎ

を保護者の方が持ち帰ってしまっている

といった現状から考えたときに、やはり

それは好ましくないんじゃないかという

ことで、近隣の小学校の会議室を使って

いただいて、そこで会議をしてもらえま

せんかということで、保護者会の方にご

説明をさせていただいて、一定ご理解は

いただいております。

　別府保育所であれば、従来から味生体

育館の会議室を使っていただくなど、既

にやっていただいているところもありま

すけれども、他の保育所に関しましても、

近隣の小学校のＰＴＡの会議室であった

り、一般の会議室を教頭先生を通して貸

していただいて、終われば管理人さんに

報告をして帰っていただくといったこと

で、ご利用をいただいているところでご

ざいます。

　つどいの広場でございますけれども、

つどいの広場は市内８か所での開催となっ

ております。小学校区での開設というこ

とを目標にやっております。

　べふこども園、とりかいひがし保育園

で始まりまして８か所になります。残り

の地区については、鳥飼地域、鳥飼西地

域が残ることとなります。身近な地域で

の子育て支援機能の拡充といったことか

らも、残りの２地域につきましても協力

園のほうをお願いして、順次整備してい

きたいと考えております。

　預かり保育の定員オーバーのときの対

応、予算でございますけれども、預かり

保育につきましては、１５名を基本に、

子どもさんを預からせていただいており

ます。

　当初オーバーする場合は、抽せんといっ

た形もとっておりましたけれども、今現

在は、ほぼ１５名前後で推移していると

いうことで、大体申し込まれた方は、受

け入れをさせていただいております。

　対応する職員は、臨時職員１名を２時

から４時の開設時間に合わせまして、そ

の前１５分、後の１５分、プラス２時間

半の時間を、臨時職員として予算化をし
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ておるところでございます。

　就学前教育実践の手引きについてでご

ざいますけれども、手引きにつきまして

は、委員おっしゃいましたように、摂津

の子どもはこうあるべきだとか、こうい

うふうにあるべきだとか、また、こうい

う子どもが大事だとか、そういったバイ

ブル的なものではなしに、小さな子ども

さん、特に乳幼児は、特に一人一人の子

どもさん、発達の差も違います、育った

環境も違います。一人一人の方に応じた

適切な保育や、教育環境づくりが必要と

考えております。

　手引きの中身につきましては、市内の

幼稚園、保育所、公立も私立も含めて、

策定懇談会というメンバーに入っていた

だいておりますけれども、そこで、それ

ぞれの幼稚園、保育所で取り組まれてお

ります実践例、各年齢ごとの実践例なん

かも記載しております。そういった実践

例の中には、こういうねらいで、こうい

う実践をしてますよといったことも盛り

込ませていただいております。

　実際、そういった実践例、指導例も参

考にしながら、それぞれ市内の公立・私

立を問わず、各年齢に応じた保育を実施

していって、そしてまた子どもの姿に合

わせた保育を充実していくために、使っ

ていただきたいと考えております。

○森西正委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは４点のご質問

にお答えさせていただきます。

　まず、特別教室へのエアコンの設置の

考え、計画ということでございますけれ

ども、先ほどからの答弁にもございまし

た劣化による大規模改修や、また、耐震

補強工事等の実施、また、新たな教育課

題の取り組み等をあわせまして検討する

中、数多くの施設整備の課題を進めてい

きますのには、多額の財源を必要といた

します。

　したがいまして、今後も本市の財政状

況の動向も見きわめながら、エアコンの

整備については、今後の課題かと考えて

おりますので、よろしくご理解をお願い

をいたします。

　続きまして、アレルギー除去食につい

ての民間委託校でも同じようにしている

かということでございますけれども、現

在、民間委託しております鳥飼西小学校、

鳥飼北小学校の２校につきましても他の

学校同様、栄養士が配置されております。

他校と同様に、除去食については対応を

させていただいておるところでございま

すので、よろしくお願いをいたします。

　続きまして、中学校給食についてでご

ざいます。

　中学校給食の導入につきましては、先

ほども申し上げました栄養のバランスや

食育、また、学校のカリキュラムや日程

等の影響もございます。先ほどの質問に

もございましたアレルギー食への対応な

ども、さまざまな問題を解決することが

必要であると考えております。

　３月末には一定の方向性をもって、事

業計画を提出させていただきますけれど

も、その後の計画変更も柔軟に対応して

いただけるということで、大阪府と確認

をさせていただいているところでござい

ます。

　平成２４年度には、導入に向けた工程

や給食の内容など、学校や保護者の皆様

方、また、関係者とより深く協議をして、

また、他市の導入の事例なども研究させ

ていただきまして、摂津の中学生にとっ

てよりよい給食となるよう、導入に向け

て進めてまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

　続いて、卒業式、入学式での校門への

国旗の掲揚について、施設管理者の立場
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としてお答えさせていただきます。

　公共施設に国旗を掲げることは慣習や、

市民、また施設管理者の国旗を尊重する

考えがございます。法的には庁舎等の管

理権が考えられるものと思っております。

　今回、卒業式、入学式に校門に国旗を

掲げますのは、両日とも子どもたちの人

生の門出や新たな出発、健やかな成長を

保護者や校区の方々とともに祝い、喜ぶ

日でもございますので、施設管理者とし

て祝意を表するため、掲げるということ

でいたしたものでございます。

○森西正委員長　若狭課長。

○若狭教育政策課長　教育政策課に関わ

りますものにお答えいたします。

　まず、就学前教育実践の手引きに関連

した、小中一貫教育実践の手引きについ

てのご質問でございますが、本手引きも、

こうあるべき姿というようなものを示す

ものではございません。これまでの本市

の小中一貫教育の取り組み、組織をまと

めまして、今後の方向性を示したいなと。

　具体的には、各中学校区でそれぞれ取

り組んでおります実践事例を、できるだ

け多く掲載したいなと考えております。

現時点でも各中学校ブロックで、教職員

の合同研修会を実施しております。ある

いは中学校区によりますと、算数科と数

学科の合同研究会、そういうようなもの

を開催している中学校区もございますの

で、各中学校区の実践事例をできるだけ

多く掲載して、その取り組みを他校、他

中学校ブロックにも広げていければなと、

そういう意味での手引きでございます。

　それから他府県等にございます施設一

体型の小中一貫校、こういったものを考

えているのかというご質問でございます

が、現時点では、そういった施設一体型

の小中一貫教育は考えておりません。

　２点目、中学校の部活動振興相談員の

ご質問でございますが、本来的に部活動

の編成、運営は、学校が行うものでござ

いますので、相談員は各校の各校区での

情報収集、情報の整理を行いますが、部

活動の顧問の相談窓口、それから学校間

の調整、そういったものを考えますと、

この振興相談員ですが、部活動顧問の経

験を有する教員ＯＢを配置する予定でご

ざいますので、コーディネーター的な要

素は、かなり大きくなるのかなと考えて

おります。

　それから、方向づけが、どれぐらいの

期間でできるかというご質問でございま

すが、内容から考えますと、短くても１

年から３年ぐらいかかるものではないか

なと。一たんでき上がったものも、また

その実態に合わせて微調整も必要でござ

いますし、新任教諭が毎年配置されるこ

とから考えても、部活動の顧問の相談と

いう体制は、ずっと続くのかなというふ

うにも考えております。

　３点目、学力調査の件でございます。

　過度な競争やランクづけ、これは教育

的によくない、その根拠をということで

ございますが、過度な競争、あるいはラ

ンクづけに終始してしまいますと、調査

の目的から逸脱した方向に進むのではな

いかと考えます。

　子どもたち、あるいは学校の授業改善

といった取り組むプロセスよりも、平均

正答率といった数値、結果にのみ意識が

いってしまうと、短絡的な対応になって

しまうのではないかなと。

　本来、学力調査は、個人あるいは学校

にとって、何が課題であるのか、どんな

問題が解けないのか、どういった誤答な

のか。そういったところから授業改善等

を重ねてまいりましたし、この間も、そ

ういった成果があらわれてきております。

　ところが、結果だけにとらわれますと、
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取ってつけたような、平均点そのものを

上げるテクニック的な時間を、実施前に

十分使ってしまうのではないか。年間指

導計画から逸脱したような授業になって

しまうのではないか、そういったおそれ

もあります。

　また１回目のご答弁で申し上げました

が、子どもたちも個人の頑張り、取り組

みではない学校の平均正答率、あるいは

市の平均正答率、そういったもので間違っ

た優越感、あるいは間違った劣等感です

ね、こういったものを持たされてしまう

のではないか、そういった心配がござい

ます。そういう意味からも過度な競争、

ランクづけについては、教育的によくな

いととらえております。

　それから個票ですね、２４年度の大阪

府学力・学習状況調査の個票、児童生徒

に返す個票に学校の平均正答率、市の平

均正答率、府の平均正答率が掲載されれ

ば、それをかき集めて市町村のランクづ

け、あるいは学校のランクづけが行われ

るのではないかといったご指摘でござい

ますが、実施要領については、一覧表の

公表はしないと明記されております。

　それから、あわせて示されました個票

でございますが、この間にも教育長協議

会を通した要望等にあわせまして、個票

は一定改定されてきております。実施要

領の内容に沿ったものでございますが、

例えば現時点での改定されているものは

府の平均、市の平均は個票には載せない。

別のリーフレット等で参考いただくとい

うことで、個人と学校のものだけ掲載す

る。というふうに考えれば、引き続き改

善の要求は受け付けるものではないかと

考えておりますので、現時点では実施要

領に従って個票の改善要求も含めまして

検討を続けたいなと考えております。

○森西正委員長　野本課長代理。

○野本教育政策課長代理　教職員の勤務

実態の把握につきましてご答弁申し上げ

ます。

　本市では今年度より教職員に１人１台

支給いたしましたパソコンとエクセルの

表を用いた自己申告の方法及び、校長の

状況の観察により、勤務時間管理者であ

る校長が教職員の勤務実態把握や指導、

助言を行い、健康安全管理に努めており

ます。

　教育委員会といたしましては、校長へ

の聞き取りを数回行い、各校の教職員の

勤務実態の把握に努めております。本市

の教職員につきましても、生徒指導等に

追われ、経験の浅い者を中心に、夜遅く

まで勤務している状況がございます。

　また、先ほど委員がおっしゃられたよ

うに、教頭につきましても非常に多くの

業務を抱え、早朝より夜遅くまで勤務し

ている者が多くおります。ちなみにこの

勤務時間管理につきましても、教頭が勤

務時間管理員として集計を行っておりま

す。

　これにつきましては実施要綱により教

育長が必要に応じて集計表の提出を求め

ることができますので、教育委員会とし

ましても、初年度の実態把握を行うとと

もに、校長の実態把握、それから指導、

助言の状況につきまして把握に努め、必

要に応じて指導や対応を行ってまいりた

いと考えております。

○森西正委員長　北橋課長。

○北橋児童相談課長　スクールカウンセ

ラーについてのご答弁を申し上げます。

　スクールカウンセラーは現在週１回、

小学校では市費スクールカウンセラー、

中学校へは府費のスクールカウンセラー

を全校配置しております。児童生徒、保

護者、教職員へのカウンセリングや、校

内いじめ・不登校対策委員会のメンバー
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として、ただ相談業務を行うだけではな

く、校内を巡回して児童の様子を観察し

たり、家庭訪問等を通して保護者の相談

に応じたりという対応をしており、校内

の中に心理の専門家がいるということは、

教職員や保護者、児童生徒にとって大変

心強い存在でございます。

　長期にわたる相談やより専門的な相談

が必要な場合は、教育センターのほうに

つないでいただいたり、家庭児童相談室

につないでいただいて、学校と連携しな

がら、保護者、児童生徒への支援を行っ

たり、また緊急対応時には学校のほうに

センターより臨床心理士を派遣いたしま

して、複数での対応等をしております。

　今後も教育センターと学校との連携を

強めて、丁寧な対応をしてまいりたいと

思いますので、増員については現在のと

ころ考えがございません。

○森西正委員長　撰田課長。

○撰田教育推進課長　武道に関するご質

問にお答えいたします。

　武道は、柔道、剣道いずれにいたしま

しても安全面は非常に重要で、大きな課

題であるというふうに考えております。

武道におきましては伝統的な行動の仕方

を守る、それから礼に代表されるような

伝統的な考え方を理解し、相手を尊重す

ることが求められております。

　したがいまして、授業におきましては

身体動作などの基本動作や、またその意

味を教えることにより、子どもたちがそ

れらを知るということが大きな目的の一

つであるというふうに考えております。

　ですので、武道家を育成するような内

容のものではなく、歴史ですとか立礼、

座礼を教える、それからあるいはＤＶＤ

など鑑賞の機器を使いまして、専門的な

ものを見せることにより教えるだとかと

いうようなことが授業の内容になってく

るというふうに思っております。

　また、先ほどの乱取りというのがあり

ましたけれども、実技を行う中で自己の

感情をセルフコントロールさせるような、

そういう授業づくりも大切でありますし、

また道具や施設面の安全確保も大きな要

素だというふうに考えております。

　これらのようなことを検証を続けるこ

とにより、武道嫌いをつくることなく、

安全に実施できるようにということで今

後も進めてまいりたいというふうに思っ

ております。

○森西正委員長　池上参事。

○池上生涯学習部参事　旧教育研究所に

関する２回目のご質問にご答弁申し上げ

ます。

　摂津の郷土の歴史を伝える埋蔵文化財

や農具、民具を展示し、一般公開するこ

とは、郷土愛を育む一助になるとは考え

ておりまして、今後も常設の管理人を配

置しないで、短期的、１週間程度の年間

数回の展示会の公開を考えてまいりたい

とは考えております。

　建物としましては、福祉活動拠点との

複合施設的な活用を考えておりまして、

教育委員会としましては、郷土資料館で

はなく、郷土展示室としての活用を考え

ており、今後は福祉関係課と地域での利

用・活用等の共存が、お互いにどのよう

な取り組みが可能なのかを協議を行って

まいりたいとは考えておりますので、ご

理解をいただきたいと思っております。

○森西正委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　私のほうから、公

民館の耐震診断についてのご質問にお答

えさせていただきます。

　ご存じのとおり、公民館は避難所とし

て指定されておりまして、２４年度の市

の方針といたしまして、避難所は優先的

に耐震診断を行うということで、今回、
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別府公民館、千里丘公民館、新鳥飼公民

館の耐震診断をさせていただくという予

定にいたしております。

　それで、別府公民館につきましては、

地元の方から建て替えのご要望があると

いうことはお聞きいたしております。し

かしながら、教育委員会としてこの建物

を、公民館の中では別府公民館は一番古

い築年数の建物でございまして、公民館

として建て替えをするとするならば、別

府公民館ないしは千里丘公民館であると

いうふうには考えておりますけれども、

ご質問にあります建て替えを予定してい

る建物というふうには考えてはおりませ

ん。

　それで、来年度耐震診断を行いまして、

その結果いかんによりまして、耐震性が

ないということになりましたら、安全上

のこともありますので、修繕によって耐

震工事を原則的にはやらせていただきた

いというふうに考えております。

　ただ、先日の本会議で建て替えを想定

されてます鯵生野団地の土地の利用につ

いては白紙という市長の答弁もございま

した。そういった関係で、この先どうな

るか、そのところは未定でございますけ

れども、もし何らかの市として方針が出

て、そのような建て替えも視野に、選択

肢ということになればそういうことにな

るとは思いますけれども、原則といたし

ましては、同じ築年数で建っております

義務教育施設が耐震工事を行っておりま

すので、公民館につきましても古い建物

であるからといって、耐震工事をしたか

らといってもたないということはないと

いうふうに考えております。

○森西正委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　幾つか要望しながら３回

目に入りたいと思いますが、扶助費関係

については、医療費助成については引き

続き充実を図るよう国に強く求めつつ、

国や大阪府ですね。大阪府の通院の助成

というのは全国的にも非常に低くて、２

歳までしか、都道府県として援助してい

ないという都道府県というのは少数派な

んですね。都道府県としても大阪府に申

し入れをする、国に対しても申し入れを

しつつ、摂津の子どもたちの医療の、子

育てをする上でお金の心配が要らないよ

うに、どの子も医療が受けられるような

環境をつくっていただきたいと要望して

おきたいと思います。

　ひとり親家庭については、水道減免に

ついて経済的な負担はふえます。母子自

立支援員は決して無駄なものではないで

すし、充実、増員というのを図ることは

大事だと思いますが、まずは経済的な状

況を援助しつつ、そういった自立に向け

た援助というのもやっぱり同時並行的に

必要なものではないかなというふうに思

います。

　減免によって５２９万円削減しながら、

母子自立支援に２６３万円というところ

でも、これシフトと言いながら、就学援

助金のほうでもそうですけども、丸々そ

の金額が充実のほうにシフトしているか

というとそうではなくて、やはりそこに

行革、経費の削減というような考え方が

やっぱり横たわっているんだなという思

いをしておりました。

　その点、母子自立支援員についてはそ

の機能ができるように充実を図っていた

だきたいですけども、ひとり親家庭への

経済的な水道料金の減免がなくなること

について、何らかの経済的な補完的な援

助ということも検討するべきではないか

なというふうに思っております。それは

一度考えていただきたいと思います。要

望にします。

　就学援助金制度であります。基本的に
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義務教育は本来無償であるけれども、い

ろんな費用がかかってる現実問題があっ

て、じゃあそれをすべて市町村が全部援

助しなきゃいけないのかというと、やっ

ぱり本質的には違うんですよね。国のほ

うが責任を持つべきものだと思います。

　ただ、国のほうがなかなか進まないか

ら市町村、都道府県がいろいろな努力を

すると。それがまたまちの特徴にもつな

がってきている。場所によっては給食費

も無料にして学校に通って、食べる給食

も無料で提供しているという市町村もあ

りますよね。そういった観点から行くと、

摂津市というのはある意味、府内の自治

体の中でも認定率は突出しているとおっ

しゃいますけど、これは決して恥じるべ

きものではなくて、頑張ってきたもので

ありますし、それを流れの中で特徴を削

るということについては非常に残念なこ

とだと思っております。そういう見解を

述べておきたいと思います。

　それから、クラブ活動が、入っている

人、入っていない人がいるからという点

もありますけども、現実問題はどうなん

でしょうかね。中学校のクラブ活動参加

率というのは、８割、場合によったら９

割近くまで上がってきていると。部活動

の問題というのが顧問の問題とかありま

すけど、その問題が起きるというのは、

子どもたちが部活動により積極的に参加

しているあらわれでもありますし、現実

問題、経済的な問題で部活動に参加でき

ないというような子どもたちもひょっと

しているのではないかと。部活動をする

ことによって、道具を買う費用というの

もかかってくるわけですから、そういっ

た点で援助をしていくという点では、就

学援助金の制度をよりもらっている人に

対して手厚い扶助をということであれば、

学校教育の中でも大事な、しかもほとん

どの子が参加する、もしくは参加したい

と思っているようなものにも目を向けて

いく必要があると。入っている人、入っ

てない人というところで排除すべきでは

ないと意見を申し上げておきたいと思い

ます。

　就学援助金制度の認定基準の引き下げ

については、私は反対だということを申

し上げておきます。

　私立高校の奨学金の制度については、

認定基準、ここにも所得制限が出てきて

おりますけれども、予算の関係でこの基

準に適しているのにもらえないというよ

うなことは、ゆとりがあるというふうに

おっしゃってますけども、万が一多くの

方が申請してきて、基準に合うのであれ

ば、これはすべての人が当然受けられる

べきものでありますので、そういった姿

勢で臨んでいただきたいと思います。

　いや、そういう姿勢ではちょっと困り

ますということであれば答弁ください。

それはできませんと、ここから線を越し

たら抽せんですとか、まさかそんなこと

はないと思うんですけど、そういうこと

であるなら言うてください。

　それから、保育所の待機児等の問題に

ついては、困難な問題ではあると思いま

すけども、保育に欠ける子どもの保育を

するという行政の責任を果たすために、

しかも保育の環境を悪化させないという

形での検討をしていただきたいというこ

とを要望しておきたいと思います。

　こども園ですけども、本当に苦労され

ておられると思いますし、数多く保護者

会の方々とも話し合いをされていってお

られるんだなというのは伝わってきます。

　ただ、長年この幼保連携、幼保一体と

いうのは、もう早くから、平成１９年ぐ

らいからですかね、幼保連携の協議会を

つくられたりしてこられました。実際に
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幼稚園の先生と保育所の先生とが一緒に

なって準備をされたり、一緒に研究をさ

れたりとかされてきた中で、一番身近な

子どもたちの様子とか、保護者との関係

という点で、この時点になっていろんな

ことが噴出してくるというのもちょっと

残念な気もしますし、それだけ違う形態

のものを一つにしようということになる

と、やっぱり相当無理なものをくっつけ

ようとしているわけで、困難があると思

うんですね。

　ただ、スタートさせるわけですから、

しかも摂津の就学前の子どもたちに一体

的にという理念のもとですので、経済効

率であるとか、さまざまな制約の問題で

理念を後継に追いやらないような、粘り

強く、合意と納得のもとで進めていただ

くことをぜひお願いをしておきたいと思

います。

　遊戯室の問題もべふ幼稚園が１００平

米ですか、こども園が１０４平米。でも

子どもの数が倍になりますもんね。保護

者の数もふえてきております。最近は保

護者の観覧というんですか、参観も非常

に多くなってきて、その辺ちょっと心配

がありますし、安全上の問題も出てくる

かと思います。もう少し事前にもう少し

チェックができなかったのかなというよ

うな思いもしているわけですけども、安

全の面、それから廊下を活用してという

ことでありますのでその辺の工夫、それ

から改善できるようなことがあれば、例

えば廊下との壁を可動式でとれるような、

オープンスペースができるというふうな

改善ができるんであれば、そんな工夫も

していただきたいなというふうに思いま

す。これは要望にしておきますので、検

討をぜひしていただけないでしょうか。

お願いします。

　保護者会の会議の場所なんですけども、

園の管理上の問題というのはわからんで

もないんですけども、私はやっぱりＰＴ

Ａにしても、保護者会にしても、自分の

子どもが通っている施設、園とか、学校

に行って、その場所で学校の先生や幼稚

園の先生、保育士さんと話したり、親同

士が話したりすることによって、子ども

が通っている園や学校に関わっているん

だと。そこに初めて一緒に子育てしてい

こうというふうに、同じベクトルで頑張

れるんだというものがつくられていく大

事なことだと思うんですね。自分の保育

所じゃないところで会議を持つ。たまに

はあると思いますよ。ＰＴＡでも１０時

過ぎてもまだ積み残しのことがあれば、

近くのコンビニの前の明るいところに行っ

てそこで立ち話で打ち合わせするという

ことまでやっぱり保護者の人たちという

のはやっているわけです。たまにはそう

いうことがあるにしても、日常的に７時

でということであれば、保育所のお父さ

ん、お母さんたちが仕事を終わって駆け

込んできて、そこからの会議になれば、

もう最初から保育所での会議というのは

排除されてしまうんではないかなと思う

んですね。

　会議をするのは毎日会議をするわけで

はないわけで、一定人を配置するなり、

工夫をして、保育所の中で少なくとも定

例の会議ぐらいはやれるようなことをす

る必要があるんじゃないか。すべきでは

ないかなと思いますけど、見解を、その

辺の考え方を伺います。

　つどいの広場については、鳥飼と鳥飼

西の地域ではまだないということであり

ますが、段階的に進めてください。お願

いします。

　預かり保育、エアコン等につきまして

は、預かり保育については人の体制、臨

時職員を配置してということでございま
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すので、人とかいうのが少ない人数で、

今いる人数で回すというようなやり方で

はなくて、きちんとした人的配置をする

ということですので、そのような形で進

めていただきたいと思います。

　エアコンについても、次々と教育施設

劣化の問題が出てきておりますが、エア

コンのまだ未設置の教室等についても、

それはそれとして検討もしていただきた

い、考えていただけたらなと思います。

これは検討課題として要望しておきたい

と思います。

　就学前教育の実践のことについてであ

りますが、こうあるべきというものでは

ないということであります。この手引き

がひとり歩きしていかないような形で運

用をしていただけたらなというふうに思

いますので、要望にしておきます。

　小中一貫についても、実践例をお知ら

せする中身だということと、それから小

中一貫校とはまた別のお話だと、小中一

貫校は考えていないということですので、

引き続き小学校、中学校の連携を密にし

ていただけたらと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。

　それから、相談員さん、学校安心サポー

ター、スクールソーシャルワーカー、学

校部活動の助成事業での嘱託員さんの配

置等、学習とはまた別の部分で、生活の

分野でやっぱりきちんとした人的配置を

していただいているという点は、私は非

常に評価していいところだというふうに

思っています。配置されれば必ず役に立

ち、さらにもうちょっと増員してほしい

というふうな要望も次々と出てくるよう

な分野もあるかと思いますけれども、学

校の先生だけでなく、または問題のある

子どもだけの問題にせずに、一緒に地域

も含めて、学校全体でチームでいろいろ

取り組んでいくという姿が、やっぱり子

どもたちにも必ずいい影響があるのでは

ないかなというふうに思ってて、そうい

うことを考えると、やっぱり大阪府が進

めている教育基本条例の中身、強制と統

制で学校を運用していく、それから先生

も規則で縛る、罰則で縛ったり、それは

子どもにもそのまま伝わっていく。学力

テストの点数によって優越感を得たり、

劣等感を得るけども、優越感を得た人は

優越感を得た人、劣等感を得た人は自己

責任という形で切り捨てられかねないと

いうふうな方向性に非常に危惧を感じて

います。

　先ほども過度の競争、ランクづけにつ

いてやっぱりこういうことが問題がある

んじゃないかなというお話をしていただ

いたんですが、私も全く同感であります。

そういう点では十分、不十分はあるかも

しれませんし、意見の違いは多々あるか

もしれませんけども、人よりも点数がよ

ければいいとか、人よりもちょっと頭が

ぬきんでればいいというようなことで、

本当に学力がつくというのはもう一切な

いというのは当たり前のことだと僕は思っ

てるんですけども、そういうようなほう

に走らないように、教育基本条例、今度

名前がちょっと二つに分かれてますけど

も、その流れにくみしない、市教育委員

会としての独自性と、これまで追求して

きた理念を生かしてもらうようにしてい

ただきたいと思うんです。

　やっぱり人と人とのつながりの中で、

人を育てるという大事な部分を堅持して

いただきたいということを思ってるんで

すが、その点については教育長、少し見

解を、今大阪で吹き荒れている教育基本

条例の流れ、学校別の点数の公表にはなっ

てませんけど、事実上は個票に幾ら載せ

る、載せないと、違う形で表現しても、

表に出ればこれはランクがつきますから、

－51－



必ずそれはつながっていってしまいます。

そういう点ではこれまで教育長がお話さ

れていた中身からいっても、逆のやり方

になってくると思いますので、その点の

お考えをお示しください。

　そのほかは、学校の先生たちの勤務実

態についてです。勤務実態がどうなのか、

パソコンで打ち込む自己点検と、校長先

生の観察ということですけども、やはり

子どもたちを前にして、どうしてもやっ

ぱり先生たちも無理される、ほっとくわ

けにいかないから頑張ってしまう面とい

うのはあるんだと思います。それは市の

職員でも同じことだというふうに思いま

す。

　やはりきちんと物理的に時間を保証し

てあげるということは大事なことで、そ

ういう点で人的な保障もされているんだ

と思うんですけども、やっぱり先ほども

勤務実態調査の中で、教員と保護者の方

に意識調査をされている結果がありまし

て、忙しさや負担感を解消するために必

要なことということで、一クラス当たり

の子どもの数を減らしたり、教員を増員

し、担当する授業時間を減らすなどをす

るということを求めてるのは７６％とい

う数字があるんですね。

　また、教育委員会や他の行政機関から

の調査などを精選して、選んでですね、

業務の合理化を図る。我々議会がこうい

う資料を出してくれというと、現場に行っ

てまた資料づくりに時間をとられるとい

う、そういうジレンマもあるのかもしれ

ませんけども、そういう仕事の精査とい

うのも必要になってくるのかなというふ

うに思います。

　その点について、実態把握は実際にや

られるのかどうかと、その仕事の時間を

しっかり確保してあげられるという点で

の物理的な配慮という点でお考えをお示

しいただきたいと思います。

　あと施設面については、安全管理につ

いてきちんとしていただきたいと、これ

はもうこの１点です。よろしくお願いを

したいと思います。

　給食については、中学校給食をできる

だけ早くお示しをいただきたいと思いま

す。民間委託が摂津の場合２校あります

けども、今は摂津市がきちんと給食の理

念に基づいて民間委託の業者さんとも連

携をとって、ここにも少し偽装請け負い

という話も関わってくるので難しい話な

んですけども、やはり市のメニュー、市

の調理方法、段どりで安全で安心な給食

をということでやっておられるからこそ、

アレルギー除去食の対応もしっかりとで

きるんではないかなというふうに私は認

識しております。そういう点での公的な

給食に対する責任で、これはやはり中学

校の給食にも言えることだと思いますの

で、そういう観点からもよりあるべき中

学校給食に向けての検討をお願いしたい

というふうに思います。要望します。

　定着度テストについては、まだいろい

ろ工夫をされて、大分個票についても改

善が図られているとは言いますが、どん

なにいろいろ工夫しても、出ればランク

ができますよね。やはり教育的によくな

いとわかっているものについて、そうな

るという可能性があるものについて、やっ

ぱり参加すべきではないと思いますので、

これもあわせて教育長のほうから確認し

たいと思います。

　個票がまだ引き続き改善が図られない

んであれば、個別の学校ごとのランクが

できるような材料が表に出るというふう

な状況であれば、参加はもうやめるのか

どうかですね。その点をお願いいたしま

す。

　武道の必修化について、いろいろ不安
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の声もありますし、危険な面もあります。

一方で、危険なものをすべて子どもから

取り上げるということ自体も、それはそ

れでまた一つ違うのかなというような思

いもするわけですが、少なくとも事故が

この２８年間で１１４人も柔道で死亡し

ているということですね。体育の授業だ

けではないと思うんですけども、部活動

とかでもあるとは思うんですが、そういっ

た危険を伴うものとして、授業のあり方

とか、それから武道の経験の浅い人への

フォローであるとかいうのをきちんとし

ていただきたいなと思います。よろしく

お願いします。

　国旗掲揚、祝日に校門に立てると、地

域の皆さんと。地域の皆さんというのは

一体どういう地域の皆さんなのかとも思

います。もちろん立てて祝意をあらわさ

れる方もいらっしゃいます。現に祝祭日

に家の前に日の丸を掲げられるおうちの

方もいらっしゃいますし、そうでないお

うちもあって、祝意を示す方法というの

は、いろいろ個別にあると思います。

　地域により、対象が地域になればなる

ほど、いろんな価値観の多様性を認めて

いくのが本来あるべき姿であって、しか

も子どもたちを育て、教育していくよう

な、豊かで強制や統制になじまない学校

の校門に立てられるということについて

は、違和感があると申し上げておきます。

　図書館、公民館については、わかりま

した。結構です。

　文化財についても、地域福祉拠点との

連携といいますか、よく話し合いをして

いただく中で、どちらも生きるような検

討をしていただきたいと。ただ、倉庫に

なってしまうようなことにならないよう

に要望しておきたいと思います。

　申しわけないです。一つ、抜けており

まして、全然違うことだけ、確認で聞き

たいことがあって、忘れてたんですけど

も、原発の事故が起きてから、原子力に

対する不安が大きくなっています。その

中で、原発事故が起きる前からですけど

も、学校の中で原子力について学ぶ副教

材というのがあると聞いているんですね。

　その副教材は、実はその原発事故が起

きる前からこれまでの安全神話に基づい

た原発によって利益を得られるような団

体の方々が、原発は安全だよということ

を子どものうちから教育していこうとい

う意識が満ちあふれてるんじゃないかと、

私は思うんですけどもね。

　今、あの事故が起きてから原発に対す

る意識が大きく変わってる中で、それで

もなお、事故後にもその原発の問題を安

全だという中身で知らせる副読本という

のが普及されてると聞いてるんですけど、

摂津市でそういった原子力安全教育の副

読本というのが普及されているのかどう

かを教えていただきたいと思います。

○森西正委員長　それでは答弁お願いし

ます。

　馬場教育次長。

○馬場教育次長　先ほどの、保育所の施

設の管理上の鍵の取り扱いの件なんです

けれども、実は今回こども園をするに当

たりまして、幼稚園であるとか、小学校

であるとかいう部分と保育所の、いろん

な違いが出てきた部分の一つでございま

した。

　私も担当からこの件について相談を受

けました。私もやはり、公の施設の鍵を

個人に託すのは、これは非常にイレギュ

ラーであるという判断をいたしました。

ですから、そういうことは是正してもら

おうと、保護者に説明をして、やはり我々

は、市民の税金で預かっている公の施設

を管理している上、今までそういうふう

に利便を与えてましたけれども、やはり、
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今後は一定そういうことをわかっていた

だいて、是正していただきたいというこ

とを担当のほうに話をしてもらって、一

定ご理解いただく中で、しかしご不便も

あるということを我々もわかりましたの

で、近くの公共施設の部屋を確保するの

も私たちの仕事だと思いましたので、担

当課長のほうは学校等と話しまして、近

隣の小学校が使えるように、こちらとし

ては配慮させていただいたということで

ございますので、その中で、保護者の方

は一定ご不便になるかもしれませんが、

やはり財産管理という観点からご協力い

ただいて、今日まできてますので、こう

いった形で経過があったということだけ、

ご理解をいただきたいと思います。

○森西正委員長　前馬次長。

○前馬次世代育成部次長　それでは教員

の多忙な状況の中での実態把握の今後と

物理的な配慮に関しましてのご質問にご

答弁申し上げます。

　実態把握につきましては、先ほど課長

代理が申し上げた各学校で行っている調

査を、今後も引き続き行ってまいります。

　また、教員の勤務実態について、何か

問題がないか。さまざまなヒアリングを

校長に対して、行っておりますが、その

ヒアリングを通して、より実態の把握に

努めてまいりたいと思っております。

　なお、物理的な配慮につきましては、

一点は義務標準法の改正。国は、８年間

かけまして、小中学校の少人数学級の実

現についての案を示しておりましたが、

現実には義務標準法の改正は小学校１年

生のみにとどまっております。早期の実

現につきまして、教育長協議会等で要望

しておりますが、今後も要望を続けてま

いりたいと思っております。

　また、教員の仕事がややもすれば、個

別で問題事象に対応しているとよく言わ

れておることも事実でございます。その

ような中で、組織的な対応ができるよう、

現在もさまざまなサポーター、非常勤職

員等配置しておりますが、有効に活用し

まして、より有機的・機能的に、職員が

問題解決に当たれるよう図ってまいりた

いと思っております。

○森西正委員長　それでは、原子力を学

ぶ教材の件ですけれども、それを答弁で

きますでしょうか。

　撰田課長。

○撰田教育推進課長　原子力について学

ぶ副読本についてですが、現在、全学年

分申し込んでおりますが、まだ届いてな

い状況です。

　中身につきましては、事故により、放

射能とかが漏れたというような記述はご

ざいますが、それ以上の詳しい内容は載っ

ていないというふうに聞いております。

○森西正委員長　和島教育長。

○和島教育長　教育基本条例に関わるご

質問でございますけれども、この問題に

つきましては、先般の代表質問の中でも

基本的な考え方についてはお示しさせて

いただいたところでございます。

　そのときもお話ししましたけれども、

ご承知のように、教育基本条例は、現在

教育行政基本条例案と府立学校条例案の

二本立てになって、現在府議会で審議を

されている状況です。その中身につきま

しても、教育行政のあり方や、大阪府教

育委員会と市町村教育委員会の連携など、

私も十分議論していかなければならない

問題だと思っております。

　それで、ずっとこの流れを見ておりま

したら、やはり、今の教育基本条例につ

きましては、条例を制定して職務命令と

いうかたちで物事を進めていこうとして

いるのが、基本的な姿勢にあるんじゃな

いかと思っております。私はそれにはや
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はり違和感を持っております。

　先般、管理職研修を臨時で開きました

けれども、そのときに、ダイキン工業の

副社長の川村群太郎さんにお越しただき、

ご講演いただきました。ご承知のように、

川村さんは去年１２月まで、大阪府教育

委員会の教育委員をされておられました。

　その中で、いろんなお話をお聞きしま

したけれども、やはり川村さんのお話を

聞いておりましても、企業においても、

社員を指導していくとか、学校であれば、

私たちが教職員を指導していく場合には、

やはり性善説をとるべきだろうというお

話でした。職務命令で処分をちらつかせ

て指導していくんではなくて、やはりそ

こには信頼関係。企業であれば、企業側

と社員の方との信頼関係。私たちで言え

ば、教育委員会事務局、管理職と、教員

との信頼関係の中で、問題点を指導して

いく。粘り強く指導していく。そのこと

によって、摂津の教育をよりよいものに

進めていきたいと考えています。私も、

すべてが今の現状に問題がないとは決し

て思っていません。多くの課題を抱えて

いますから。その課題解決にはやはり川

村さんもおっしゃってましたように、信

頼関係を築く中で、粘り強く進めていく

ものだ、そのように考えております。

　それと、個票の取り扱いの問題につき

ましても、先般の都市教育長協議会の中

でも、説明を受けました。それで先ほど

来、課長のほうからも今の状況を説明し

ておりましたけれども、確かに私たちが、

その都市教育長協議会の説明会の中で聞

いた個票の中身と今示されているものと

先般示された中身は若干変わってきてい

ます。

　そして先般の説明会の中でも多くの教

育長から、問題点、こんな問題があるん

じゃないか、こういう場合はどうするん

だとか、いろんな意見が出ました。極端

な例を言えば、個票にある学校別とか、

そういうところについては墨で塗りつぶ

していいのかとか、いろんな意見が出ま

したけれども、やはり先ほど答弁してま

すように、なお改善に向けて協議を進め

て、そして最終的には教育委員会会議の

中で、この実施要領で受けるのか受けな

いかという最終判断をしていきたいと、

そのように思っています。

○森西正委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　個票の問題で、まだ結論

ではないということでありますので、そ

こはきちんとどこが守るべきものなのか、

どこが大事なのかという観点で、理念に

基づいて自主性を発揮していただきたい

ということだけ言っておきたいと思いま

す。

○森西正委員長　暫時休憩します。

（午後３時　６分　休憩）

（午後３時３９分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　大澤委員。

○大澤千恵子委員　文教常任委員会の質

問をさせていただきます。

　現在、大阪維新の会が提起した基本条

例案、先ほどもお話が出ておりましたけ

れども、２３日までにこの大阪府議会で

大きな焦点として今、議論されている真っ

最中だと思います。こちらの基本条例は

一部修正されたこの基本条例が提案され

て、当初文科省のほうで、違法性の指摘

ということもありましたけれども、首長

は教育委員会と十分協議の上で教育振興

の基本計画を目標するということも含め

て作成するということで決着はつきまし

たけれども、教育委員会と首長の権限区

分が守られているかというのは、今のと

ころわかりません。

　しかし、今回問われているのは、教育
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委員会が民意を反映しているかどうかと

いうことだというふうに思います。言い

かえれば、どれだけ地域に密着している

かということであると思います。

　教育委員会が民意を反映した教育行政

を行うために、レイマンコントロールと

いうのがありましたけれども、この民意

を反映するためには、日常的に保護者や

地域住民が、学校教育に参画する。こう

いった状況をつくって、先ほど教育長が

信頼関係ということをおっしゃっており

ましたけれども、地域住民とも、保護者

とも学校教育の信頼関係を高めていくこ

とが、非常に大切ではないかと思ってお

ります。

　今回、大阪維新の会が提案した教育基

本条例案。これはまさに信頼がなくなっ

た状態であるのではないかというふうに

思っているわけでございますので、こう

いったことを非常に大切に考えながら、

これから保護者また地域の方々と信頼関

係を深めていく教育行政を行っていただ

きたいなというふうに思っております。

　昨日、東日本大震災から１年がたちま

した。子どもが学校にいる時間というの

は大体年間で約５分の１、５分の４は家

庭・地域にいるわけです。こういったこ

とからも、家庭・地域と連携をして、子

どもたちの命を守っていくということが

非常に大切ではないかなというふうに思

います。

　これを踏まえまして、今回、文教常任

委員会で質問させていただきます。

　まず、予算概要に従って、順次質問さ

せていただきます。

　安藤委員の質疑と重なりまして、もう

わかったところは削除して進めていきた

いと思いますので、よろしくお願いいた

します。

　まず、１０６ページの児童相談課、教

育相談事業について。こちらのほうが、

不登校等の教育相談や心理治療に要する

経費ということでございますけれども、

この教育相談事業が約４００万円増とい

うことになっていると思います。これは

平成２２年度の決算概要に基づいて約４

００万円ふえておりますけれども、これ、

実際に不登校の教育相談や心理治療に関

する相談業務はふえているのかどうか。

またそれに対応して、どのようなことを

されているのか、お聞かせいただきたい

と思います。

　それから、その下の適応指導教室事業

でございます。これは平成２２年度の決

算のときもご質問させていただきました。

これに関しましては、報償金の部分が大

学の１０月以降に人がいないということ

で、ご答弁いただきましたけども、この

あたり、今回約３０万円減ということで、

これ執行率５０．８％でしたけれども、

このあたりの努力・工夫、こういったも

のをお聞かせいただきたいと思います。

　続きまして、１０８ページ。安心でき

る学校の居場所づくり推進事業。これは

新規事業でございます。先ほども安藤委

員がご質問なさってましたけれども、こ

れに関しまして、もう少し詳しくご説明

をしていただきたいと思っております。

サポーターが１０人ということは、お聞

きしましたけれども、実際もう少し、中

身のほうをお聞かせいただければと思い

ます。

　それから、二つ下の特別支援教育推進

事業。こちらでございますけれども、こ

れは、特別支援ということで、前回もこ

の２２年度の決算のときに、私、質問さ

せていただきましたけれども、今回約１

０万円ふえております。これに関して、

この約１０万円ふえているという内容・

根拠、こういったものをお知らせいただ
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きたいということと、巡回相談がどのよ

うになっているのかという現状も合わせ

てお聞かせいただけたらと思います。

　続いて、１１０ページ。教育政策課の

土曜つながり推進事業について、再度ご

説明していただきたいと思います。

　１２２ページ。生涯学習課の部分でご

ざいますが、生涯学習フェスティバル開

催事業で、例年でしたら、生涯学習フェ

スティバルの運営委託料だけ計上されて

いると思うんですが、この下に草木剪定

委託料というのが、今回新たに入ってい

ると思いますが、こちらのご説明をお願

いします。

　それから１２４ページ。子育て支援課、

学童保育事業でございますが、今、学童

保育事業が決算のほうで、１億４，２２

３万円ほどでございました。平成２２年

度の予算が約１億５，２００万円で、さ

らに今回の当初予算で約１億６，１００

万円に上がってるんですが、このあたり

のふえた理由をお知らせいただきたいと

思います。

　それから、青少年団体育成事業。こち

らのほうも、青少年団体育成事業の金額

が、減っておりますけれども、ほぼ１０

０％の執行率でございましたけれども、

減った理由をお聞かせください。

　それから、総合的教育力活性化事業と

いうのがなくなっておりますけれども、

この事業のご報告をしていただければと

思います。

　続いて、１２６ページ。放課後子ども

教室推進事業でございますけれども、こ

れ多分わくわく広場のことだと思ってお

りますけれども、この放課後子ども教室

推進事業と、その下の地域子ども安全安

心事業、それから、地域学校連携活動支

援事業、この三つを改めてご説明いただ

けますでしょうか。

　その下の生涯学習課、家庭教育学級事

業でございます。家庭教育等に関する学

習機会の充実。こちらのほうが、今現状

どのような取り組みが行われているのか

お聞かせください。

　それから１２８ページ。公民館運営事

業です。先ほど公民館のお話で、避難所

は優先として、耐震を行うというお話が

出ておりましたけれども、この公民館の

運営に関しましては、館長含め、女性二

人が勤務していただいて、非常に忙しい

中を運営していただいてるんですけれど

も、公民館講座開催事業について、現在

六つの公民館で３６０万円の６か所、一

つ６０万円で公民館の運営がされている

と思います。これ３０項目の講座を開催

しなければならないということで、一つ

の中身を十分議論できずに動員と講師の

選定のみに追われている状態だというこ

とをお聞かせいただきました。実際に人

数やその講座内容の検証もできないまま

進んでるということでございます。講師

費用も上限７，０００円から８，０００

円ということで、こういった講座の３０

項目の講座を、今は縛りがあるわけでご

ざいますけれども、こういったところの、

もう少し幅を緩めていただくとか、そう

いった検討はなされているのかどうかと

いうことをお聞かせいただきたいと思い

ます。

　また安全管理に関しまして、その安全

管理の責任者が館長であると思ってたん

ですけれども、安全管理の研修には女性

が出向いていかれて、研修を行っている

ということでございますので、このあた

りの安全管理のご説明も合わせてお願い

いたします。

　それから、先ほどからご質問の中にも

ありましたように、教育研究所の跡地を、

このたび、校区福祉委員会が使うという
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ようなことで、進めていただきまして、

私も一般質問で何度も質問させていただ

き、何とか民具や明和池の遺跡だけでは

なく、市民の方たちに使ってもらえるよ

うな場所になったのかなと喜んでおりま

す。ありがとうございました。

　ただ、これに関しまして、まだ分担が

うまくいってるのか、いってないのか、

計画があるのかわからないんですが、こ

れの維持運営管理の費用はどういう分担

でされるのかということをお聞かせいた

だきたいと思います。

　それと、改めて人が出入りするという

ことでございますので、こちらのほう、

かなり古い建物でございますから、耐震

のほうはどのように考えていらっしゃる

のか、こういったことが確認できている

のかどうかということをお聞かせいただ

きたいと思います。

　１３２ページの文化スポーツ課の体育

施設維持管理事業の中で、確認なんです

けども、私の勘違いかもしれません。吹

田支援学校鳥飼校グラウンド開放管理委

託料が、１９万７，０００円計上されて

たものが、今もうありませんが、これは

グラウンドの開放は、もう今後ないのか、

あるのかどうか、このあたりお聞かせい

ただきたいと思います。

　最後に、中学校給食の件なんですが、

先ほども安藤委員が質問されてまして、

中学校給食の導入に関しましてご答弁い

ただいたときに、この中学校給食の導入

促進事業の補助制度の概要の中には、平

成２４年３月までに、ある程度その実施

計画をもちろん策定をして、整備のスケ

ジュール、事業費の試算、実施形態、そ

れから喫食か、また選択制かということ

も含めて、選択制の場合は食事向上率の

取り扱いの計画とか、あと就学援助制度

の導入計画、中学校給食を活用した食育

の推進方策、こういったものをすべて出

さなければいけないんですけど、今現状

ではまだそこまでできているのかできて

いないのか。そして、もしこの２３年度

の３月の末までにできなければ、この補

助金に関しては、私もどのようになるの

か、また延長になるのかわからないんで

すが、市としては全員一応喫食のほうで

進まれるという見解だったと思うんです

が、どのように考えているのかご答弁い

ただきたいと思います。

○森西正委員長　答弁をお願いいたしま

す。

　北橋課長。

○北橋児童相談課長　児童相談課所管分

についてご答弁申し上げます。

　まず、教育相談事業の昨年度の決算額

から４００万円増の部分でございますが、

昨年度決算後、事業面ではかなりの部分

を精査させていただいております。主に

増額した部分につきましては、教育指導

嘱託員１名増員しておりまして、その報

酬でございます。

　また、他の報償金、消耗品等につきま

しては、今年度の事業から考えて、来年

度必要なものに精査させていただき、結

果としましては、平成２３年度の予算額

１，７８７万８，０００円から平成２４

年度の予算額１，９５７万４，０００円

ということで、実際には教育指導嘱託員

の報酬についての増額分ということにな

ります。

　続きまして、適応指導教室の事業の予

算額についてご説明を申し上げます。

　さわやかフレンドの報償金につきまし

ては、今年度もやはり１０月以降、非常

に大学生の活動が減っております。その

ことをかんがみまして、来年度の予算に

つきましてはかなり精査をさせていただ

いて減額もしております。ただ、さわや
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かフレンドの活動が減るということは、

不登校対応について非常にマイナス面が

大きくございますので、今年度は早い時

期から大学、近畿地区の範囲を広げて募

集をかけております。現在のところ、４

月１日以降で活動できる大学生を約２０

名確保しております。今後もさわやかフ

レンドの確保には努めてまいりたいと考

えております。

　申しわけございません。先ほどの教育

相談事業のところで答弁漏れがございま

すので、補足をさせていただきます。

　教育相談事業の中で、教育指導嘱託員

の不登校対応の心理治療等のケースにつ

きましては、現在のところ１月末で約、

昨年度の倍以上のご相談をいただいてお

ります。

　また、教育センターのほうでも発達検

査、判定等もさせていただく中で、相談

件数のほうが非常にふえてきております。

それに伴っての消耗品等の増額を来年度

確保させていただいております。

○森西正委員長　若狭課長。

○若狭教育政策課長　それでは、まず安

心できる居場所づくり推進事業の学校安

心サポーターの業務について、もう少し

詳しくご説明いたします。

　まず、この学校安心サポーターでござ

いますが、この説明をする前段といたし

まして、児童相談課が所管いたします学

校・家庭連携支援事業、平成２４年度か

らモデルがとれまして、学校・家庭連携

支援事業というのがございます。現在、

五つの小学校、ちょうど５中学校に１人

と、中学校区に１人ということなんです

が、家庭教育相談員を配置しております。

　同じく配置してますスクールカウンセ

ラー、あるいは中学校区に配置してます

スクールソーシャルワーカーと連携いた

しまして、子育てに悩みを持つご家庭で

ありますとか、行き渋りの不登校に陥り

そうな児童の支援をすると、こういう事

業でございますが、中学校区に１人の配

置ということで、小学校２校のうち１校

ずつにしか配置は現在できておりません。

なかなか片方の小学校にまでそのシステ

ムが構築できないという学校からの声も

ちょうだいしております。

　今回この学校安心サポーターを残り５

校、家庭教育相談員が配置されておりま

せん小学校５校に配置することによって、

小学校１０校に家庭教育相談員がおるよ

うな状態、これを進めたいと考えており

ます。

　まず、小学校だけの説明をいたします。

学校安心サポーターは、家庭教育相談員

とともに各校での行き渋り児童、ついつ

い遅刻しがち、朝、保護者と一緒に寝て

しまってる、そういった保護者の押し出

しも弱いご家庭、なかなかご家庭の愚痴

を先生にも言えない、そういった家庭に

家庭訪問等を通しまして寄り添いながら

家庭の教育力、これの回復を目指そうと。

それから、子どもたちの出迎え、話し相

手から学校への登校を定着させようと、

そういう働きをいたします。

　また、既に配置してます家庭教育相談

員の配置校のノウハウ、これを未配置校

の小学校に適用することで、１年間の配

置でございますが、配置がなくなった後

もそのシステムを続けて進めていこうと

いうものでございます。

　一方、中学校５校に配置する学校安心

サポーターでございますが、中学校にな

りますと、その授業についていけない、

あるいはクラスでの友達関係でなかなか

集団の中へ入っていけない、授業中にも

関わらずなかなか教室へ入れない、校内

を徘回しているような生徒もおります。

それを見過ごす、あるいは放っておいて
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しまいますと、例えば、問題行動に走る

場合もございますので、学校へ登校して

いるそういった生徒の話し相手、相談相

手、これは生徒指導が中心になってきま

すが、そういった働きをする、これを主

な業務としております。

　それから、この安心できる学校の居場

所づくり推進事業でございますが、そう

いった学校安心サポーターの業務に加え

まして、教育委員会事務局によります研

修も同時に行っていきたいなと。児童生

徒を理解、あるいは学校における生徒指

導、地域教育コミュニティづくり、それ

から先ほど最初に申しました中学校区で

取り組んでます、そういった不登校対応

とか生徒指導に対応するそういう組織的

な対応の一員としての役割、そういった

ものを年間を通して研修も行っていきた

いと考えております。

　以上、安心できる居場所づくり推進事

業の説明でございます。

　次に、特別支援教育推進事業でござい

ますが、２３年度予算が４４万３，００

０円で、２４年度予算が４６万５，００

０円、２万２，０００円の増加分でござ

いますが、これはこの後、説明いたしま

す巡回相談に伴います委託料、これが大

阪自閉症支援センターと業務委託しまし

て、１０回の巡回指導を２４年は行いま

す。これが、今年度に比べ回数がふえた

分の委託料の増でございます。

　それでは、巡回指導の内容でございま

すが、これは各幼稚園、小中学校の支援

を必要とする子どもたちのニーズを把握

し、どんな支援が最も効果的であるか、

そういったものを専門家のアドバイスを

受けるものでございます。各校・園から

教育政策課に相談の要請がありましたら、

本市に設置しています特別支援教育サポー

ト委員会と連携をとりまして、巡回相談

のチームを結成いたします。相談の内容

によりまして、大阪自閉症支援センター

の専門員、あるいは市の通級指導教室の

担当者、これは教員でございます。それ

から家庭児童相談室の臨床心理士とメン

バーを選びまして、各校へ相談に参りま

す。これが巡回相談の主な業務でござい

ます。

　次に、土曜つながり推進事業でござい

ます。これは、障がいのある児童生徒を

対象とした地域の行事を行いまして、地

域に住む子どもたち同士、あるいは保護

者同士の交流を図ることをねらいとして

おります。特に中学校を卒業しますと、

地域でのつながりが希薄になるとのこと

もございますので、年間５回土曜日、５

月、７月、９月、１２月、３月の第２土

曜日に開催しております。本年度は、４

回、摂津小学校の会場、１回は別府小学

校で開催いたしました。毎回３０名ほど

の障がいのある児童生徒、あるいは卒業

された方、それから保護者並びに１０名

の指導員が参加し、レクリエーション、

あるいは調理実習、こういったものを通

しまして保護者同士の交流の場にもなっ

てございます。

○森西正委員長　池上参事。

○池上生涯学習部参事　生涯学習課に係

ります３点のご質問にご答弁申し上げま

す。

　１点目は、生涯学習フェスティバルの

開催事業の中の草木剪定委託料について、

ご答弁を申し上げます。

　生涯学習フェスティバルにつきまして

は、毎年９月下旬に開催をしておりまし

て、大正川河川敷で開催をしておるわけ

でございますけども、会場自体が河川敷

でもあり、夏を過ぎた９月の段階で、開

催前の河川敷状態が雑草がかなり生い茂っ

ておる状態で、下水担当課等に草刈りの
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依頼をやっていたわけなんですけども、

あえて草が生い茂っている状態と、その

分でいきますと会場の美観を損ね、あと

灯籠流し等の部分が雑草にひっかかると

いうこともありまして、原課で草刈りの

剪定の委託を、９月下旬の生涯学習フェ

スティバルの直前に合わせて依頼できる

業者に対して剪定を委託するものでござ

います。これを１２万２，０００円ほど

予算計上しております。一般の造園の剪

定業者等に依頼しますと、この金額より

数段数字がアップということから、この

分の委託につきましては、シルバー人材

センターへ委託を考えております。

　２点目、家庭教育学級の現状の実態等

についてでございます。

　家庭教育につきましては、家庭教育学

級と幼児家庭教育学級、女性学級、三つ

の学級をそれぞれ各団体のほうから申請

いただいて、２３年度は９団体が登録し

ておるわけでございます。運営委託料と

しましては、平成１０年度より講師の謝

金と消耗品費等分を、４万円分を各学級

に委託料として配布。自主的な運営を促

して、残額については精算していただい

て市に返還という形の事業でございます。

　それぞれの開設の趣旨をまず申し上げ

ますと、家庭教育学級・幼児家庭教育学

級では、子どもの育つ環境としての家庭

や地域社会の教育力を高め、健全な子ど

もを育てるために家庭教育に関する学習

機会を設けておると。家庭の意義、家庭

の機能、その他家庭の教育的役割につい

て保護者の自覚を促すものでございます。

　あと女性学級は、女性がお互いに生活

課題を持ち寄り、集団学習を行うことに

より、豊かな人間性を養い、自主性を高

め、よりよい家庭、地域社会の形成を目

指し、女性の地域向上力を図り、生涯学

習時代におけるさまざまな学習意欲に応

える場を設けるという形を目的としてお

ります。

　あと３点目、旧教育研究所の跡地利用

ということで、先ほど安藤委員の質問に

もありましたけども、福祉活動拠点と郷

土資料の展示室ということの複合施設を

考えておりまして、本館は福祉活動拠点

及び一部は郷土資料室として民具・農具

の展示室として活用を考えております。

プレハブの２階建ての建物につきまして

は、明和池遺跡の遺物及び農具・民具の

保管場所として、今後、継続して整備、

整理してまいりたいと考えております。

　あと耐震をどう考えているのかの質問

につきましては、今年度につきましては、

福祉活動拠点の整備として、本館のバリ

アフリー等の改修を行うと伺ってる関係

上、建物自体は昭和１１年の建築物でも

あり、今後、耐震診断の必要性も考えな

がら検討というか、診断の必要性がある

かどうかを検討してまいりたいと考えて

おります。

○森西正委員長　岡本課長代理。

○岡本生涯学習課長代理　公民館に関わ

ります二つの質問についてご答弁申し上

げます。

　１点目は、予算概要１２６ページの公

民館講座開催事業だと思います。これに

つきましては、年間３６０万円、２４年

度も計上いたしております。公民館講座

は人権・福祉、平和・国際化、自然・技

術、生活・環境、社会・経済、幼児・児

童、文化・芸術の７分野にわたって、特

定の分野に偏りなく実施いたすことにし

ております。

　なお、講師謝金につきましては、市内

の講師であれば７，０００円、市外在住

者であれば８，０００円、この１，００

０円の違いは交通費でございます。ただ

し、平成２４年度各公民館の講座実施予
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定でございますけども、公民館としては

各公民館に３０講座の指定は一切してお

りません。ちなみに、今年度の公民館、

安威川公民館３７講座、別府公民館４３

講座、千里丘公民館３５講座、新鳥飼公

民館３５講座、味生公民館４２講座、鳥

飼東公民館３３講座、以上２２５講座で

ございます。これに合同も含めまして、

２４年度は２２８講座を予定いたしてお

ります。

　実施に当たっては、館長会等の意見、

または公民館運営審議会の意見も参考に

して実施いたしておりますが、実は２３

年度の館長会において、議事録を見まし

たら、鳥飼東公民館の嘱託員が３０講座、

東公民館で開催したという部分が議事録

に記載されております。それに基づいて、

多分各公民館館長がそういう発言をされ

たというふうに聞いておりますんで、公

民館の講座開催につきましては３０講座

の指定は一切しておりません。

　もう１点、公民館の管理運営というこ

とになりますけども、多分大澤委員指摘

の分は、防火管理者の指摘のことだと思

います。防火管理者につきましては、各

館長におかれましては非常勤特別職とい

うことになっておりますので、常時館に

おられないということですので、消防本

部と相談した結果、資格を得れば嘱託員

でも防火管理者になれるということで、

平成１２年以降、嘱託員に採用したもの

につきましては、予算計上いたしまして

防火管理者の資格を取り、今現在に至っ

ているわけでございますけども、各公民

館館長におかれましては、嘱託員にそう

いう責任を負わせるのはいかがなものか

というご質問がございましたので、平成

２３年度第２回公民館の館長会におきま

して、安威川公民館館長が、他館５館の

防火管理者を兼ねるということに変更し

まして、平成２３年７月１日から６館と

も安威川公民館館長が防火管理者になっ

ております。この届け出も既に消防本部

のほうに届け出済みでございます。

○森西正委員長　布川次長。

○布川生涯学習部次長　それでは、吹田

支援学校に関わりますご質問にご答弁さ

せていただきます。

　吹田支援学校は、平成２５年度の小学

校、中学校の開校に向けまして、平成２

２年度から基本設計、実施設計を行って

おられまして、２３年の夏から既存のグ

ラウンドの防球ネットの撤去や、グラウ

ンドを含む敷地内に小学校の新設のほか、

スクールバスロータリーなどの整備を順

次進められておられます。２４年度は、

工事のため校庭の使用はできなくなって

おります。

　２５年度以降は、小・中・高とそろっ

た支援学校の開校となるわけですが、小・

中学校舎やバスロータリーの設置などに

よりましてグラウンドはかなり狭くなる

ことが予想されます。その関係から、グ

ラウンドの開放については難しい可能性

がございます。しかし、グラウンドの開

放につきましては、今後検討していくと

いうことの回答を得ております。まだ２

５年度以降、どういう形で開放いただけ

るのか、また否かというのは正式にはご

回答いただいておりませんが、これから

も開放に向けて要望を続けていく予定で

ございます。

○森西正委員長　大橋課長。

○大橋子育て支援課長　学童保育事業に

ついてのご質問にご答弁申し上げます。

　学童保育事業につきましては、その予

算の大半が学童保育室の指導員等の賃金

ということになっております。この賃金

につきましては、予算額と決算額の乖離、

すなわち減額幅のその大きさ等について、
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かねてより文教常任委員会で再三にわた

りご指摘をいただいておったところでご

ざいます。それを踏まえまして、２３年

度当初予算では、できるだけ精査をさせ

ていただいて計上させていただいており

ましたが、それでもなお今回の補正で１，

０００万円の減額補正ということで予算

を上げさせていただいておるところです。

　２４年度当初予算におきましても、さ

らに精査をいたしまして、２３年度比か

らですとマイナス２００万円ということ

で予算は計上させていただいております

が、このあたりの当初予算の段階におき

ましては、学童保育室に配置しておる指

導員のうち正指導員、それと担任補助指

導員についての数は変わりはございませ

んが、入室児童によってその数の増減が

やむなしというふうになっておるのが、

支援を必要とする入室児童に対する加配

の指導員の数、この数の部分が当初計上

させていただく段階でははっきりしない

部分がありますので、少し余裕をみた中

での計上をさせていただいております。

その部分で決算との乖離が生じるという

ことでご理解をいただきたいと思います。

○森西正委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　こども教育課に

関わりますご質問にご答弁申し上げます。

　まず、青少年団体育成の金額の減でご

ざいますけれども、青少年関係団体に対

する補助金といたしましては、こども会、

ボーイスカウト第１団・第２団・第３団、

ガールスカウトに対しそれぞれ補助を行っ

ております。こども会に対しましては５

４万円、ボーイスカウトの１団・２団・

３団、ガールスカウトについては１０万

円の補助を行っておりますけれども、昨

年末、ボーイスカウト摂津第２団のほう

から、今年度をもって団を閉団するといっ

た申し出がございましたので、そちらの

団の１０万円を減らしての予算計上とさ

せていただいております。

　次に、総合的教育力活性化事業の事業

名がないという話でございますけれども、

総合的教育力活性化事業、地域教育協議

会すこやかネットに対する補助でござい

ますけれども、摂津市のほうでも平成１

２年度から予算事業名を立ち上げて、各

校区に対し補助金を執行しておりました。

また、あわせて学校支援地域本部事業と

いう予算事業名も立ち上げておりました。

これは平成２１年度から国のほうで始まっ

た事業に対しまして予算事業名を立ち上

げておりました。

　いずれの事業も地域教育協議会すこや

かネットの活性化、活動を支援していく

という方向性でございます。そういった

ことで、事業を一括化、一本化して、予

算事業名も一本化する中で取り組んでいっ

て、各地域教育協議会への補助をしてい

けばいいんじゃないかということで、予

算概要の１２６ページにも挙げさせてい

ただいております地域学校連携活動支援

事業という事業名を立ち上げまして、各

地域教育協議会すこやかネットへの補助

をしていきたいと考えております。

　具体的には、総合的教育力活性化事業

で１０万円ずつ、各地区に補助をしてお

りました。また、学校支援地域本部事業

のほうでも、各中学校区へすこやか地域

協議会の活動費として１５万円程度支出

もしておりましたので、２４年度からは

各中学校区のすこやかネットには、あわ

せて２５万円程度補助するような形で一

本化して取り組んでいきたいと思ってお

ります。

　次に、放課後子ども教室でございます

けれども、放課後子ども教室は各小学校

区で、平成１６年度から取り組んでいた

だいております。体育館での自由遊びを
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中心とした活動にはなっております。２

３年度も３月上旬で活動が終わりました。

延べ参加者数が１万５，４０９人、１回

平均、ざっと６３名の子どもさんたちが

小学校の体育館に集まってきていただい

ております。

　２３年度の指導員者数は１３０名とい

うことで、２２年度より二十数名多くは

なってはおるんですけれども、やはり体

育館の限られたスペースの中で自由遊び

というやり方については、一定限界も見

えてきております。そういった中で、各

小学校区の指導員さんの中ではリーダー

という方を選出していただいて、わくわ

く広場のリーダー会議を持つ中でどのよ

うな指導をすればいいのか、また各小学

校の教頭先生等にも集まっていただく中

で、学校と連携した取り組みが何かでき

ないか、そういった議論もしておるとこ

ろでございます。

　次に、地域子ども安全安心事業でござ

います。こども教育課では、平成９年に

神戸の小学６年生の男子児童が殺害され

た事件をきっかけとしたこども１１０番

運動、また大阪府警本部からの協力依頼

をきっかけとしました子どもの安全見ま

もり隊事業、こういった取り組みを、そ

れぞれその事業が始まったことを契機に

予算事業名を立ち上げて予算執行をして

まいりました。

　いずれの取り組みも、摂津市ではＰＴ

Ａの方々を中心に活動していただいてい

る、また身近な生活習慣の中で、学校の

行き帰りや登下校の見守り、またふだん

の生活習慣の中で子どもの安全安心に取

り組んでいただくという事業でございま

す。そういったことから、こども１１０

番の運動と子どもの安全見まもり隊事業

を一つの地域子ども安全安心事業として

予算も一本化し、効率的・効果的に執行

したいと考えております。

○森西正委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、中学校給食

についてのご質問に答弁させていただき

ます。

　中学校給食につきまして、大阪府の中

学校給食導入促進事業費補助金交付要綱

におきましては、平成２４年３月３１日

までにこの実施計画書を作成し、提出し

なければならないと規定されております。

その内容といたしましては、検討の経過、

そして全中学校への導入に向けたスケジュー

ル、いつごろから整備をして、いつごろ

から給食が開始されるのかということ。

それと、もし選択制をした場合、それの

喫食率、またその喫食率に対する向上の

取り組み等の内容、そして食育推進の方

策、そして就学援助制度の導入の計画な

どということになってございます。した

がいまして、事業費等についての記載内

容はございません。

　先ほど安藤委員のご質問にもご答弁さ

せていただいておりますけれども、今回

の事業計画は現時点での予定を記載する

ものでございまして、提出後でございま

しても内容の変更が可能ということになっ

ております。現在までセンター方式や自

校方式、またスクールランチ方式等々の

メリット、デメリット等を検討してまいっ

たわけでございます。イニシャルコスト

では、大阪府より補助金をいただけると

いうことが大きなメリットでございます

けれども、それぞれの方式についてのイ

ニシャルコスト、ランニングコストを考

えますと、その各方式によって市負担が

かなり大きなものとなるものがございま

す。この３月末までの事業計画書の提出

までに一定方向性を示させていただきま

して、大阪府にこの計画書を提出する予

定でございます。
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　なお、平成２４年度中には、給食の内

容について各方面からのまたご意見をい

ただきながら、２４年度内には給食の方

式について決定し、早くて２５年度には

予算の計上等ができればと考えておりま

す。

　なお、ご質問の３月末までにこの事業

計画を提出しなかった場合どうなるのか

ということでございますけども、この要

綱にも書いてございますとおり、３月末

までに事業計画書を提出しない場合には、

この補助金の交付を受けることはできな

いということでございます。

○森西正委員長　教育研究所跡地で維持

管理を含めた部分のご答弁がなかったと

いうことですけれども。池上参事。

○池上生涯学習部参事　維持管理、運営

管理ということなんですけども、運営管

理につきましては、教育委員会の生涯学

習課が文化財の遺物等の保管場所として

の光熱水費等については予算上、計上し

ております。

　あと福祉活動拠点の整備については、

福祉関係課のほうが整備に係る経費は計

上されております。生涯学習課のほうで

予算計上しているのは、光熱水費と電話

代等について計上しております。

○森西正委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　２回目の質問をさせ

ていただきます。

　教育相談事業に関しましては、１名増

員したということで、非常に件数もふえ

てるというようなことでございます。こ

の教育相談事業についての、実際この教

育相談事業というのはどういう経過をもっ

てそこまでたどり着くのかというか、実

際には保護者の方を含めて教育センター

のほうに連絡をしてということになるん

でしょうか。そのあたり、どういう形で

その教育相談を受けれるのか、システム

のほうを教えていただいてよろしいでしょ

うか。

　それから、適応指導教室の事業でござ

いますけれども、さわやかフレンドとい

うことで大学生の方たちにお願いしてい

ると思うんですけども、非常にこの事業

に関しては年々そういった指導を受けな

いといけない子どもたちがふえていると

いうようなことでございます。指導体制

も含めて、どこの市でもこれはかなり子

どもたちがそういったふえている現状で

対応に困っているというような状況です。

人員も含めまして、今後また新たな何か

考えというか、それに対応できるような

ものをお考えなのかということをお聞か

せいただければと思います。

　それから、安心できる学校の居場所づ

くりということで、これは理解させてい

ただきました。ただ、この安心サポーター

という方たちは、どういった方たちが選

ばれているのか、どういった方たちを選

定されているのかということをお聞かせ

いただきたいということと、そして、そ

の方たちがどういう体制でこの委託をさ

れているのかということをお聞かせいた

だけたらと思います。

　改めて特別支援教育推進事業なんです

けれども、この特別支援教育推進事業の

ほうも巡回相談ということで来られてい

るということですが、この巡回相談をさ

れていて、この巡回相談に来る日程とか、

そういったものに関しては学校のほうか

ら、そういった何日に来るとかっていう、

こういう告知とかそういうのを周知され

てるのかどうかということをお聞かせい

ただきたいなと思います。

　土曜つながり推進事業のほうはわかり

ました。

　それから、生涯学習のフェスティバル

の開催事業の草木の剪定のほうもわかり
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ました。ありがとうございます。

　それから、１２４ページの学童保育事

業なんですけれども、この学童の保育事

業に関して、今ご説明いただいたので、

その乖離のほうはよくわかりました。た

だ、学童保育事業というのは、今現在、

冬の時間帯で５時半までということでご

ざいます。学童に預けられる方というの

は、基本的に働いている方が多いと思う

んですけど、どうしても預けないとだめ

だという保護者の方が多いんですけども、

各市町村によっては７時半まで学童をさ

れているという市町村もあるかと思うん

ですけれども、５時半という、冬場は５

時半ですよね、５時半という時間帯が非

常に中途半端な時間帯だなというふうに

思っております。大概仕事を終えて、５

時に終わったとしても、帰ってくると、

市外だとやっぱり６時、７時になってし

まう。その中で、子どもたちが学童から

帰っても、まだ実際には鍵を持って家に

入って、だれもいない家の中で待ってい

ないといけない、また外でうろうろして

いる、こういった現状があるかと思うん

ですけれども、こういったことで時間延

長とかっていうのは、市としては考えて

いないのか。

　実際、学童保育というのは、年々ふえ

てきていると思います。全国的に見ても、

学童保育の人数はふえていると思うんで

すけども、そういった学童保育に関して

保護者の方たちのそういった要望とかっ

ていうのを聞いたりとか、そういった懇

談会というのは今現在やってらっしゃる

のか、こういったところをお聞かせいた

だきたいと思います。

　青少年団体育成事業はわかりました。

　それから１２６ページの放課後子ども

教室推進事業、それから地域の子ども安

全安心事業、地域学校連携活動支援事業、

これあえてお聞かせいただいたんですけ

ども、いろんな施策というか、こういっ

た事業があって、かなり今回もまとめて

総合的な教育力の活性化事業の合併とい

うことで一つにまとめていただいて、本

当にすっきりしたかなというふうに思っ

ております。

　ただ、やっぱりどのものを見ても、同

じ方が大概ここに携わっていらっしゃっ

て、同じような事業が非常に多いという

ふうに感じております。もう少しいろん

な意味で枠組みを広げて、子どもたちの

ために何が一番いいのかということも、

改めてこういった別々の事業の方たち同

士が、連携をして考えていくのも一つじゃ

ないかなというふうに思っております。

　地域社会全体で教育支援活動を実施す

るということは非常に重要なことだと思

いますし、地域でこの教育力の向上とい

うのは、これからのやはり一つの課題だ

というふうに思っておりますので、これ

が、例えば、見まもり隊の方たち、地域

の方たち、自治会の方たち、いろんな方

たちがいろんな知恵を出し合って、子ど

もたちの教育力を高めていくというよう

なこともできるわけですので、今は事業

がそういった枠組みでばらばらになって

ると思いますけれども、何か同じ方がさ

れていることが多いので、すごくどこを

見ても同じ顔ぶれっていうのが多いので、

できたらその連携できるところはやっぱ

りひとまとめに連携をしていくというこ

とを考えられていたほうがいいのかなと。

そのあたり問題点とか、実際に考えてい

らっしゃる点とか、そういったものがあ

ればお聞かせいただければなと思います。

　家庭教育学級の事業でございますけれ

ども、２３年度９団体ということで先ほ

どご説明がありました。この９団体とい

うのは、どういった団体なのかご説明い
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ただければなと思います。

　それから、公民館の講座開催事業につ

いては、今ご説明いただきましたので、

特にこの３０に決まっていないというこ

ともよくわかりました。ただ、非常にい

ろんな講座をされてて、やはり講座に来

ていただかないといけないということで

皆さん必死に動員をされているんですけ

れども、非常に大変な活動だというふう

に感じております。

　その中で公民館の運営の中に、小学校

のＰＴＡとか、そういったところと連携

もとってもいいということで、公民館の

運営の規約というか、中に入っておりま

すので、例えば、もっともっと公民館で

やってる事業を外に出して宣伝するとい

うか、広報をしていくということが一つ

だと思います。なかなか私どもでも学校

のほうで配ってほしいとかっていう話が

あるんですけども、学校のほうでは配れ

ませんとか、そういった暗黙のなんかそ

ういうのがあるみたいなんですけど、公

民館事業というのは、基本的に市と関わっ

ている、利益の生まない団体ということ

で、そういった団体が活動している講座

にもっともっと人をこういうことをやっ

ているんだ、ああいうことをやっている

んだというようなことを周知させていく

には、やはり地域の学校や中学校も含め

て、そういった所にも投げかけていくの

は、一つの方法じゃないかなというふう

に思っているんですけども、もうちょっ

と積極的にそういったことをされたらど

うかなと思います。実際、公民館の講座

を見て、１人とか２人とかしか来ていな

い講座もあるわけです。そのために教室

を開けたりとか、一生懸命動員している

んだけどなかなか来てくれないとか、い

や、こういう講座があったけど知らなかっ

たとか、そういったことがありますので、

市内全体で、例えば、安威川公民館でやっ

ている事業に関してこんなんだよという

ことをほかの公民館でも共有していく、

こういったことが参加を促すんじゃない

かなというふうに思っておりますので、

このあたりもう少し検討して、いいこと

をやっているのに何だか宝の持ちぐされ

だなということを感じますので、よろし

くお願いいたします。

　それと先ほど、防火管理者の件ですね、

このあたりは防火管理者というのは、今

ご説明にありましたように、安威川の館

長が６つの公民館を兼任するということ

でございますけども、防火管理者の内容

というのはどういった内容で、例えば、

何か起こったときに安威川公民館から鳥

飼東公民館まで、もし走って行くとなれ

ば非常に時間がかかるわけです。そういっ

た所があえてわかっていながら、この６

つをまとめていくという結論で至ってい

るのか、それとも、いや、それは問題だ

けど、今のところ６つをまとめているん

だよというのか、そのあたりもう一度お

聞かせいただいて、今後の体制に役立て

ていただければなというふうに思ってお

ります。

　教育研究所の跡地の件でございますけ

れども、先ほど、光熱費と電話代は生涯

学習課のほうで負担するというようなこ

とでお聞かせいただいたんでよろしかっ

たですね。これ実際、運営が校区福祉委

員会のほうで始まって、いろんな意味で

光熱費とかいろいろかかってくると思う

んです。地域の福祉を扱うとなると、例

えば、高齢者の方々のいろいろやってい

らっしゃいますよね。モーニングを朝か

らつくったりとか、そういったこともやっ

ていらっしゃったりとか、電気代もかな

り使うと思うんですけど、そういったと

ころも踏まえて、光熱費はずっと生涯学
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習課のほうから出されるという認識でい

いのでしょうか。それとも、また改めて

福祉のほうは福祉のほうで、いずれ分散

させていくのかという所、それとあと福

祉のほうで使うということでございます

けれども、実際に２階のプレバブは、明

和池の遺跡と、本館のほうの一部は民具

を入れるということでございますけれど

も、実際、その校区福祉委員会が使える

スペースというのは、どれぐらいのスペー

スなのか、どこの部分が使えていくのか。

中へ入ると、今結構、部屋が区割りされ

てますよね、そのあたり、例えば、クー

ラーの位置とかも含めて、今ある現状の

ままを使うのか、それともさっき言った

ようにバリアフリーにしたときに、すべ

てそういった電気器具も含めて、クーラー

の部分も含めて、全部いじってから使う

のかということを教えていただければな

というふうに思います。

　最後、吹田支援学校のグラウンドのほ

うなんですけども、グラウンドの開放は

今後検討されるということでございます。

グラウンドの開放は、今後検討していた

だきたいなというふうに思っているんで

すけども、あわせて向こう側のテニスコー

トありますよね、テニスコートのあたり

というのは、これももともと管理のほう

に含まれていたのかどうか教えていただ

きたいのと、今後、テニスコートのほう

とその横にある空き地のこのスペースは、

今後どのようになるのか、あわせて管理

をしていくのかということを教えていた

だければと思います。

　以上、２回目の質問です。

○森西正委員長　それでは答弁をお願い

します。

　北橋課長。

○北橋児童相談課長　教育相談事業につ

いて、ご答弁申し上げます。どういう形

で教育相談を受けられているのかという

システムについてですが、先日、パンフ

レットでもお配りしましたように、まず、

お悩み相談電話の周知をさせていただい

て、直接、保護者の方、また子どもさん

が電話で相談していただくことも可能で

す。また、学校のほうと相談をしていた

だきまして、学校だけでは解決せず、専

門的な支援が必要という場合は、学校か

ら紹介という形で、直接保護者の方がお

電話をいただいて、ご予約していただき

相談につなげるということもございます。

また、学校の教職員が、子どもさんの支

援についてどうしたらいいか悩んでいる

ときは、教職員がその相談をして、学校

での支援につなげるという形のシステム

をとっております。

　続きまして、適応指導事業のさわやか

フレンドについてのご答弁を申し上げま

す。さわやかフレンドにつきましては、

学校に行けず不登校になっている子ども

さんの支援ということで、活用をさせて

いただいておりまして、主に適応指導教

室パルでの活動の支援、学校に登校でき

ず、家庭におられる子どもさんにつきま

して、家庭のほうに訪問させていただい

て、話し相手になったり、遊び相手になっ

たりという支援を行っております。また、

学校のほうで、登校しぶり等が見られて、

学校に行きにくい子どもさんの登校支援

等を行うなどのために、学校に配置をし

ているというような活用をさせていただ

いております。しかし、不登校の子ども

さんの背景には、発達障害の課題があっ

たり、また虐待の課題があったりという

ことで、大変複雑な課題を抱えておりま

すので、その課題をしっかりと見きわめ

て適切な対応をしなければならないとい

うふうに考えております。

　これまでも教育センターでは、臨床心
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理士を配置しておりましたが、週３日の

勤務のみで、活動できない日がございま

した。それに伴いまして、保護者の方か

らご相談いただいても、その日にすぐ対

応できなかったり、非常にご不便をおか

けしてた面もあるかと思います。さらに

家庭児童相談室で、今年度も２００件以

上の発達検査をお受けしていることもご

ざいます。家庭児童相談室だけでお受け

するには多い人数で、保護者の方にお待

ちいただかなくてはいけない現状もござ

います。

　そのようなことから、来年度は大阪府

の安心子ども基金の補助金を受けまして、

児童相談支援員を２名、週３日ずつ、教

育センターに配置をさせていただきます。

この児童相談支援員によって、カウンセ

リング、お子様へのプレイセラピーをさ

らに充実させてまいりたいと思っており

ますし、また、発達検査も適切に実施し

ていきたいというふうに考えております。

○森西正委員長　若狭課長。

○若狭教育政策課長　安心できる居場所

づくりのサポーターの件でございますが、

本事業の特性から震災での失業者、並び

に事業実施時に失業者、こういった失業

者を対象とした緊急雇用の事業でござい

ます。

　当初は、こちらで直接、雇用を考えて

おったのですが、大阪府並びに本市の財

政課の指導も受けまして、事業の特性を

いかすために企業での研修も実施できる

民間企業と委託することで、派遣での事

業設計といたしました。

　次に、特別支援教育の巡回相談の日程

といいますか、システムについてご説明

いたします。

　１回目の私の説明が不十分でございま

して申しわけございませんでした。

　本事業の巡回相談の相談者は、幼稚園、

小学校、中学校の学級担任、それから支

援教育コーディネーター、あるいは園児・

児童・生徒の支援を実施している者、教

員側ですね、教職員の相談でございます。

各校園の直接子どもたちの指導する者か

ら相談したい内容がございましたら、各

校の支援教育のコーディネーターを通じ

まして、教育政策課に巡回相談の依頼が

まいります。教育政策課担当のほうで、

巡回相談票をチェックいたしまして、最

も適した巡回相談員を派遣いたします。

　巡回相談員でございますが、先ほども

説明いたしましたが、本市の支援コーディ

ネーターのチーフでございますリーディ

ングコーディネーター、それから、通級

指導教室担当者、このあたりが学校の教

員でございます。それから教育政策課指

導主事、障害児童センター、それから府

立吹田、茨木、高槻支援学校のコーディ

ネーター、家庭児童相談室、それから委

託契約を結びます大阪自閉症支援センター

の専門員、それぞれの相談内容を精査い

たしまして、最も適した巡回相談員を派

遣しているところでございます。

○森西正委員長　布川次長。

○布川生涯学習部次長　それでは、吹田

支援学校の開放について、ご答弁させて

いただきます。

　支援学校のほうから開放いただいてお

りますのは、グラウンドのみでございま

して、その他の施設の開放はございませ

ん。よりまして、その他の施設は、我々

の管理下ではございませんので、そちら

の使用に関しまして我々口を挟む場所で

は、今、ございません。

○森西正委員長　池上参事。

○池上生涯学習部参事　生涯学習課に係

ります２件のご質問にご答弁申し上げま

す。

　１点目の家庭教育学級事業の９団体の
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内訳という報告でございます。

　幼児家庭教育学級の５団体の内訳とし

ましては、学級名としまして、せっつ幼

稚園保護者会、とりかい幼稚園幼児家庭

教育学級、ヨチヨチクラブ、育児サーク

ルミッキーちゃん、ファミリープラスの

５団体で、５４名の登録をいただいてお

ります。

　次に、家庭教育学級１団体でございま

す。Ｓｍｉｌｅネットひまわり、２３名

の登録をいただきました。

　次に、女性学級は３団体でございます。

　しずく学級、学びの館、グットムーン

の３団体で５２名、トータル１２９名の

登録をいただいております。

　次に、旧教育研究所の維持管理の部分

です。先ほど１点、答弁が漏れておりま

したけれども、維持管理としましては、

委託料としまして機械警備委託料として

６万３，０００円を計上しております。

あと電話代と言いますのは、通信運搬費

でございます。これは１０万円を計上さ

せていただいております。

　あと今後、福祉活動拠点が整備される

わけなんですけども、光熱水費につきま

しては、基本料金等は生涯学習課で５３

万５，０００円を予算計上しております。

あと、それは水道代の６万円も含めて、

電気代４７万５，０００円、合計として

５３万５，０００円を計上。その３点を

計上しておりますけども、今後、福祉活

動拠点の福祉関係課のほうと整備がされ

ましたあと、光熱水費等どういう負担割

合でいくのかにつきましては、協議して

話し合いということで、まだ決定はして

おりません。

○森西正委員長　岡本課長代理。

○岡本生涯学習課長代理　防火管理者に

ついて若干説明させていただきます。

　基本的には、防火管理者の役割といた

しましては、消防計画の作成、消防訓練

の実施、消防設備点検等の実施等の項目

が含まれております。この中で、こうい

う消防訓練は年２回。消防設備点検も外

観・機能点検と総合点検を含めまして年

２回。これは必ずやらなければならない

というのが消防法にうたわれています。

その中でそれを実施していなかった場合

は、当然、防火管理者たる者の責任は問

われるわけですけども、この分について

は、ほぼ、予算取りも安威川公民館のほ

うで市のほうの部分で予算取りしており

ますので、消防訓練の実施であるとか、

消防設備点検の実施については、市のほ

うから点検業者と日程等を決めまして実

施しているのが現状でございます。ただ

し、消防訓練につきましては、消防署か

ら来ていただく分につきましては、窓口

になりますけれども、自主自発的にやる

消防訓練につきましては、その館に任せ

ております。それと、緊急連絡体制の確

立でございますけども、２点ございます。

一つは防災もあるんですけれども、防犯

という部分がございます。いわゆる夜間、

無人になりますので全公民館とも、機械

警備という状況になっております。これ

については、夜１０時以降、不法侵入が

あったであるとかいう場合の緊急連絡体

制のほうも確立されております。各現場

に行って何かあれば、第一順位、第二順

位と決めておりまして、その館の直近の

嘱託員に連絡が入るようになっておりま

す。安威川公民館であれば私ということ

になりますけれども、各公民館につきま

しては、嘱託員のほうに第一報が入りま

す。第二報につきましては、安威川公民

館館長のほうに出来事が入るような順位

になっております。

○森西正委員長　池上参事。

○池上生涯学習部参事　１点漏れておっ
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たと思います。福祉活動拠点の使用場所

です。それにつきましては、本館の１階、

旧鳥飼村役場が使用されていた場所が、

活動拠点の整備場所となると伺っており

ます。

○森西正委員長　大橋課長。

○大橋子育て支援課長　学童保育事業の

２回目のご質問にご答弁申し上げます。

　延長保育についてでございますが、延

長保育につきましては、北摂の各市の状

況としましては、箕面市、豊中市、島本

町が１９時まで。茨木市、高槻市が１８

時。池田市が１７時ということになって

おります。本市といたしましては、１９

時までの延長保育並びに現在、月一回実

施しております土曜日保育の週４回の拡

充、これをセットで考えております。

　２４年度中には、その方向性について

明らかにしたいというふうには考えてお

ります。

　懇談会についてでございますが、年に

１回、保護者会からの要望書に基づき、

懇談を実施させていただいて、意見交換

をさせていただいておるということでご

ざいます。

○森西正委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　こども教育課に

関わります２回目のご答弁をさせていた

だきます。いろいろな地域活動に携わっ

ている方が同じ方が多いのではないか、

また、何か連携できることがないかといっ

たお問いだったと思います。

　私どもの教育委員会の所管だけでなく、

活動に携わっている方が同じ顔ぶれとい

うのは、市全体の地域活動全部に言える

ことだと思っております。私どものほう

で所管しております、例えば、放課後子

ども教室わくわく広場の指導員さんの確

保につきましても、できるだけ多くの方

に子どもたちに関わっていただきたいと

いうことで、例えば公民館のクラブ登録

の説明会であったり、シルバー人材セン

ターの会報を配られるときに、一緒に指

導員確保のご案内をさせていただいたり、

また、すこやかネットの場でもいろいろ

ご説明もさせていただいたりしておりま

した。また、過去には人間科学大学の学

生さんにもわくわく広場のほうにもご協

力をいただきました。できるだけ多くの

方々に子どもたちが関わって、いろんな

遊び、いろんな経験をしていただきたい

と思っております。今後も今の方々、１

３０名ほど登録をしていただいておりま

すけれども、こういった方々の好意、熱

意に甘えることなく、私どもも積極的に

こういったわくわく広場なり、いろんな

活動を情報発信して、そういうことをやっ

ているんだよ、少しでもお手伝いしても

らえませんかといったことも、私どもの

ほうから、もっと積極的にＰＲしていか

なあかんのかなと思っております。

　それと、地域の方々の連携なんですけ

れども、例えば、私どもで取り組んでお

りますこども１１０番の家運動、また、

子どもの安全見まもり隊事業を地域子ど

も安全安心事業ということでくくらせて

いただきましたけれども、同じような安

全安心の確保に向けては、自治振興課の

ほうでもセーフティパトロール隊といっ

た活動もしていただいております。また、

商工会のほうでも青パトのパトロール活

動もしていただいております。

　また、こういった活動が、それぞれの

活動がそれぞれどういう活動をしている

のか、どういう時間帯でどんな活動をし

ているのかといった横のつながりと言う

んですか、情報共有も余り正直できてい

ないところなのかとも思っております。

　また、交通専従員であったり、学校の

受付員であったり、子どもの安全確保に
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携わっていただく皆さん方とも情報を共

有して、共通認識を持ちながら一緒に安

全安心の確保に向けて取り組んで行ける

ように、今後は取り組んでいく必要があ

るかなと思っております。

○森西正委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　旧教育研究所の利

用の件につきまして、少し補足答弁させ

ていただきます。

　旧教育研究所は、村役場でございまし

た本館とそれから二階建てプレハブがご

ざいまして、二階建てのプレハブのほう

につきましては、今後もずっと文化財の

収蔵庫として利用してまいりたいという

ふうに考えております。

　それから、本館の話でございますけれ

ども、２４年度は五中校区の福祉活動拠

点として、福祉担当のほうで整備される

ということでございますけれども、２４

年度中も暫定的には、郷土資料展示室と

して我々のほうが利用させていただきま

すので、予算上は、２３年度につきまし

ては、光熱費、電話代等は生涯学習部の

ほうで持たしていただいております。

　それから、２４年度中に整備いたしま

して、早ければ２５年度に地域福祉活動

拠点として利用することになるわけでご

ざいますけれども、その福祉活動拠点と

して利用することに至った段階では、主

たる利用者というのは地域福祉活動拠点

になろうかと存じます。そこで、私ども

が１室を利用させていただいて、郷土資

料展示室として利用するわけでございま

すけども、そこのところは、今、参事が

申しましたように、福祉活動拠点として

福祉担当が全部持つのか、教育委員会の

ほうでどれだけ負担するのか、そこまで

はまだ決まってはおりません。

　それと、部屋のどこまでが福祉活動拠

点かという話がございましたけれども、

本館がございまして今後も郷土資料展示

室として利用いたしますのは、正面から

入りまして左手に旧の事務室がございま

した。その部分につきましては、郷土資

料展示室として利用させていただきまし

て、正面から入りまして右側の部分につ

きましては、地域福祉活動拠点として利

用するというようなところで、福祉担当

のほうとは協議させていただいておりま

す。

　それと、先ほど耐震についてのお話が

ございましたけれども、建築課に聞きま

すと木造の平屋建てというのは、耐震診

断は必要ないというようなことを申して

おりました。それで、地域福祉活動拠点

として利用するについて、やはり建物が

利用できるかどうか、耐震性があるかど

うか、そういうところで建築課と私ども、

それから保健福祉部長も含めまして調査

にまいりました。それで、小屋組みなん

かを見ますと、教育研究所として、リニュー

アルされたのが平成元年でございまして、

恐らくそのときに修理されていると思い

ますけども、非常に骨組みというのがしっ

かりいたしておりまして、これは建築課

の話ですけど、この分だと多分、耐震性

は大丈夫だろうと。ただ、基礎につきま

しては、かなりたっておりますので、基

礎部分については、もう一度調査しなく

てはいけないかなというようなことでご

ざいまして、２４年度の工事におきまし

ては、そういう基礎部分も調査しながら、

建物の修繕をしてまいるというような予

定になっております。

○森西正委員長　暫時休憩します。

（午後５時４分　休憩）

（午後５時５分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　きょうの会議はこの辺で終了したいと

思います。それでは散会します。
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（午後５時６分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

文教常任委員長 森 西 　 正

文教常任委員  安 藤 　 薫
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